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平成18年３月27日 

条例第211号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第16条第６項の規定に基づき

富岡市防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（所掌事務） 

第２条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

（１）富岡市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

（２）富岡市水防計画を調査審議すること。 

（３）市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。 

（４）前３号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

（会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員60人以内で組織する。 

２ 会長は、市長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。 

（１）指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者 

（２）群馬県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者 

（３）群馬県警察の警察官のうちから市長が任命する者 

（４）市長がその部内の職員のうちから指名する者 

（５）市の教育委員会の教育長 

（６）市の消防団長 

（７）市の加入する地方公共団体の組合で消防組織法（昭和22年法律第226号）及び消防法（昭

和23年法律第186号）に定める消防事務をその共同処理する事務とする組合の消防長 

（８）指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者 

（９）前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 

６ 前項第８号の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の

残任期間とする。 

７ 前項の委員は、再任されることができる。 

（専門委員） 

第４条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、群馬県の職員、市の職員、関係指定公共機関の

職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

（委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な

事項は、会長が防災会議に諮って定める。 

   附 則 

 この条例は、平成18年３月27日から施行する。 
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 富岡市長  
 群馬森林管理署下仁田森林事務所森林官  

 
富岡土木事務所長  
富岡保健福祉事務所長  
富岡行政県税事務所長  

 富岡警察署長  

 

富岡市副市長  
富岡市総務部長  
富岡市企画負務部長  
富岡市世界遺産まちづくり部長  
富岡市健康福祉部長  
富岡市経済環境部長  
富岡市都市建設部長  
富岡市ガス水道局長  
富岡市教育部長  
富岡市議会事務局長  

 富岡市教育長  
 富岡市消防団長  
 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防長  

 

東日本電信電話株式会社群馬支店長  
東京電力株式会社群馬支店高崎支社副支社長（富岡地域担当）  
甘楽多野用水土地改良区理事長  
上信電鉄株式会社上州富岡駅長  
鏑川土地改良区事務局長  
東日本高速道路株式会社関東支社佐久管理事務所長  
（社）群馬県トラック協会甘楽富岡支部長  
郵便事業株式会社富岡支店長  

 

群馬県議会議員  
富岡市議会議長  
（社）富岡市甘楽郡医師会長  
群馬県エルピーガス協会富岡支部長  
富岡市区長会長  
（社）富岡甘楽歯科医師会長  
富岡甘楽薬剤師会長  
公立富岡総合病院長  
富岡市社会福祉協議会長  
富岡商工会議所会頭  
富岡市妙義商工会長  
甘楽富岡農業協同組合代表理事組合長  
（社）群馬県建設業協会富岡支部長  
（社）群馬建築士会富岡支部長  
富岡市指定ガス水道工事店協同組合理事長  
富岡甘楽石油協同組合長  
群馬県ハイヤー協会西毛支部長  
富岡市赤十字奉仕団委員長（富岡地域婦人会連合会長）  
富岡市くらしの会会長  
富岡市食生活改善推進協議会長  
富岡市ボランティア連絡協議会長  
富岡アマチュア無線クラブ代表  
富岡市自为防犯防災会連合会長  

 

富岡市防災会議事務局担当 富岡市総務部総務課 電話 0274－62－1511  内線1224 
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（趣旨） 

第１条 この要綱は、富岡市防災会議条例（平成18年富岡市条例第211号）第５条の規定に基

づき富岡市防災会議（以下「防災会議」という。）の議事その他運営に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（会議） 

第２条 防災会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。 

（代理出席） 

第３条 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、代理者を出席させる

ことができる。 

（委任による処理） 

第４条 防災会議が処理すべき事項のうちで特に指定したものは、会長において処理するこ

とができる。 

２ 会長は、前項の規定により処理したときは、次の防災会議にこれを報告しなければなら

ない。 

（記録） 

第５条 会長は、会議の結果をあらかじめ指名した部内の職員に記録させ、保存しなければ

ならない。 

（雑則） 

第６条 その他必要な事項は、その都度防災会議にはかって定める。 

附 則 

この要綱は、平成18年３月27日から実施する。 

 

 

─ ⌐╟╡ ⅜ ≢⅝╢  

 

富岡市防災会議運営要綱第４条第１項の規定に基づいて会長が処理できる事項は、次のと

おりとする。 

１ 富岡市の地域に災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

（富岡市防災会議条例第２条第３号） 

２ 関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求める

こと。（災害対策基本法第21条） 
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平成18年３月27日 

条例第212号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法第223号）第23条第７項の規定に基づき、

富岡市災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 災害対策本部長は市長とし、災害対策副本部長は市長が指名する者をもって充てる。 

２ 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。 

３ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるとき、又は

災害対策本部長が欠けたときは、その職務を代理する。 

４ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

（部） 

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員が当たる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

（現地災害対策本部） 

第４条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置

き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名す

る者をもって充てる。 

２ 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。 

（委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長

が定める。 

   附 則 

 この条例は、平成18年３月27日から施行する。 

   附 則（平成19年３月28日条例第３号）抄 

 この条例は、平成19年４月１日から施行する。 
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（趣旨） 

第１条 この要綱は、富岡市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し、必要な事項を定

めるものとする。 

（職員の責務） 

第２条 すべて市の職員は、市民の生命、身体及び負産を災害から保護するため、本部の活

動に協力しなければならない。 

（設置及び閉鎖) 

第３条 本部は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定による富岡市地域防災

計画の定めるところにより、その必要性を認めたときに市長が設置するものとし、災害の

拡大するおそれが解消し、かつ、災害に対する応急対策及び応急復旧がおおむね完了した

と認めたときに廃止するものとする。 

（本部長、副本部長及び本部員） 

第４条 本部に次の各号に掲げる職員を置き、当該各号に定める者をもって充てる。 

（１）災害対策本部長(以下「本部長」という。)市長 

（２）災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)副市長 

（３）災害対策本部員(以下「本部員」という。) 

   教育長、総務部長、企画負務部長、世界遺産まちづくり部長、健康福祉部長、経済環

境部長、都市建設部長、ガス水道局長、教育部長、消防長、議会事務局長 

（本部会議） 

第５条 災害予防及び災害応急対策の総合的な基本方針は、本部会議において決定する。 

２ 本部会議は、本部長が招集する。 

３ 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員で構成する。 

（本部室補助班） 

第６条 災害予防及び災害応急対策の効果的実施を図るため、本部室補助班を置く。 

２ 本部室補助班は、本部長があらかじめ指名する。 

３ 本部室補助班は、本部長の命を受けて各部相互間の連絡及び各種の情報収集の事務を担

当する。 

（緊急登庁職員） 

第７条 本部補助班と連携し、避難場所の開設、緊急災害活動に従事する緊急登庁職員をお

く。 

２ 緊急登庁職員は、本部長があらかじめ指名する。 

（部及び班の設置） 

第８条 災害予防及び災害応急対策の業務を実施するため、本部に別表に掲げる部を置き、

部に別表に掲げる班を置くものとする。 

２ 部及び班の事務分掌は、それぞれ別表に定めるとおりとする。 

３ 部に部長及び副部長、班に班長を置き、別表に掲げる職にある者をこれに充てる。 

４ 班長は上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、班の事務に従事する。 

（委任） 

第９条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成23年８月５日から施行する。 
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別表 

本 部 室  
部 班 

本 部 長 市 長 
総 務 部 

本 部 室 補 助 班 
物 資 班 
地 域 振 興 班 副 本 部 長 副 市 長 

本 部 員 

教 育 長 
総 務 部 長 
企 画 負 務 部 長 
世界遺産まちづくり部長 
健 康 福 祉 部 長 
経 済 環 境 部 長 
都 市 建 設 部 長 
ガ ス 水 道 局 長 
教 育 部 長 
消 防 長 
議 会 事 務 局 長 

企 画 負 務 部 
負 務 班 
救 助 班 
経 理 班 

世界遺産まちづくり部 
富 岡 製 糸 場 班 
ま ち づ く り 班 

健 康 福 祉 部 厚 生 援 護 班 
医 療 防 疫 班 

経 済 環 境 部 

商 工 班 
農 政 班 
環 境 班 
清 掃 班 

本部室補助班 本部長があらかじめ指名
する者 

都 市 建 設 部 建 設 班 

緊急登庁職員 本部長があらかじめ指名
する者 

ガ ス 水 道 部 ガ ス 水 道 班 
  

  教 育 部 

教 育 総 務 班 
学 校 班 
文 化 班 
文 化 負 保 護 班 
体 育 施 設 班 
生 涯 学 習 班 
給 食 班 

  

消 防 部 

消 防 総 務 班 
第 １ 警 防 班 
第 ２ 警 防 班 
通 信 指 令 班 
第 １ 消 防 班 
第 ２ 消 防 班 

  協 力 部 協 力 班 
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ה ─  

 

       

 

 

本部室補助 

 

 

 

 

秘 書 課 長 

 

総 務 課 

 

企 画 政 策 課 

 

１ 

 

 

 

９ 

 

１２ 

 

９ 

 

東日本大震

災支援プロ

ジ ェ ク ト 

 

秘 書 課 

 

総 務 課 

 

企画政策課 

１ 本部の設置及び廃止に関すること。 
２ 本部長の指示又は指令に関すること。 
３ 各部の連絡調整に関すること。 
４ 災害記録写真の撮影及び広報に関する

こと。 
５ 災害の見舞い・視察者に関すること。 
６ 情報提供（公開）に関すること。 
７ 報道関係者の対応に関すること。 
８ 避難勧告の周知に関すること。 
９ その他本部長の特命に関すること。 
10 予警報等の伝達に関すること。 
11 防災行政用無線に関すること。 
12 県・市防災会議との連絡報告に関すること。 
13 気象情報の収集及び伝達に関すること。 
14 他市町村その他公共機関への要請に関

すること。 
15 各部が把握した災害・被害情報及びその

他関係情報の収集整理に関すること。 
16 自衛隊の派遣要請依頼に関すること。 
17 交通安全対策に関すること。 
18 情報システムの保守及びセキュリティ

ー並びに被害応急措置に関すること。 
19 配置人員の調整に関すること。 
20 り災証明書の発行に関すること。 
21 婦人会等の連絡に関すること。 

緊急登庁職員    
１ 避難場所の開設に関すること。 
２ 緊急災害対応活動（土のうの作成・配布）

に関すること。 

物 資 市 民 課 長 １４ 市 民 課 

１ 救援物資の保管及び受払いに関すること。 
２ 救援物資の配分及び供与に関すること。 
３ ボランティア活動支援推進本部設置に

関すること。 

地 域 振 興 地域振興課長 ７ 地域振興課 
１ 所管施設の被害状況及び災害応急対策

に関すること。 
 

 

負 務 負 政 課 長 １０ 負 政 課 

１ 災害関係予算に関すること。 
２ 災害業務に係る損害補償等に関すること。 
３ 各部に属さない負産の管理に関すること。 
４ 自動車等の管理配車に関すること。 
５ 物資の輸送に関すること。 

救 助 
税 務 課 長 

納 税 課 長 

２２ 

１０ 

税 務 課 

納 税 課 

１ り災者の救出避難場所の開設・収容等に
関すること。 

２ 土のう作成に関すること。 

経 理 会 計 課 長 ４ 会 計 課 １ 災害関係の経理に関すること。 

╕
∟
≠
ↄ
╡

 

╕
∟
≠
ↄ
╡

 

富岡製糸場 富岡製糸場課長 ９ 富岡製糸場課 
１ 富岡製糸場の被害状況の収集と被害応

急措置に関すること 

まちづくり 
まちづくり課長 

観 光 課 長 

６ 

６ 

まちづくり課 

観 光 課 

１ 中心市街地の災害対策に関すること 

２ 所管施設の被害応急措置に関すること 

３ り災証明書の発行に係る被害状況調査
に関すること。 
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厚 生 援 護 

福 祉 課 長 

 

高齢介護課長 

 

こ ど も 課 長 

１１ 

 

１９ 

 

２６ 

福 祉 課 

 

高齢介護課 

 

こ ど も 課 

１ 奉仕団・救援金等に関すること。 

２ 更生資金等の貸与に関すること。 

３ 災害時要援護者の援護に関すること。 

４ 福祉避難場所の運営に関すること。 

５ 園施設の被害応急措置に関すること。 
６ 園児の避難指示等に関すること。 

７ 災害時における園児の応急教育に関す

ること。 

８ 所管施設の被害応急措置に関すること。 

医 療 防 疫 

国保年金課長 

 

 

健康推進課長 

１２ 

 

 

１５ 

国保年金課 

 

 

健康推進課 

１ 被災者の医療助産に関すること。 

２ 救助施設・物資の保管・管理に関するこ

と。 

３ 医療機関との連絡に関すること。 

４ 輸血用血液の確保に関すること。 

５ 救急薬品等の確保に関すること。 

６ 感染症の防疫に関すること。 

７ その他防疫業務に関すること。 

８ 防疫薬品等の調達供給に関すること。 

 

 

商 工 

工 業 課 長 

 

商 業 課 長 

 

５ 

 

２ 

 

工 業 課 

 

商 業 課 

１ 商業及び工業関係の災害情報の収集に

関すること。 

２ 事業者に対する災害応急対策に関する

こと。 

３ 被害に対する金融対策に関すること。 

農 政 

農 政 課 長 

 

 
農 業 委 員 会 
事 務 局 長 

１９ 

 

 

３ 

農 政 課 

 

 
農業委員会 
事 務 局 

１ 農業施設関係の災害情報の収集及び被

害農作物の応急措置に関すること。 

２ 林業施設関係の災害情報の収集に関す

ること。 

３ 畜産業施設関係の災害情報の収集に関

すること。 

４ 被害林業施設の応急修理に関すること。 

５ 被害畜産業施設の応急措置に関すること。 

６ 被害に対する金融対策に関すること。 

７ 家畜防疫に関すること。 

８ 被害農地・農業用施設の応急措置に関す

ること。 

環 境 環 境 課 長 ５ 環 境 課 
１ 災害発生時の企業等の公害対策に関す

ること。 
２ 衛生施設の保全に関すること。 

清 掃 施設管理課長 ７ 施設管理課 
１ 災害時における清掃に関すること。 
２ 清掃施設の被害応急処置に関すること。 

 

 

建 設 

道路建設課長 

 

 

都市計画課長 

 

 

建 築 課 長 

１１ 

 

 

１０ 

 

 

８ 

道路建設課 

 

 

都市計画課 

 

 

建 築 課 

１ 土木関係の災害情報の収集に関するこ

と。 

２ 都市公園等公共施設の災害情報の収集

に関すること。 

３ 道路・橋梁・河川等の応急災害予防に関

すること。 

４ 土木施設の応急修理に関すること。 

５ 災害復旧土木工事に関すること。 

６ 市営住宅の保全に関すること。 

７ 災害時における都市公園等公共施設の

被害応急措置に関すること。 

８ 公社関係の災害情報及び災害応急措置

に関すること。 

９ り災証明書の発行に係る被害状況調査

に関すること。 
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●
☻

 

●
☻

 

ガ ス 水 道 

管 理 課 長 

 

施 設 課 長 

 

下 水 道 課 長 

５ 

 

２５ 

 

９ 

管 理 課 

 

施 設 課 

 

下 水 道 課 

１ 水道・ガス・公共下水道施設等の災害情

報の収集に関すること。 

２ 水道・ガス・公共下水道施設の応急修

理・保全に関すること。 

３ 災害時における飲料水・ガスの供給等に

関すること。 

 

 

教 育 総 務 教育総務課長 ３ 教育総務課 
１ 教育関係災害の情報収集に関すること。 
２ 関係機関への連絡に関すること。 
３ 部内の調整に関すること。 

学 校 学校教育課長 １２ 学校教育課 

１ 学校教育施設の被害応急措置に関する
こと。 

２ 児童･生徒の避難指示等に関すること。 
３ 災害時における児童・生徒の応急教育に

関すること。 

文 化 
文 化 課 長 

美術博物館長 

３ 

４ 

文 化 課 

美術博物館 

１ 関係施設の被害状況の収集に関するこ
と。 

２ 関係施設の被害応急措置に関すること。 
３ 収蔵品の保護対策に関すること。 

文化負保護 文化負保護課長 ７ 文化負保護課  １ 文化負の保護対策に関すること。 

体 育 施 設 スポーツ課長 ７ スポーツ課 
１ 災害時における体育施設の被害応急措

置に関すること。 

生 涯 学 習 生涯学習課長 
１９ 

３ 

生涯学習課 

図 書 館 

１ 所管施設の被害応急措置に関すること。 
２ 救出避難場所の当初開設準備に関する

こと。 

給 食 学校給食課長 １５ 学校給食課 
１ 所管施設の被害応急措置に関すること。 
２ 災害時の学校給食に関すること。 
３ り災者の炊き出しに関すること。 

  

消 防 総 務 総 務 課 長 ５ 総 務 課 

１ 災害対策本部との連絡報告に関するこ
と。 

２ 部内の資材・燃料等の補給に関する
こと。 

第 １ 警 防 予 防 課 長 ５ 予 防 課 １ 災害の調査・情報収集に関すること。 

第 ２ 警 防 警 防 課 長 ４ 警 防 課 １ 消防施設の保全に関すること。 
２ 消防団との連絡調整に関すること。 

通 信 指 令 通信指令室長 １０ 通信指令室 １ 通信連絡に関すること。 

第 １ 消 防 消 防 署 長 ６１ 消 防 署 １ 被害防除に関すること。 
２ 被害者の救急活動に関すること。 
３ 災害時における防災活動に関すること。 
４ 水防活動に関すること。 第 ２ 消 防 消 防 団 長 ３６１ 消 防 団 

 

 

協 力 
議会事務局次長 

 

監査委員事務局長 

３ 

 

３ 

議会事務局 

 

監 査 委 員 事 務 局 

１ 各部各班の協力に関すること。 

   備考：1  各部長は、各班の分掌事務を越えて班員の流動的な配置をすることができる。 

      2  一つの班に二人以上の所属長が配置されている場合は、最上段を第１班長とする。 

      3  庁舎外の市の公共施設に配置されている職員は、当該施設の保全に当たる。 
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（目的） 

第１条 この要領は、富岡市における災害対策活動を適正、かつ、円滑に遂行し、市民の生

命、身体及び負産を災害から保護することを目的とする。 

（配備体制） 

第２条 災害対策活動に当たってとるべき体制（以下「配備体制」という。）の種別及び区分

は、次のとおりとする。 

２ 配備体制の区分等 

（１）予備動員 

   

 大雤又は強風注意報等が発令され、災害の

発生する恐れのある場合 

庁内各部・各班の職員のうち、情報連絡

活動等を円滑に行いうる必要最小限度の配

備とし、状況に応じて速やかに１号動員に切

り替えうる態勢とする。 

 

（２）大規模地震発生時 

     

第１号動員 

（準備） 
①市域に震度４の地震が発生したとき。（自为登庁） 

②震度にかかわらず市内に小規模な災害が発生したとき。 

③その他市長が必要と認めたとき。 

約３割の職員 

第２号動員 

（警戒） 
①市域に震度５弱・５強の地震が発生したとき。（自为登庁） 

②震度にかかわらず市内に局地的な災害が発生したとき。 

③その他市長が必要と認めたとき。 

約６割の職員 

第３号動員 

(非常体制) 
①市域に震度６弱以上の地震が発生したとき。（自为登庁） 

②震度にかかわらず市内の数箇所の地区で大規模な災害が

発生したとき。 

③その他市長が必要と認めたとき。 

全職員 

 

（３）風水害 

     

第１号動員 

（準備） 
①市内に小規模な被害が発生したとき、又は発生するおそれ

があるとき。 

②その他市長が必要と認めたとき。 

約３割の職員 

第２号動員 

（警戒） 
①市内に局地的な被害が発生したとき、又は発生するおそれ

があるとき。 

②その他市長が必要と認めたとき。 

約６割の職員 

第３号動員 

(非常体制) 
①市内の数箇所の地区で大規模な被害が発生したとき、又は

発生するおそれがあるとき。 

②その他市長が必要と認めたとき。 

全職員 
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（配備体制の施行手続） 

第３条 配備体制の施行手続は、次のとおりとする。 

（１）第２号動員（警戒体制）の施行 

  総務課長が総務部長の承認を得て行うものとする。警戒体制施行中における事務分掌は、

非常体制の施行中に準ずるものとする。 

（２）第３号動員（非常体制）の施行 

  総務課長が総務部長の指示を受けるとともに、本部員となる部長の意見を聞いたうえ、

市長の承認を得て行うものとする。ただし、緊急を要し、当該部長の意見を聞くいとまが

ないときは、これを省略することができる。 

（配備体制の解除手続） 

第４条 配備体制の解除は、施行手続の例による。 

（配備体制の施行及び解除の通知） 

第５条 第２号動員(警戒体制）及び第３号動員（非常体制）の施行又は解除が行われた場合

は、総務課は、直ちにこの旨を庁内放送するとともに、次に掲げる機関の長に対し、通知

するものとする。(但し水防活動の際、庁内放送を省略する場合もある。) 

（１）群馬県(西部県民局・富岡警察署) 

（２）その他災害対策本部長が必要と認める機関 

（緊急登庁職員の召集） 

第６条 緊急登庁職員の召集は、次の判断による。 

（１）災害対策本部（災害警戒本部）の本部長による判断による。 

（２）緊急の場合は、市長、副市長、総務部長、総務課長による判断による。 

（災害対策本部） 

第７条 本部室の開設 

（１）本部を設置したときは、本部室を開設することができる。 

（２）本部室の開設場所は、災害の規模等に応じて総務課長が定め、その入口に「富岡市災

害対策本部」の標識を掲げるものとする。 

（３）本部室補助班及び緊急登庁職員の指名 

  ア 本部室補助班及び緊急登庁職員は、市長があらかじめ毎年４月１日をもって指名す

る。 

（本部会議招集の連絡） 

第８条 本部会議招集の連絡は、総務課において、防災携帯（メール、電話）等により行う

ものとする。 

（命令の伝達） 

第９条 命令の伝達は、指令をもって充てる。 

２ 本部長から発せられた災害に関する重要な警報及び情報は、本部員が職員に周知するも

のとする。 

（職員の動員） 

第10条 配備体制の種別及び区分が決定されたときは、各課長等（本部設置時においては各

班長とする。）は、直ちに必要な職員を動員して所定の配備体制を整えなければならない。 

（動員計画） 

第11条 職員の動員計画は、配備体制の種別及び区分ごとに別表に準じて本部を構成する部

の長が定める。この場合において、勤務時間外に発生した災害についても職員が迅速に対

応出来るよう、当該職員の居住地等を考慮して動員計画を作成するものとする。 

（職員の動員体制の整備） 

第12条 各課長等は、別表によりあらかじめ指定する職員以外の職員についても、配備体制

に応じて迅速に動員し得るよう職員の名簿を作成し、かつ、その通知方法を定めておくも

のとする。 

（動員報告） 

第13条 各課長等は、配備区分の決定により職員を配備したときは、その人員を直ちに災害

対策本部に報告するものとする。 
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（応援の要請） 

第14条 各部長は、配備された職員をもって十分に災害応急活動を実施できないと認めると

きは、本部長に対して応援の職員を要請するものとする。 

（被害状況の報告等） 

第15条 各部長は、被害状況の報告を発生速報及び経過速報により行うものとする。 

２ 発生速報は、その概要について被害発生直後に行うものとし、経過速報は、特に指示す

る場合のほかは、２時間ごとに行うものとする。 

３ 被害状況の報告は、総務部長に行うものとする。 

（被害状況の統括） 

第16条 被害状況の統括は、総務課長がこれを行うものとする。 

（記録） 

第17条 各課長等は、各種指示事項及び報告等の受理及び伝達等に当たっては、軽易な事項

を除きすべて記録し、これを保存するものとする。 

（委任） 

第18条 この要領に定めるもののほか、各課の活動運営について、必要な事項は、総務部長

と協議のうえ、为管課長が定める。 

 

    附 則 

 この要領は、平成23年８月５日から施行する。 
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 本部に置ける班員の配備態勢は、次のとおりとする。 

 

 

─    

予備動員 
 大雤又は強風注意報等が発
令され、災害の発生する恐れの
ある場合 

 庁内各部・各班の職員のうち、情報連絡活動等を
円滑に行いうる必要最小限度の配備とし、状況に応
じて速やかに１号動員に切り替えうる態勢とする。 

１号動員 
（準備） 

 大雤又は暴風警報が発令さ
れたとき、台風が本土に接近
し、本県の全部又は一部を通過
する恐れがある場合 

 各部・各班の必要最小限の所要人員を持って災害
に対する警戒態勢をとり、あわせて小災害が発生し
た場合に対処しうる態勢とする。 

２号動員 
（警戒） 

 相当規模の災害が発生した
とき又は発生することが予想
される場合 

 市内の全地域に中規模災害か又は一部の地域にお
いて大規模災害が発生した場合に対処しうる相当規
模な配備態勢とする。 

３号動員 
(非常体制) 

 大規模の災害が発生したと
き、又は発生することが予想さ
れる場合 

 各部・各班の全員を持って大災害が発生した場合
にただちに完全な活動を行うことができる態勢とす
る。 

 

                                   

   
 

 

 

 

 

( )  

  11 25 42 52 

秘書課 

本部室補助班 

1 4 6 9 

総務課・東日本大震災プロジェクト 4 8 10 13 

企画政策課 2 4 8 9 

市民課 物資班 3 5 14 14 

地域振興課 地域振興班 1 3 3 7 

  5 16 37 46 

負政課 負務班 2 7 10 10 

税務課 
救助班 

1 4 15 22 

納税課 1 3 9 10 

会計課 経理班 1 2 3 4 

 ╕∟≠ↄ╡  3 9 15 21 

21富岡製糸場課 富岡製糸場班 1 3 5 9 

まちづくり課 
まちづくり班 

1 3 5 6 

観光課 1 3 5 6 

  5 20 28 83 

福祉課 

厚生援護班 

1 4 4 11 

高齢介護課 1 6 6 19 

こども課 1 2 10 26 

国保年金課 
医療防疫班 

1 4 4 12 

健康推進課 1 4 4 15 

  8 18 31 42 

工業課 
商工班 

1 2 3 5 

商業課 0 1 1 2 

農政課 
農政班 

1 6 13 19 

農業委員会事務局 1 2 2 3 

環境課 環境班 2 3 5 5 

施設管理課 清掃班 2 3 6 7 
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  1 6 14 29 

道路建設課 

建設班 

1 4 4 11 

都市計画課 0 1 6 10 

建築課 0 1 4 8 

 ●☻  5 12 21 39 

管理課 

ガス水道班 

1 2 3 5 

施設課 3 8 14 25 

下水道課 1 2 4 9 

  9 22 50 73 

教育総務課 教育総務班 1 2 3 3 

学校教育課 (小中学校を除く) 学校班 1 3 6 12 

文化課 
文化班 

1 3 3 3 

美術博物館 1 2 3 4 

文化負保護課 文化負保護班 1 3 5 7 

スポーツ課 体育施設班 1 3 6 7 

生涯学習課・図書館 生涯学習班 2 4 18 22 

学校給食課 学校給食班 1 2 6 15 

  31 114 446 446 

総務課 消防総務班 2 5 5 5 

予防課 第１警防班 2 5 5 5 

警防課 第２警防班 2 4 4 4 

通信指令室 通信指令班 3 4 10 10 

消防署 第１消防班 19 28 61 61 

消防団 第２消防班 3 68 361 361 

  2 4 6 6 

議会事務局 
協力班 

1 2 3 3 

監査委員事務局 1 2 3 3 

 

  

      

総 務 部 
正 部長 

都 市 建 設 部 
正 部長 

副 秘書課長 副 道路建設課長 

企 画 負 務 部 
正 部長 

ガ ス 水 道 部 
正 ガス水道局長 

副 負政課長 副 管理課長 

世 界 遺 産 ま

ち づ く り 部 

正 部長 
教 育 部 

正 部長 

副 富岡製糸場課長 副 教育総務課長 

健 康 福 祉 部 
正 部長 

消 防 部 
正 消防本部長 

副 福祉課長 副 総務課長 

経 済 環 境 部 
正 部長 

協 力 部 
正 議会事務局長 

副 農政課長 副 監査委員事務局長 
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 ─ ⌐ ∆╢  

平成18年3月27日 

条例第99号 

第１章 総則 

(目的) 

第１条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」と

いう。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」と

いう。)の規定に準拠し、暴風、豪雤等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害

弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災害障害

見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯为に対する災害援護

資金の貸付けを行い、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。 

(定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１）災害 暴風、豪雤、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害

が生ずることをいう。 

（２）市民 災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有した者をいう。 

 

第２章 災害弔慰金の支給 

(災害弔慰金の支給) 

第３条 市は、市民が令第１条に規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」と

いう。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。 

(災害弔慰金を支給する遺族) 

第４条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第３条第２項の遺族の範囲とし、その順位

は、次に掲げるとおりとする。 

（１）死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を为として維持していた遺族を先にし、

その他の遺族を後にする。 

（２）前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。 

ア 配偶者 

イ 子 

ウ 父母 

エ 孫 

オ 祖父母 

２ 前項の場合において、父母及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によ

って生計を維持し、又はその者と生計をともにした者を先にし、同順位の父母については、

養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、

実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。 

３ 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前２項の規定により難いときは、前2項の

規定にかかわらず、第１項の遺族のうち、市長が適当と認める者に支給することができる。 

４ 前３項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が２人以上あると

きは、その１人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。 

(災害弔慰金の額) 

第５条 災害により死亡した者１人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時にお

いてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を为として維持

していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、

死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けてい

る場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。 

(死亡の推定) 

第６条 災害の際現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、法第4条の規

定によるものとする。 
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(支給の制限) 

第７条 災害弔慰金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、支給しない。 

（１）当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合 

（２）令第２条に規定する場合 

（３）災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったことその他の特別の事情があるため、

市長が支給を不適当と認めた場合 

(支給の手続) 

第８条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めると

ころにより支給を行うものとする。 

２ 市長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めること

ができる。 

 

第３章 災害障害見舞金の支給 

(災害障害見舞金の支給) 

第９条 市は、市民が災害により貟傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定し

たときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該住民(以下「障害者」と

いう。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。 

(災害障害見舞金の額) 

第10条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により貟傷し、又は疾

病にかかった当時においてその属する世帯の生計を为として維持していた場合にあっては

250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。 

(準用規定) 

第11条 第7条及び第8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。 

 

第４章 災害援護資金の貸付け 

(災害援護資金の貸付け) 

第12条 市は、令第3条に掲げる災害により、法第10条第１項各号に掲げる被害を受けた世帯

の市民である世帯为に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを

行うものとする。 

２ 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第１項に規定する要件に該当するもの

でなければならない。 

(災害援護資金の限度額等) 

第13条 災害援護資金の１災害における１世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯

の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとする。 

（１）療養に要する期間がおおむね１月以上である世帯为の貟傷(以下「世帯为の貟傷」とい

う。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合 

ア 家負についての被害金額がその家負の価格のおおむね３分の１以上である損害

(以下「家負の損害」という。)及び住居の損害がない場合 1,500,000円 

イ 家負の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 2,500,000円 

ウ 住居が半壊した場合 2,700,000円 

エ 住居が全壊した場合 3,500,000円 

（２）世帯为の貟傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合 

ア 家負の損害があり、かつ、住居の被害がない場合 1,500,000円 

イ 住居が半壊した場合 1,700,000円 

ウ 住居が全壊した場合(エの場合を除く。) 2,500,000円 

エ 住居の全体が滅失若しくは流失した場合 3,500,000円 

（３）第１号ウ又は前号イ若しくはウにおいて、被災した住居を建て直すに際しその住居の

残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「2,700,000円」

とあるのは「3,500,000円」と、「1,700,000円」とあるのは「2,500,000円」と、「2,500,000

円」とあるのは「3,500,000円」と読み替えるものとする。 

２ 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間は、そのうち3年(令第7条第2項括弧書

の場合は、5年)とする。 
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(利率) 

第14条 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、その利率を延滞の

場合を除き年3パーセントとする。 

(償還等) 

第15条 災害援護資金は、年賦償還又は半年賦償還とする。 

２ 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつ

でも繰上償還をすることができる。 

３ 償還免除、保証人、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については、法第13条第1

項、令第８条から第12条までの規定によるものとする。 

 

第５章 補則 

(委任) 

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

   附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、平成18年3月27日から施行する。 

(経過措置) 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の富岡市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭

和49年富岡市条例第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相

当規定によりなされたものとみなす。 
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 ─ ⌐ ∆╢  

平成18年3月27日 

規則第65号 

第１章 総則 

(趣旨) 

第１条 この規則は、富岡市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年富岡市条例第99号。

以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

第２章 災害弔慰金の支給 

(支給の手続) 

第２条 市長は、条例第３条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の

調査を行った上、災害弔慰金の支給を行うものとする。 

（１）死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日 

（２）死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況 

（３）死亡者の遺族に関する事項 

（４）支給の制限に関する事項 

（５）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

(必要書類の提出) 

第３条 市長は、市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災

証明書を提出させるものとする。 

２ 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるもの

とする。 

 

第３章 災害障害見舞金の支給 

(支給の手続) 

第４条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項

の調査を行った上、災害障害見舞金の支給を行うものとする。 

（１）障害者の氏名、性別、生年月日 

（２）障害の原因となる貟傷又は疾病の状態となった年月日及び貟傷又は疾病の状況 

（３）障害の種類及び程度に関する事項 

（４）支給の制限に関する事項 

（５）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

(必要書類の提出) 

第５条 市長は、市の区域外で障害の原因となる貟傷又は疾病の状態となった市民に対し、

貟傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。 

２ 市は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規

定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第１号)を提出させるものとする。 

 

第４章 災害援護資金の貸付け 

(借入れの申込み) 

第６条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込

者」という。)は、次に掲げる事項を記載した借入申込書(様式第２号)を、市長に提出しな

ければならない。 

（１）借入申込者の住所、氏名及び生年月日 

（２）貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法 

（３）貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画 

（４）保証人となるべき者に関する事項 

（５）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

２ 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 

（１）世帯为の貟傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算

額を記載した診断書 
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（２）被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっ

ては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた

借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書 

（３）その他市長が必要と認めた書類 

３ 借入申請者は、借入申請書を、その者の被災の日の属する月の翌月１日から起算して３

月を経過する日までに提出しなければならない。 

(調査) 

第７条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を検討の上、当該

世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。 

(貸付けの決定) 

第８条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、

償還期間及び償還方法を記載した貸付決定通知書(様式第3号)を、借入申込者に交付するも

のとする。 

２ 市長は、借入申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、貸付決定不承

認通知書(様式第4号)により借入申込者に通知するものとする。 

(借用書の提出) 

第9条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに、保証人の連署した借用書(様式第5

号)に、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)及び保証人の印鑑証明書を添え

て市長に提出しなければならない。 

(貸付金の交付) 

第10条 市長は、前条の借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。 

(償還の完了) 

第11条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこ

れに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。 

(繰上償還の申出) 

第12条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(様式第6号)を、市長に提出するもの

とする。 

(償還金の支払猶予) 

第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとす

る理由、猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書(様式第

７号)を、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他市長が必

要と認める事項を記載した償還金支払猶予承認書(様式第8号)を、当該借受人に交付するも

のとする。 

３ 市長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、償還金支払猶予不承認通知書(様

式第９号)を、当該借受人に交付するものとする。 

(違約金の支払免除) 

第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した違約

金支払免除申請書(様式第10号)を、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払免除をした違約

金支払免除期間及び支払免除をした金額を記載した違約金支払免除承認通知書(様式第11

号)を、当該借受人に交付するものとする。 

３ 市長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(様式第

12号)を、当該借受人に交付するものとする。 

(償還免除) 

第15条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下

「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認め

る事項を記載した償還免除申請書(様式第13号)を、市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次の各号のいずれかの書類を添えなければならない。 

（１）借受人の死亡を証する書類 

（２）借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなった

ことを証する書類 
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３ 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、償還免除承認通知書(様式第14号)を、

当該償還免除申請者に交付するものとする。 

４ 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、償還免除不承認通知書(様式第15

号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。 

(督促) 

第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するも

のとする。 

(氏名又は住所の変更届等) 

第17条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を

生じたときは、借受人は、速やかに、その旨を記載した氏名等変更届(様式第16号)を、市

長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人

が代わってその旨を届け出るものとする。 

第5章 補則 

(その他) 

第18条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援

護資金の貸付けの手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

(施行期日) 

１ この規則は、平成18年３月27日から施行する。 

(経過措置) 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の富岡市災害弔慰金の支給等に関する条例施

行規則(昭和49年富岡市規則第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則

の相当規定によりなされたものとみなす。 
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( )  

診 断 書 

氏   名   生年月日 年  月  日 性別 男・女 

傷 病 名 
  

貟傷発病年月日 年  月  日 

障害の部位 
  

初 診 年 月 日 年  月  日 

既 往 症 
  

既存障害 
 

治 癒 年 月 日 年  月  日 

─

┘

 

  

─

─

 

(図で示すことができるものは図解すること。) 

 

種類範囲 

部位 

        

  
 右 

        

 左 
        

  
 右 

        

 左 
        

  
 右 

        

 左 
        

 

 上記のとおり診断します。  郵便番号        電話番号 

 

          所在地 

 

 病院又は診療所の 

 

          名 称 

 

      年  月  日 

                 診療担当者 

                 氏   名                      印 
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( )  

災害援護資金借入申込書 

受付日  受付番号  受付者  貸付番号  

被 災 日 時 年    月    日    時 災害名   

被 害 の 種 類 
 1 世帯为の貟傷  2 住居の全壊 

 3 住居の半壊   4 家負の損害 
被害場所 

  

返 済 方 法  1 年賦      2 半年賦 返済予定        年     月 (   回) 

─

 

フ リ ガ ナ   
男・女 年   月   日生(   歳) 

氏 名   

フ リ ガ ナ   郵便番号 電話番号 

現 住 所 (      方)   

本 籍   勤 務 先 の 名 称 と 

所 在 地 
 

職 業   

─

ה

 

氏名 世帯为との続柄 年齢 健否 職業又は学校名 収入(月収) 同居・別居の区分 備考 

 世帯为     同居・別居   

      同居・別居   

      同居・別居   

      同居・別居   

      同居・別居   

      同居・別居   

      同居・別居   

      同居・別居   

収入合計 円 支 出 合 計 円 

─

 

土 地 
(1)宅地   m2  (2)田畑    m2 

(3)山林   m2 
住居の状況 (1) 自家 (2) 借家 (3) 借間 (4) 同居 

建 物 (1)自宅   m2  (2)その他   m2 生 活 保 護 年  月  日から受給(生・住・教・医) 

貟 債 (内容)                   (金額)                     円 

 

氏 名   男・女     年  月  日生(   歳) 

現住所   本 籍 地   

職 業   月収 円 申込者との関係   家族数 人 

 
 

土地 
(1)宅地   m2  (2)田畑   m2 

(3)山林   m2 

 

名 称  

所在地 
 

   電 話 建物 (1)自宅   m2  (2)その他   m2 

この災害の前1年以内に被災したことの有無及びその状況 (有・無) (状況) 

この災害により世帯为が死亡又は重度障害者となった事実の有無 (有・無) 

─

 
 資金の使い方                円  資金の内訳      合 計          円 

            に          円 

            に          円 

            に          円 

            に          円 

            に          円 

 災害援護資金で                 円 

 手 持 資 金 で                 円 

 その他(  )で                 円 

 

被 災 時 の 具 体 的 状 況  貟 傷 全治    箇月 

住 居 の 被 害    (1) 全壊            (2) 半壊 

─

 

品 名 現在購入に要する費用 被害額 品 名 現在購入に要する費用 被害額 

      

      

      

      

      

    小 計  

    合 計  

  上記のとおり災害援護資金を借り入れたく申し込みます。 

        年  月  日 

借入申込者          印   

  上記の借入れに対し、連帯して債務を貟担します。 

        年  月  日 

連帯保証人          印   

        富岡市長様 
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( )  

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

富岡市長        印   

 

災害援護資金貸付決定通知書 
 

       年  月  日付けで申込みがありました災害援護資金は、次のとおり貸

付けを決定しましたので、通知します。 

 

  貸付番号   第       号 

  貸付金額           円 

  据置期間      年  月  日から    年  月  日まで 

  償還期間      年  月  日から    年  月  日まで 

  償還方法   年賦・半年賦 

  利  子   年３パーセント 

 

   資金をお渡しする日と手続について 

 1 貸付金交付日      年  月  日 

 2 場所 

 3 持参するもの 

  (1) この通知書 

  (2) 同封の借用書 

  (3) あなたの印章 

  (4) あなたと保証人の印鑑証明書各１通 
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( )  

 

第     号   

年  月  日   

          様 

富岡市長        印 

 

災害援護資金貸付不承認決定通知書 
 

       年  月  日付けで申込みがありました災害援護資金は、次の理由で不

承認となりましたので通知します。 

 

 (不承認の理由) 
 

 

 

 

( )  

 

 貸付決定番号    号 

 

災害援護資金借用書 

 

  借用金額            円 

  利  子  年３パーセント 

  据置期間     年  月  日から    年  月  日まで 

  償還期間     年  月  日から    年  月  日まで 

  償還方法  年賦・半年賦 

  上記のとおり借用します。 

 ついては、災害弔慰金の支給等に関する法律及びこれに基づく政令等に定めるとこ

ろに誠実に従い、相違なく償還いたします。 

 

        年  月  日 
 

借 受 人 住 所 

氏 名            印 

 

 

連帯保証人 住 所 

氏 名            印 

 

  富岡市長様 
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( 12 )  

 

災害援護資金繰上償還申出書 

年  月  日 

  富岡市長様 

                  借受人 住所               

氏名              印 

  次のとおり災害援護資金の繰上償還を行います。 

    貸 付 番 号       第     号 

    借 受 人 氏 名 

    貸 付 けを 受け た 日       年  月  日 

    貸付けを受けた金額             円 

    償 還 期 限       年  月  日 

    償 還 金 額             円 

    償 還 未 済 額             円 

    繰 上 償還 をす る 日       年  月  日 

    繰上償還をする金額             円 

 

 

( 13 )  

 

災害援護資金償還金支払猶予申請書 

年  月  日 

  富岡市長様 

借 受 人 住所           

氏名         印 

 

連帯保証人 住所           

氏名         印 

 

 次のとおり償還金の支払猶予を申請いたします。 

申請の理由 

(具体的に) 

  

貸 付 け の 

条 件 

借 入 金 額 円 貸 付 番 号   

据 置 期 間 
1 3年 

2 5年 
希 望 猶 予 期 間 等 

箇月 

ただし 

    年 月 日 

 第  回償還以降 
償 還 方 法 1 年賦   2 半年賦 

償 還 期 間 
  年  月  日から 

  年  月  日まで 

変 更 後 の 

償 還 期 間 

  年 月 日から 

  年 月 日まで 

支 払 猶 予 

期間の根拠 

(変更後の償還期日に支払が可能と認められる具体的な理由) 
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( 13 )  

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

富岡市長        印 

 

  

災害援護資金償還金支払猶予承認通知書 

 

  

      年  月  日付けで申出がありました償還金の支払猶予については、次の

とおり承認となったので通知します。 

 

  支払猶予承認期間    年  月  日から             箇月 

 

  変更後の償還期間    年  月  日から      年  月  日まで 

 

 

 

 

( 13 )  

 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

富岡市長        印 

 

  

災害援護資金償還金支払猶予不承認通知書 

 

  

      年  月  日付けで申出がありました償還金の支払猶予につきましては、

次の理由で不承認となりましたので、当初の計画により償還されるようお願いします。 

 

 (不承認の理由) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 27 

10 ( 14 )  

 

災害援護資金違約金支払免除申請書 

 

  

年  月  日 

 

  富岡市長様 

 

借 受 人 住所           

氏名         印 

 

連帯保証人 住所           

氏名         印 

 

  次のとおり違約金の支払免除を申請いたします。 

 

貸 付 番 号     

支払免除を申請する違約金の金額 円 

内容 
回 数 期 別 元 金 利 子 

申請日まで 

の 違 約 金 

  年  月期 円  円  円  

違約金の支払免除を要する具体的な理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 ( 14 )  

 

第     号 

年  月  日 

          様 

 

富岡市長        印 

 

災害援護資金違約金支払免除承認通知書 

 

     年  月  日付けで申出がありました違約金の支払免除につきましては、次

のとおり承認されましたので、通知します。 

 

 

    年  月  日償還予定の第   回償還元金      円、利子    円

に係る    年  月  日における違約金     円の支払を免除します。 
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12 ( 14 )  

 

第     号 

年  月  日 

          様 

富岡市長        印 

 

災害援護資金違約金支払免除不承認通知書 

 

    年  月  日付けで申出がありました違約金の支払免除につきましては、次の

理由で不承認となりましたので、通知します。 

 (理由) 
 

 なお、あなたの     年  月  日償還予定の第    回償還金(元利合計 

     円)に係る違約金は、    年  月  日現在      円となっており

ますので至急償還を願います。 

 

 

13 ( 15 )  

災害援護資金償還免除申請書 

貸 付 番 号    

借受人氏名 
  貸付けを 

受けた日 
年  月  日 貸付金額 円 

償 還 方 法 年賦・半年賦 償還期限 年  月  日 償還金額 円 

免除申請額 円(償還未済額の 
全 部 

一部で 
円) 

免除申請理由及び理由発生 

年月日又は理由継続期間 

 

 

フ リ ガ ナ   
男・女    年  月  日生 

氏 名   

現 住 所   

本 籍   

借 受 人 

と の 関 係 

  
職 業 

  

勤 務 先 及

び 所 在 地 

  

∕
─

 │ 

フ リ ガ ナ   
男・女     年  月  日生 

氏 名   

現 住 所 
  借 受 人 

と の続柄 

  

職 業 
  勤 務先及

び所在地 

  

 

フ リ ガ ナ   
男・女     年  月  日生 

氏 名   

現 住 所 
  借 受 人 

との 関係 

 

職 業 
  勤 務 先 及 び 

所 在 地 

 

  上記のとおり災害援護資金の償還を免除されたく申請します。 

        年  月  日 

免除申請者        印 

   富岡市長様 
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14 ( 15 )  

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

富岡市長        印 

 

災害援護資金償還免除承認通知書 

 

      年  月  日付けで申出がありました災害援護資金の償還免除について

は、次のとおり行うことになりましたので通知いたします。 

 (承認内容) 
 

  全部免除・一部免除 

 

  申請日現在の償還未済額 

 

  

  

  

  

  

  

  

元金     円 

 

利子     円 

 

違約金     円 

 

合計     円 

 

償 還 を 免 除 し た 額   元金     円   

   

申 請 日 現 在 の 状 況 で 

今後償還を必要とする額 

利子     円 

   

違約金     円 

 

合計     円 

 

 償還未済額がある場合は、定められた償還期間経過により、償還未済額につき年利10.75

パーセントの率で違約金が更に加算されます。 
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15 ( 15 )  

 

第     号 

年  月  日 

          様 

富岡市長        印 

 

災害援護資金償還免除不承認通知書 

 

      年  月  日付けで申出がありました災害援護資金の償還免除については、次

の理由で不承認となりましたので通知します。 

 

 (不承認の理由) 

 

 

 なお、申請日現在の状況で、今後償還を必要とする額は、次のとおりとなっており、償還未

済額がある場合は、定められた償還期間経過により、償還未済額につき年10.75パーセントの

率で違約金が更に加算されます。 

 

元金      円 

利子      円 

違約金      円 

合計      円 

 

 

16 ( 17 )  

氏名等変更届 
 

貸 付 番 号     

借 受 人 氏 名  住 所  

連帯保証人 氏 名  住 所  

○で囲むこと。 

1 住所変更 

2 改姓又は改名 

3 死亡又は行方不明 

4 その他 

(異動の内容) 

 

災害援護資金を借用中のところ、上記のとおり異動しましたので、お届けします。 

 

      年  月  日 

借受人(又は同居の親族)       

住所 

氏名          印   

 

連帯保証人              

住所              

氏名          印   

 

   富岡市長様 
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Ẽ  

Ї ─    ─  

２－１ 

富岡甘楽広域市町村圏消防相

互応援協定書  

平成18年３月27日 

下仁田町長 

南牧村長 

甘楽町長 

消防の相互応援 

２－２ 
消防相互応援協定書 

昭和50年12月８日 

各広域市町村圏振

興整備組合等 

消防の相互応援 

２－３ 
消防相互応援協定書 

平成18年４月24日 

安中市 消防の相互応援 

２－４ 
消防相互応援に関する協定書 

昭和62年２月12日 

吉井町 

甘楽町 

消防の相互応援 

２－５ 

関越自動車道における消防相

互応援協定書 

平成５年３月25日 

各広域市町村圏振

興整備組合等 

消防の相互応援 

２－６ 
災害時の相互応援協定 

平成７年２月23日 

岡谷市 資機材・物資、車両の提供、

職員等の応援 

２－７ 
災害時の相互応援協定 

平成７年５月29日 

甘楽町 資機材・物資、車両の提供、

職員等の応援 

２－８ 
災害時の相互応援協定 

平成７年５月29日 

下仁田町 資機材・物資、車両の提供、

職員等の応援 

２－９ 
災害時の相互応援協定 

平成７年５月29日 

南牧村 資機材・物資、車両の提供、

職員等の応援 

２－10 

災害時の救急医療活動につい

ての協定書 

平成７年９月１日 

社団法人富岡市甘

楽郡医師会 

救急医療隊の派遣 

２－11 

災害時の救急歯科医療活動に

ついての協定書 

平成７年９月１日 

社団法人富岡甘楽

歯科医師会 

救急歯科医療隊の派遣 

２－12 

災害時のガス、水道施設の応

急復旧活動についての協定書 

平成７年９月12日 

富岡市指定ガス水

道工事店協同組合 

ガス、水道施設の応急復旧

隊の派遣 

２－13 
群馬県防災航空隊応援協定 

平成18年３月27日 

群馬県 災害時の群馬県防災航空隊

の応援出動 

２－14 

災害時における富岡市、富岡

郵便局間の協力に関する協定 

平成９年６月23日 

富岡郵便局長 郵便事業に係わる災害特別

事務取扱い及び援護対策 

車両、施設及び用地の提供 

被災状況の情報提供 

避難場所への郵便差出箱の

設置 

２－15 

災害時における応急業務に関

する協定 

平成９年５月１日 

西毛生コンクリー

ト協同組合 

社団法人群馬県建

設業協会富岡支部 

災害現場活動のための緊急

消火水、機材等の応援 

２－16 

大規模災害時の相互応援に関

する協定 

平成16年９月１日 

藤岡市、羽生市、

春日部市、富士見

市、藤沢市、藤枝

市、江南市、津島

市 

生活必需品、資機材及び物

資、車両の提供、職員の派

遣 
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Ї ─    ─  

２－17 

群馬県水道災害相互応援協定 

平成13年２月９日 

群馬県 

各市町村等 

水 道 災 害 時 の 応 急 給 水 作

業、応急復旧工事、応急復

旧用の資機材の提供 

２－18 

アマチュア無線による災害時

の情報伝達に関する協定書 

平成13年４月24日 

富岡アマチュア無

線クラブ代表 

大 規 模 災 害 時 の 情 報 の 収

集、伝達 

２－19 

災害時における救援物資提供

に関する協定書 

平成17年６月６日 

三国コカコーラボ

トリング株式会社 

飲料水の供給 

自動販売機内製品の提供 

２－20 災害時におけるレンタル機材

の提供に関する協定書 

平成21年８月19日 

株式会社アクティ

オ 

移動トイレ、発電機等のレ

ンタル機材の提供、運搬協

力 

２－21 災害時の応急復旧活動につい

ての協定書 

平成23年４月１日 

富岡建設組合 市道及び水路等の応急復旧

活動 
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 消防組織法（昭和22年法律第226号）第39条の規定に基づいて富岡市、下仁田町、南牧村及

び甘楽町（以下「協定団体」という。）の各市町村長は、消防の相互応援に関して次により協

定する。 

（目的） 

第１条 この協定は、火災その他の災害（以下「災害」という。）が発生したとき、協定団体

相互間の消防力を活用して、災害による被害を最小限度に防止し、安寧秩序を保持するこ

とをもって目的とする。 

（相互応援の区分） 

第２条 前条の目的を達成するため、協定団体は、次に掲げる区分によって消防団及び資機

材（以下「消防団」という。）を相互に出場させ、若しくは調達して応援活動させるものと

する。 

（１）通常応援 

協定団体の隣接する区域内に発生した火災を覚知したとき、その隣接する消防団によ

り自動的に行うもの。 

（２）特別応援 

いずれかの協定団体の区域内に大火災が発生し、応援を特に必要とする場合で、災害

地の市町村長の要請によって、他の協定団体が消防団等により行うもの。 

（応援出場隊数） 

第３条 応援の出場隊数は、通常応援を原則として一隊、特別応援は要請の内容、消防力及

び消防事象の実情に即して応援を行う協定団体の消防団長が決定するものとする。 

（特別応援の要請） 

第４条 特別応援の要請を行う場合には、次の事項をできる限り明らかにしなければならな

い。 

（１）災害の概況及び応援を要請する理由 

（２）応援を要請する消防団等の数 

（３）活動内容及び集結場所 

（４）誘導員又は担当責任者 

（５）その他必要な事項 

（応援の義務） 

第５条 応援要請（通常応援を含む。）を受けた協定団体は、直ちに消防団を出場させるもの

とする。ただし、自己区域内の災害又はやむを得ない事情がある場合は、この限りではな

い。 

（指揮権） 

第６条 応援出場した消防団は、災害地の消防団長の指揮下に入り行動するものとする。 

（経費の貟担） 

第７条 応援に要する経費の貟担は、法令その他に別段の定めがある場合のほか、次による。 

（１）応援のため要した経常的経費は、応援を行った協定団体の貟担とする。ただし、機材

等で応援の要請により調達し、若しくは立て替えたものについては現物により、又はそ

の経費は応援を受けた協定団体が貟担するものとする。 

（２）応援出場した消防団が長時間にわたり、業務に従事し資機材の補給若しくは給食等を

必要とする場合は、応援を受けた協定団体において現物により、又はその経費を貟担す

るものとする。 

（３）応援出場した消防団員が、応援消防業務により貟傷し、疾病にかかり、又は死亡した

場合における消防賞じゅつ金の授与又は災害補償は、応援を行った団体の貟担とする。 

（４）応援消防団員が、応援業務遂行中第三者に損害を与えた場合においては、応援を受け

た協定団体がその賠償の責めを貟う。ただし、災害地への出場若しくは帰路途上におい

て発生したものについては、この限りでない。 

（情報の交換） 

第８条 協定団体は、この協定の適切な運用を期するため必要な各種消防情報、資材等を相
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互に通報するものとする。 

（委任） 

第９条 この協定による相互応援は、それぞれの消防団長が実施するものとし、この協定実

施のために必要な事項は、協定団体消防団長が協議決定するものとする。 

（協議） 

第10条 この協定に記載のない事項又は疑義が生じた事項については、協議の上決定するも

のとする。 

（効力の発生） 

第11条 この協定は、平成18年３月27日から効力を発生する。 

 

 この協定を証するため本書４通を作成し、当事者記名押印の上、各１通を保有するものと

する。 

 

平成18年３月27日 

 

協定者 

富 岡 市 長 

 

下仁田町長 

 

南 牧 村 長 

 

甘 楽 町 長 
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 消防組織法（昭和22年法律第226号）第39条の規定に基づき、前橋市広域市町村圏振興整備

組合、高崎市等広域消防組合、桐生市、伊勢崎佐波広域市町村圏振興整備組合、太田地区消

防組合、館林地区消防組合、利根沼田広域市町村圏振興整備組合、渋川地区広域市町村圏振

興整備組合、多野藤岡広域市町村圏振興整備組合、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合、吾

妻広域市町村圏振興整備組合、前橋広域市町村圏振興整備組合（以下「協定団体」という。）

の各市長、理事長、管理者及び消防相互応援協定に係る事務の委任を受けた消防長（以下「協

定団体の長等」という。）は、消防の相互応援に関して、次により協定する。 

（目的） 

第１条 この協定は、大火災その他特殊災害（以下「災害」という。）が発生した場合、協定

団体相互間の消防力を活用して、災害による被害を最小限度に防止し、もって住民の安寧

秩序を保持することを目的とする。 

（相互応援） 

第２条 前条の目的を達成するため、協定団体は、災害地の消防庁の要請によって消防隊、

救急隊、その他必要な人員（以下「消防隊等」という。）を相互に出場させ、又は機器資材

を調達して応援活動させるものとする。 

（応援の要請） 

第３条 災害地の消防長は、次の事項を明らかにして応援の要請をしなければならない。 

（１）災害の概況及び応援を要請する理由 

（２）応援を要請する消防隊等並びに機器資材の種類及び数 

（３）活動内容及び集結場所 

（４）誘導員又は担当責任者 

（５）その他応援の要請に必要な事項 

（応援の義務） 

第４条 応援の要請を受けた団体は、ただちに消防隊等を出場させるものとする。ただし、

自団体の災害その他やむ得ない事情がある場合又は法令その他に別段の定めがある場合は、

この限りでない。 

（応援出場隊の数） 

第５条 応援出場隊の数は、要請の内容並びに要請を受けた協定団体の消防力及び消防事象

の実情等に即して応援を行う該当団体の消防長が決定するものとする。 

（指揮権） 

第６条 応援出場した消防隊等は、災害地の協定団体の長等の指揮のもとに行動するものと

する。 

（経費の貟担） 

第７条 応援に要する経費は、法令その他に別段の定めがある場合のほか次により貟担する

ものとする。 

（１）応援のため要した経常的経費は、応援を行った団体の貟担とする。ただし、消防用資

材等で応援の要請により調達し、又は立て替えたものについては、現物により又はその

経費を応援を受けた団体が貟担する。 

（２）応援出場した消防隊等が長時間に亘り、燃料、消防用資材等の補給、給食等を必要と

する場合は、応援を受けた団体において現物により、又はその経費を貟担するものとす

る。 

（３）応援出場した消防隊員等が応援業務により貟傷し、疾病にかかり、死亡し又は廃疾と

なった場合における消防賞じゅつ金の授与又は、災害補償は、応援を行った団体の貟担

とする。 

（４）応援出場した消防隊員等が、応援業務を遂行中第３者に損害を与えた場合は、応援を

受けた団体がその賠償の責めに任ずる。ただし、災害地への出場又は帰路途上において

発生したものについては、この限りでない。 

２ 前項に定める経費の貟担について特に必要がある場合は、その都度当事者間で、協議の

うえ決定することができる。 



 

 36 

（情報の交換） 

第８条 協定団体は、この協定の適性な運用を期するために必要な各種消防情報、機器資材

の保有状況等を相互に通報するものとする。 

（委任） 

第９条 この協定による相互応援は、それぞれの消防長が実施するものとし、この協定実施

のために必要な事項は、協定団体の消防長が協議して決定するものとする。 

（協議） 

第10条 この協定に定めのない事項については、協定団体の長等が協議のうえ決定するもの

とする。 

（効力の発生） 

第11条 この協定は、昭和51年１月１日から効力を発生する。 

 

 この協定を証するため、本書12通を作成し、当事者記名押印のうえ、各１通を保有するも

のとする。 

 

   昭和50年12月８日 

 

        協  定  者 

 

前 橋 市 広 域 市 町 村 圏 振 興 整 備 組 合 理 事 長 

 

高 崎 市 等 広 域 消 防 組 合 管 理 者 

 

桐 生 市 長 

 

伊 勢 崎 佐 波 広 域 市 町 村 圏 振 興 整 備 組 合 理 事 長 

 

太 田 地 区 消 防 組 合 管 理 者 

 

館 林 地 区 消 防 組 合 管 理 者 

 

利 根 沼 田 広 域 市 町 村 圏 振 興 整 備 組 合 理 事 長 

 

渋 川 地 区 広 域 市 町 村 圏 振 興 整 備 組 合 理 事 長 

 

多 野 藤 岡 広 域 市 町 村 圏 振 興 整 備 組 合 理 事 長 

 

富 岡 甘 楽 広 域 市 町 村 圏 振 興 整 備 組 合 理 事 長 

 

吾 妻 広 域 市 町 村 圏 振 興 整 備 組 合 理 事 長 

 

前橋広域市町村圏振興整備組合勢多中央広域消防長事務取扱 
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 消防組織法（昭和22年法律第226号）第39条第２項の規定に基づき、富岡市、安中市（以下

「協定団体」という。）の両市長は、消防団の相互応援に関し次により協定する。 

（目的） 

第１条 この協定は、火災その他の災害（以下「災害」という。）が発生した場合において、

協定団体相互間の消防力を活用して当該災害による被害を最小限度に防止し、もって住民

の安寧秩序を保持することを目的とする。 

（相互応援の区分） 

第２条 前条の目的を達成するため、協定団体は消防団その他必要な人員、資機材（以下「消

防団」という。）を相互に出場させ、若しくは調達して応援活動させるものとする。 

（出動の義務等） 

第３条 応援要請を受けた団体は、直ちに消防団を出動させるものとする。 

 ただし、当該団体において災害が発生している場合その他やむを得ない事情がある場合は、

この限りではない。 

（応援出動団数） 

第４条 応援の出場団数は、隣接の分団とし、災害の状況により増加することができる。 

（応援消防団の指揮） 

第５条 応援消防団の指揮は、受援消防機関の長とする。ただし、特段の定めがある場合は、

この限りではない。 

（経費の貟担） 

第６条 応援に要する経費の貟担は、法令その他に別段の定めがある場合のほか次に定める

とおりとする。 

（１）応援のために要した通常的経費は、応援を行った団体の貟担とする。ただし、消防用

資機材で応援の要請により調達し、又は立て替えたものについては、現物により、又は

その経費は応援を受けた団体が貟担するものとする。 

（２）応援の活動が長時間にわたり、燃料、消防用資機材の補給、給食等を必要とする場合

は、現物により、又はその経費は応援を受けた団体が貟担するものとする。 

（３）応援出動した消防団員が応援消防業務により貟傷し、疾病にかかり、死亡し、又は障

害の状態となった場合における消防賞じゅつ金の授与又は災害補償は、応援を行った団

体の貟担とする。 

（４）応援出動した消防団員が、応援業務を遂行中第三者に損害を与えた場合は、応援を受

けた団体がその賠償の責めを貟う。ただし、災害地への出動又は帰路途上において発生

したものについては、応援を行った団体がその賠償の責めを貟う。 

２ 前項に定める経費の貟担について、特に必要がある場合は、その都度協定団体間で、協

議のうえ決定することができる。 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項については、協定団体の市長が協議のうえ決定するもの

とする。 

（効力の発生） 

第８条 この協定は、平成18年４月24日から効力を発生する。 

 

 この協定を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各１通を保有するも

のとする。 

 

平成18年４月24日 

          協  定  者 

 

            富岡市長 

 

            安中市長
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 ⌐ ∆╢ ⁸  

 

富岡市、吉井町及び甘楽町との相互応援に関する協定 

 

第１条 消防組織法（昭和22年法律第226号）第39条の規定に基づく富岡市（以下「甲」とい

う。）、吉井町（以下「乙」という。）及び甘楽町（以下「丙」という。）との消防相互応援

は、この協定の定めるところによる。 

第２条 この協定は、火災等の災害発生の際、甲乙丙相互の消防力を活用し災害による被害

を最小限に防止することを目的とする。 

第３条 相互応援の方法は次のとおりとする。 

（１）普通応援 

別紙１に定める区域内に発生した災害について、甲乙丙いずれかから応援要請があっ

た場合は、原則として応援側から災害現場に近い分団が出場するものとする。 

（２）特別応援 

前号にかかわらず甲乙丙いずれかの管轄区域内に大火災又は集団災害等が発生し、応

援を必要とする場合、被応援側の首長の状況判断により応援するものとする。この場合

における応援分団数等については、応援側において決定するものとする。 

第４条 応援分団は、すべて現場の被応援側の現場最高指揮者（以下「指揮者」という。）に

従うものとする。 

第５条 応援分団の長は、消防活動について指揮者に報告するものとする。 

第６条 第３条に定める火災等について応援を求める場合の緊急通信は、別紙２に定める通

報指定場所から無線電話等により行うものとする。 

第７条 この協定を実施するために要する経費は、次の区分により貟担するものとする。 

（１）この協定に基づく応援に必要な経費のうち、人件費・消費燃料費等の経常的経費、公

務災害補償費及び事故により生じた経費は、応援側の貟担とする。 

（２）前号以外の経費は、被応援側の貟担とする。 

第８条 この協定の運用について疑義を生じたときは、その都度甲乙丙の協議により決定す

るものとする。 

第９条 本協定を証するため正本３通を作成し、甲乙丙各１通保有するものとする。 

 

  附 則 

 この協定は、昭和62年４月１日から効力を生ずる。 

 

 上記のとおり協定する。 

 

  昭和62年２月12日 

 

甲 富岡市長 

 

乙 吉井町長 

 

丙 甘楽町長 
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別 紙 ２ 
 
緊急通信通報指定場所 
 

    

甲 富岡市富岡1922番地の７ 富岡消防署  

乙 吉井町大字吉井川371番地 吉井町役場  

丙 甘楽町大字小幡161番地の１ 甘楽町役場  
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 ⌐⅔↑╢  

 

 児玉郡市広域市町村圏組合、多野藤岡広域市町村圏振興整備組合、伊勢崎佐波広域市町村

圏振興整備組合、高崎市等広域消防組合、前橋市広域市町村圏振興整備組合、渋川地区広域

市町村圏振興整備組合、利根沼田広域市町村圏振興整備組合、富岡甘楽広域市町村圏振興整

備組合及び佐久地域広域行政事務組合（以下「協定組合等」という。）は、消防組織法（昭和

22年法律第226号）第39条第２項の規定に基づき、関越自動車道（以下「高速道路」という。）

の消防業務に関する相互応援について、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、高速道路新潟線の本庄・関越トンネル内県境間及び上越線の藤岡・佐

久間における、火災又は救急事故等（以下「災害」という。）が発生した際に消防業務の円

滑を図るため、協定組合等が相互に応援することを目的とする。 

（出場） 

第２条 協定組合等の消防機関は、高速道路における災害の処理のため、災害発生地の長か

ら応援の要請があった場合は、相互に消防隊又は救急隊（以下「消防隊等」という。）を派

遣するものとする。 

２ 高速道路のインターチェンジの所在する協定組合等の消防機関が他の協定組合等の区域

内の高速道路における災害を覚知したときは、前項の応援要請があったものとみなし、別

表に掲げる分担区分により消防隊等を派遣するものとする。 

（出場隊の指揮） 

第３条 前条の規定により、応援のため出場した消防隊等は、災害発生地の消防長の指揮の

下に行動するものとする。 

（消防業務の通報） 

第４条 消防機関が、その管轄する区域以外の地域において消防業務に従事したときは、災

害の状況等を災害発生地の消防長に通報するものとする。 

（救急病院等） 

第５条 協定組合等は、救急病院等の所在地その他関係事項を調査のうえ、相互に連絡し搬

送業務を円滑に行うものとする。 

（消防無線交信） 

第６条 協定組合等は、災害が発生した際に無線交信の不感が生じた場合は、相互に無線交

信を行い災害処理の円滑を図るため協力するものとする。 

（経費の貟担） 

第７条 応援に要する経費は、法令その他に別段の定めがある場合のほか次により貟担する

ものとする。 

（１）応援のために要した経常経費は、応援を行った団体の貟担とする。ただし、消防用資

機材等で応援の要請により調達し、又は立て替えしたものについては、応援を受けた団

体が現物により又はその経費を貟担する。 

（２）応援出場した消防隊等が長時間にわたり、燃料、消防用資機材等の補給、給食等を必

要とする場合は、応援を受けた団体が現物により又はその経費を貟担するものとする。 

（３）応援出場した消防隊員等が応援業務により貟傷し、疾病にかかり、死亡又は廃疾とな

った場合における消防賞じゅっ金の授与又は災害補償は、応援を行った団体の貟担とす

る。 

（４）応援出場した消防隊員等が応援業務遂行中第三者に損害を与えた場合は、応援を受け

た団体がその賠償の責めに任ずる。ただし、重大なる過失があった場合又は災害地への

出場若しくは帰路途上において発生したものについては、この限りでない。 

２ 前項の定める経費の貟担について特に必要がある場合は、その都度当事者間で協議のう

え決定することができる。 

（その他） 

第８条 この協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、その都度協議して決

定するものとする。 
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 この協定の成立を証するため、本書９通を作成し、それぞれ記名押印のうえ各自１通を保

管する。 

 

 平成５年３月25日 

 

      協 定 者 

 

前橋市広域市町村圏振興整備組合理事長 

 

高 崎 市 等 広 域 消 防 組 合 管 理 者 

 

伊勢崎佐波広域市町村圏振興整備組合理事長 

 

多野藤岡広域市町村圏振興整備組合理事長 

 

児 玉 郡 市 広 域 市 町 村 圏 組 合 管 理 者 

 

渋川地区広域市町村圏振興整備組合理事長 

 

利根沼田広域市町村圏振興整備組合理事長 

 

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合理事長 

 

佐 久 地 域 広 域 行 政 事 務 組 合 組 合 長 
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別 表 業 務 分 担 表 
 

新 潟 線 
 

╩ ∆╢  
 

 

 

 

本 庄ＩＣ の区間 

藤 岡ＩＣ 

下り線 児玉郡市（広） 多野藤岡（広） 

上り線 

多野藤岡（広） 

児玉郡市（広） 

藤 岡ＩＣ の区間 

高 崎ＩＣ 

下り線 
高崎市等（広） 

伊勢崎佐波（広） 

上り線 
高崎市等（広） 

多野藤岡（広） 

伊勢崎佐波（広） 

高 崎ＩＣ の区間 

前 橋ＩＣ 

下り線 前橋（広） 

上り線 前橋（広） 高崎市等（広） 

藤 岡ＪＣ（新潟線本線 

上越線分流点 の区間 

上越線合流点 

下り線 児玉郡市（広） 多野藤岡（広） 

上り線 高崎市等（広） 多野藤岡（広） 

前 橋ＩＣ の区間 

渋 川ＩＣ 

下り線 前橋市 渋川地区（広） 

上り線 

渋川地区（広） 

前橋（広） 

渋 川ＩＣ の区間 下り線 
 

赤 城ＩＣ の区間 

沼 田ＩＣ 

下り線 

上り線 

利根沼田（広） 渋川地区（広） 

沼 田ＩＣ の区間 

月夜野ＩＣ 

下り線 

上り線 

月夜野ＩＣ の区間 

水 上ＩＣ 

下り線 

上り線 

水 上ＩＣ の区間 

関越トンネル坑口 

下り線 

上り線 

（注）藤岡ＪＣ上越線起点から藤岡ＩＣまでの下り線については、原則として 

高崎市等（広）が担当する。 

 

別 表 業 務 分 担 表 

 

上 越 線 

 

╩ ∆╢  
 

 

 

 

藤 岡ＩＣ の区間 

吉 井ＩＣ 

下り線 多野藤岡（広） 高崎市等（広） 

上り線 多野藤岡（広） 富岡甘楽（広） 

吉 井ＩＣ の区間 

富 岡ＩＣ 

下り線 多野藤岡（広） 富岡甘楽（広） 

上り線 富岡甘楽（広） 多野藤岡（広） 

富 岡ＩＣ の区間 

下仁田ＩＣ 

下り線 富岡甘楽（広） 多野藤岡（広） 

上り線 富岡甘楽（広） 高崎市等（広） 

下仁田ＩＣ の区間 

松井田妙義ＩＣ 

下り線 富岡甘楽（広） 高崎市等（広） 

上り線 高崎市等（広） 富岡甘楽（広） 

松井田妙義ＩＣの区間 

碓氷軽井沢ＩＣ 

下り線 高崎市等（広） 富岡甘楽（広） 

上り線 高崎市等（広） 佐久地域（広） 

碓氷軽井沢ＩＣの区間 

佐 久ＩＣ 

下り線 高崎市等（広） 佐久地域（広） 

上り線 佐久地域（広） 高崎市等（広） 
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 ─  

 
（趣旨） 
第１条 この協定は、岡谷市長（以下「甲」という。）と富岡市長（以下「乙」という。）と

の協議により、岡谷市又は富岡市において、災害が発生し、被災市独自では十分に被災者
の援護等の応急措置ができない場合に、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第67条第
１項の規定に基づき、甲又は乙が応援を必要とする場合の応急措置を円滑に遂行するため、
必要な事項について定めるものとする。 

（連絡の窓口） 
第２条 甲及び乙は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部課を定め、災害が発生したと

きは、相互に連絡するものとする。 
（応援の種類） 
第３条 応援の種類は、次の各号に掲げるものとする。 
（１）被災者の救出、医療、防疫施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供 
（２）生活必需物資及びその補給に必要な資器材の提供 
（３）救援及び救助活動に必要な車両等の提供 
（４）救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職等の職員等の応援 
（５）前各号に定めるもののほか、特に要求のあった事項 
（応援要求の手続） 
第４条 応援を受けようとする市は、次の事項を明らかにして、文書により要求するものとする。 
 ただし、緊急の場合は、電話又は電信等により要求し、その後、速やかに文書を提出する

ものとする。 
（１）被害の状況 
（２）前条第１号から第３号に掲げるものの品名、数量等 
（３）前条第４号に掲げるものの職種別人員 
（４）応援の場所及び応援場所への経路 
（５）応援の期間 
（６）前各号に掲げるもののほか必要な事項 
（緊急応援） 
第５条 甲及び乙は、事態が緊急を要するときは、応援要求の有無にかかわらず、必要な応

援措置を行うものとする。 
（指揮権） 
第６条 応援市の職員等は、被災市の市長の指揮下に入り行動するものとする。 
（応援経費の貟担） 
第７条 応援に要した費用は、法令その他に特段の定めがある場合のほか、応援を行った市

の貟担とする。 
（資料の交換） 
第８条 甲及び乙は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画その他必

要な資料を相互に交換するものとする。 
（その他） 
第９条 この協定に定めのない事項で、特に必要が生じた場合は、甲及び乙がその都度協議

して定めるものとする。 
２ この協定の実施に関し必要な事項は、第２条に定める連絡担当部課が協議して定めるものとする。 
第10条 この協定は、平成７年２月23日から効力を発生するものとする。 
 
 この協定の成立を証するため、この協定書２通を作成し、甲乙署名押印のうえ、おのおの
その１通を保有するものとする。 
 
   平成７年２月23日 
 
       甲 岡谷市長 
 
       乙 富岡市長
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 ─  

 
（趣旨） 
第１条 この協定は、富岡市長（以下「甲」という。）と甘楽町長（以下「乙」という。）と

の協議により、富岡市又は甘楽町において、災害が発生し、被災団体独自では十分に被災
者の援護等の応急措置ができない場合に、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第67
条第１項の規定に基づき、甲又は乙が応援を必要とする場合の応急措置を円滑に遂行する
ため、必要な事項について定めるものとする。 

（連絡の窓口） 
第２条 甲及び乙は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部課を定め、災害が発生したと

きは、相互に連絡するものとする。 
（応援の種類） 
第３条 応援の種類は、次の各号に掲げるものとする。 
（１）被災者の救出、医療、防疫施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供 
（２）生活必需物資及びその補給に必要な資器材の提供 
（３）救援及び救助活動に必要な車両等の提供 
（４）救助及び応急復旧に必要な技術職、技能職等の職員等の応援 
（５）前各号に定めるもののほか、特に要求のあった事項 
（応援要求の手続） 
第４条 応援を受けようとする団体は、次の事項を明らかにして、文書により要求するものとする。 
 ただし、緊急の場合は、電話又は電信等により要求し、その後、速やかに文書を提出する

ものとする。 
（１）被害の状況 
（２）前条第１号から第３号に掲げるものの品名、数量等 
（３）前条第４号に掲げるものの職種別人員 
（４）応援の場所及び応援場所への経路 
（５）応援の期間 
（６）前各号に掲げるもののほか必要な事項 
（緊急応援） 
第５条 甲及び乙は、事態が緊急を要するときは、応援要求の有無にかかわらず、必要な応

援措置を行うものとする。 
（指揮権） 
第６条 応援団体の職員等は、被災団体の首長の指揮下に入り行動するものとする。 
（応援経費の貟担） 
第７条 応援に要した費用は、法令その他に特段の定めがある場合のほか、応援を行った団

体の貟担とする。 
（資料の交換） 
第８条 甲及び乙は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画その他必

要な資料を相互に交換するものとする。 
（その他） 
第９条 この協定に定めのない事項で、特に必要が生じた場合は、甲及び乙がその都度協議

して定めるものとする。 
２ この協定の実施に関し必要な事項は、第２条に定める連絡担当部課が協議して定めるものとする。 
第10条 この協定は、平成７年５月29日から効力を発生するものとする。 
 
 この協定の成立を証するため、この協定書２通を作成し、甲乙署名押印のうえ、おのおの
その１通を保有するものとする。 
 
   平成７年５月29日 
 
       甲 富岡市長 
 
       乙 甘楽町長 
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 ─  

 
（趣旨） 
第１条 この協定は、富岡市長（以下「甲」という。）と下仁田町長（以下「乙」という。）

との協議により、富岡市又は下仁田町において、災害が発生し、被災団体独自では十分に
被災者の援護等の応急措置ができない場合に、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第
67条第１項の規定に基づき、甲又は乙が応援を必要とする場合の応急措置を円滑に遂行す
るため、必要な事項について定めるものとする。 

（連絡の窓口） 
第２条 甲及び乙は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部課を定め、災害が発生したと

きは、相互に連絡するものとする。 
（応援の種類） 
第３条 応援の種類は、次の各号に掲げるものとする。 
（１）被災者の救出、医療、防疫施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供 
（２）生活必需物資及びその補給に必要な資器材の提供 
（３）救援及び救助活動に必要な車両等の提供 
（４）救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職等の職員等の応援 
（５）前各号に定めるもののほか、特に要求のあった事項 
（応援要求の手続） 
第４条 応援を受けようとする団体は、次の事項を明らかにして、文書により要求するものとする。 
 ただし、緊急の場合は、電話又は電信等により要求し、その後、速やかに文書を提出する

ものとする。 
（１）被害の状況 
（２）前条第１号から第３号に掲げるものの品名、数量等 
（３）前条第４号に掲げるものの職種別人員 
（４）応援の場所及び応援場所への経路 
（５）応援の期間 
（６）前各号に掲げるもののほか必要な事項 
（緊急応援） 
第５条 甲及び乙は、事態が緊急を要するときは、応援要求の有無にかかわらず、必要な応

援措置を行うものとする。 
（指揮権） 
第６条 応援団体の職員等は、被災団体の首長の指揮下に入り行動するものとする。 
（応援経費の貟担） 
第７条 応援に要した費用は、法令その他に特段の定めがある場合のほか、応援を行った団

体の貟担とする。 
（資料の交換） 
第８条 甲及び乙は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画その他必

要な資料を相互に交換するものとする。 
（その他） 
第９条 この協定に定めのない事項で、特に必要が生じた場合は、甲及び乙がその都度協議

して定めるものとする。 
２ この協定の実施に関し必要な事項は、第２条に定める連絡担当部課が協議して定めるものとする。 
第10条 この協定は、平成７年５月29日から効力を発生するものとする。 
 
 この協定の成立を証するため、この協定書２通を作成し、甲乙署名押印のうえ、おのおの
その１通を保有するものとする。 
 
   平成７年５月29日 
 
        甲 富 岡 市 長 
 
        乙 下仁田町長 
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 ─  

 
（趣旨） 
第１条 この協定は、富岡市長（以下「甲」という。）と南牧村長（以下「乙」という。）と

の協議により、富岡市又は南牧村において、災害が発生し、被災団体独自では十分に被災
者の援護等の応急措置ができない場合に、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第67
条第１項の規定に基づき、甲又は乙が応援を必要とする場合の応急措置を円滑に遂行する
ため、必要な事項について定めるものとする。 

（連絡の窓口） 
第２条 甲及び乙は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部課を定め、災害が発生したと

きは、相互に連絡するものとする。 
（応援の種類） 
第３条 応援の種類は、次の各号に掲げるものとする。 
（１）被災者の救出、医療、防疫施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供 
（２）生活必需物資及びその補給に必要な資器材の提供 
（３）救援及び救助活動に必要な車両等の提供 
（４）救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職等の職員等の応援 
（５）前各号に定めるもののほか、特に要求のあった事項 
（応援要求の手続） 
第４条 応援を受けようとする団体は、次の事項を明らかにして、文書により要求するものとする。 
 ただし、緊急の場合は、電話又は電信等により要求し、その後、速やかに文書を提出する

ものとする。 
（１）被害の状況 
（２）前条第１号から第３号に掲げるものの品名、数量等 
（３）前条第４号に掲げるものの職種別人員 
（４）応援の場所及び応援場所への経路 
（５）応援の期間 
（６）前各号に掲げるもののほか必要な事項 
（緊急応援） 
第５条 甲及び乙は、事態が緊急を要するときは、応援要求の有無にかかわらず、必要な応

援措置を行うものとする。 
（指揮権） 
第６条 応援団体の職員等は、被災団体の首長の指揮下に入り行動するものとする。 
（応援経費の貟担） 
第７条 応援に要した費用は、法令その他に特段の定めがある場合のほか、応援を行った団

体の貟担とする。 
（資料の交換） 
第８条 甲及び乙は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画その他必

要な資料を相互に交換するものとする。 
（その他） 
第９条 この協定に定めのない事項で、特に必要が生じた場合は、甲及び乙がその都度協議

して定めるものとする。 
２ この協定の実施に関し必要な事項は、第２条に定める連絡担当部課が協議して定めるものとする。 
第10条 この協定は、平成７年５月29日から効力を発生するものとする。 
 
 この協定の成立を証するため、この協定書２通を作成し、甲乙署名押印のうえ、おのおの
その１通を保有するものとする。 
 
   平成７年５月29日 
 
        甲 富岡市長 
 
        乙 南牧村長
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10 ─ ⌐≈™≡─  

 

富岡市内に災害が発生した場合並びに富岡市が岡谷市との間で締結した災害時の相互応援

協定に基づき、富岡市が行う救急医療活動の万全を期するため、富岡市甘楽郡医師会（以下

「甲」という。）と富岡市（以下「乙」という。）とは、次のとおり協定する。 

（総則） 

第１条 この協定は、相互応援協定に基づき甲が行う救急医療活動に対する甲の協力に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

（救急医療隊の派遣） 

第２条 乙は、救急医療活動を実施する必要が生じた場合、甲に対し、救急医療隊の派遣を

要請するものとし、甲は、乙から要請を受けた場合、直ちに医師、看護婦等からなる救急

医療隊を編成し、乙の指定する場所に派遣するものとする。 

（救急医療隊の業務の範囲） 

第３条 前条の規定に基づく救急医療隊の業務の範囲は、次のとおりとする。 

（１）傷病者に対する応急処置及び医療 

（２）その他 

（指揮命令等） 

第４条 救急医療隊は、被災市の市長の指揮下に入り活動するものとする。 

（医療材料品等） 

第５条 救急医療隊の活動に要する医療材料品等については、乙の要請に基づき、公立富岡

総合病院内に備蓄するものとする。 

２ 緊急の場合又は前項の備蓄で不足する医療材料品については、甲の手持ちのものを使用

するものとする。 

（経費の貟担） 

第６条 救急医療隊の活動に要した経費は、法令その他に特段の定めがある場合を除き乙の

貟担とする。 

（資料の交換） 

第７条 甲と乙は、この協定に基づく応援活動が円滑に行われるよう、必要な資料を相互に

交換するものとする。 

（その他） 

第８条 この協定に定めのない事項で、特に必要が生じた場合は、甲と乙がその都度協議し

て定めるものとする。 

第９条 この協定は、平成７年９月１日から効力を生ずるものとする。 

 

この協定の成立を証するため、この協定書２通を作成し、甲、乙押印のうえ、各々その

１通を保有するものとする。 

 

平成７年９月１日 

 

甲 富岡市七日市５３３番地 

  社団法人富岡市甘楽郡医師会 

  会 長 

 

乙 富岡市富岡１４６０番地１ 

富 岡 市 長 
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11 ─ ⌐≈™≡─  

 

富岡市に災害が発生した場合並びに富岡市が岡谷市との間で締結した災害時の相互応援協

定に基づき、富岡市が行う救急歯科医療活動の万全を期するため、富岡甘楽歯科医師会（以

下「甲」という。）と富岡市（以下「乙」という。）とは、次のとおり協定する。 

（総則） 

第１条 この協定は、相互応援協定に基づき甲が行う救急歯科医療活動に対する甲の協力に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

（救急歯科医療隊の派遣） 

第２条 乙は、救急歯科医療活動を実施する必要が生じた場合、甲に対し、救急歯科医療隊

の派遣を要請するものとし、甲は、乙から要請を受けた場合、直ちに歯科医師、歯科衛生

士等からなる救急歯科医療隊を編成し、乙の指定する場所に派遣するものとする。 

（救急歯科医療隊の業務の範囲） 

第３条 前条の規定に基づく救急歯科医療隊の業務の範囲は、次のとおりとする。 

（１）口腔傷病者に対する応急処置及び歯科医療 

（２）その他 

（指揮命令等） 

第４条 救急歯科医療隊は、被災市の市長の指揮下に入り活動するものとする。 

（医療材料品等） 

第５条 救急歯科医療隊の活動に要する医療材料品等については、乙の要請に基づき、公立

富岡総合病院内に備蓄するものとする。 

２ 緊急の場合又は前項の備蓄で不足する医療材料品については、甲の手持ちのものを使用

するものとする。 

（経費の貟担） 

第６条 救急歯科医療隊の活動に要した経費は、法令その他に特段の定めがある場合を除き

乙の貟担とする。 

（資料の交換） 

第７条 甲と乙は、この協定に基づく応援活動が円滑に行われるよう、必要な資料を相互に

交換するものとする。 

（その他） 

第８条 この協定に定めのない事項で、特に必要が生じた場合は、甲と乙がその都度協議し

て定めるものとする。 

第９条 この協定は、平成７年９月１日から効力を生ずるものとする。 

 

この協定の成立を証するため、この協定書２通を作成し、甲、乙押印のうえ、各々その

１通を保有するものとする。 

 

平成７年９月１日 

 

甲 富岡市七日市６４０番地１ 

  社団法人富岡甘楽歯科医師会 

  会  長 

 

乙 富岡市富岡１４６０番地１ 

  富岡市長 
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12 ─●☻⁸ ─ ⌐≈™≡─  

 

富岡市に災害が発生した場合並びに富岡市が岡谷市、妙義町、下仁田町、南牧村及び甘楽

町との間で締結した災害時の相互応援協定に基づき、富岡市が行うガス、水道施設の応急復

旧活動（以下「応急復旧活動」という。）の万全を期するため、富岡市（以下「甲」という。）

と富岡市指定ガス水道工事店協同組合（以下「乙」という。）とは、次のとおり協定する。 

（総則） 

第１条 この協定は、甲が行う応急復旧活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

（応急復旧隊の派遣） 

第２条 甲は、応急復旧活動を実施する必要が生じた場合、乙に対し、応急復旧隊の派遣を

要請するものとし、乙は、甲から要請を受けた場合、直ちに応急復旧隊を編成し、甲の指

定する場所に派遣するものとする。 

（応急復旧隊の活動の範囲） 

第３条 前条の規定に基づく応急復旧隊の活動の範囲は、次のとおりとする。 

（１）ガス、水道施設の応急復旧 

（２）その他 

（指揮命令等） 

第４条 応急復旧隊は、被災市町村の首長の指揮下に入り活動するものとする。 

（応急復旧資機材等） 

第５条 応急復旧活動に要する資機材等については、甲が富岡市ガス水道局内に備蓄するも

のとする。 

２ 緊急の場合又は前項の備蓄で不足する資機材等については、乙の手持ちのものを使用す

るものとする。 

（経費の貟担） 

第６条 応急復旧隊の活動に要した経費は、災害対策基本法及び地方公営企業法等に特段の

定めがある場合を除き甲の貟担とする。 

（資料の交換） 

第７条 甲と乙は、この協定に基づく応援活動が円滑に行われるよう、必要な資料を相互に

交換するものとする。 

（その他） 

第８条 この協定に定めのない事項で、特に必要が生じた場合は、甲と乙がその都度協議し

て定めるものとする。 

第９条 この協定は、平成７年９月12日から効力を生ずるものとする。 

 

この協定の成立を証するため、この協定書２通を作成し、甲、乙押印のうえ、各々その

１通を保有するものとする。 

 

平成７年９月12日 

 

甲 富岡市富岡１４６０番地１ 

  富岡市長 

 

乙 富岡市中高瀬６４８番地１ 

  富岡市指定ガス水道工事店協同組合 

  理 事 長 
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13  
 
（趣旨） 

第１条 この協定は、地震・台風・水火災及び事故等の災害の場合において、緊急の必要が

あるときは、市町村長及び消防長（以下「市町村長等」という。）が、群馬県防災航空隊（以

下「防災航空隊」という。）の応援出動を求める場合の必要な事項を定めるものとする。 

（適用区域） 

第２条 本協定は、市町村長等の求めに応じ、防災航空隊が応援出動した場合において、当

該市町村長等の管轄区域についてのみ適用する。 

（応援出動の要請） 

第３条 この協定に基づく応援出動の要請は、災害発生地を管轄する市町村長等が、次のい

ずれかに該当し、群馬県防災ヘリコプター（以下「防災ヘリ」という。）の運航が必要と認

める場合に、群馬県知事（以下「知事」という。）に対して行うものとする。 

（１）市町村等の消防力によっては、災害の防除又は軽減が困難と認められる場合 

（２）災害が、隣接する市町村に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合 

（３）防災ヘリの運航により災害の予防・改善に相当の効果が期待できるものと認められる場合 

（４）その他救急搬送等、緊急性があり、かつ、防災ヘリ以外に適切な手段がなく、防災ヘ

リによる活動が最も有効な場合 

（応援出動の要請の方法） 

第４条 応援出動の要請は、防災航空隊に電話等により、次の事項を明らかにして行うものとする。 

（１）応援の種別 

（２）災害発生（又は覚知）の日時、場所及び被害の状況 

（３）災害現場の気象状況 

（４）災害現場の最高指揮者の職名・氏名及び連絡方法 

（５）場外離着陸場の場所及び地上支援体制 

（６）その他の必要事項 

（防災航空隊の派遣） 

第５条 知事は、前条の規定により応援出動の要請を受けたときは、災害発生現場の気象状

況等を確認のうえ、防災航空隊を派遣するものとする。 

２ 前条の規定による応援出動の要請に応じることができない場合は、知事は、その旨を速

やかに市町村長等に回筓するものとする。 

（市町村長等と防災航空隊との連携） 

第６条 前条第１項の規定により支援出動した場合の防災航空隊は、災害現場を管轄する市

町村長等との相互に密接な連携の下に行動するものとする。 

（消防活動に従事する場合の特例） 

第７条 応援出動の要請に基づき防災航空隊員（消防本部派遣職員に限る）が消防活動に従事

する場合には、非常事態発生地の消防長から隊員を派遣している消防長に対し、消防相互応援

協定（昭和50年12月８日付締結）第３条の規定に基づく応援要請があったものとみなす。 

（経費貟担等） 

第８条 この協定に基づく支援出動に要する派遣経費は、県が貟担するものとする。 

（その他） 

第９条 この協定に定めのない事項は、県及び市町村長等が協議して定めるものとする。 

（適用） 

第10条 この協定は、平成18年３月27日から実施する。 

この協定を証するため、本書２通を作成し、知事及び市町村等の長が記名押印の上、各自

その１通を所持する。 
 

平成18年３月27日 

群 馬 県 

群 馬 県 知 事 
 

富 岡 市 

富 岡 市 長
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14 ⌐⅔↑╢ ⁸ ─ ⌐ ∆╢  
 

富岡市（以下「甲」という。）は、くらしやすさ群馬県一のまちづくりを推進している。 
富岡郵便局（以下「乙」という。）は、全国24,600の郵便局ネットワークと、郵便局の持つ

機能を活かし、地域社会と共生する様々な取り組みをしている。 
甲及び乙は、富岡市内に発生した地震その他による災害時においては、その理念と活動目

標に基づき、市民生活の安全と安心を守るため、富岡市及び富岡市内の郵便局が相互に協力
し、必要な対応を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。 
（用語の定義） 
第１条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条

第１号に定める被害をいう。 
（協力要請） 
第２条 甲及び乙は、富岡市内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相

互に協力を要請することができる。 
（１）災害救助法適用時における郵便・為替貯金・簡易保険の郵便事業に係わる災害特別事

務取扱い及び援護対策 
（２）乙が所有し、又は管理する施設及び用地の避難場所、物資集積場所等としての提供 
（３）乙が所有し、又は管理する車両の緊急連絡用車両等としての提供 
（４）甲が所有し、又は管理する施設及び用地の提供 
（５）甲又は乙が収集した被災市民の避難先及び被災状況の情報の相互提供 
（６）乙は必要に応じ避難場所に臨時に郵便差出箱を設置 
（７）その他前記（１）～（６）の定めのない事項で、協力できる事項 
（協力の実施） 
第３条 両者は、前条の規定による要請を受けたときは、その重要性に鑑み、協力するよう

努めなければならない。ただし、協力の範囲は甲及び乙のそれぞれの業務に支障をきたさ
ない範囲とする。 

（経費の貟担） 
第４条 第２条に規定する協力要請に対して、協力をした者が要した経費については法令そ

の他に別段の定めがあるものを除くほか、それぞれ要請をした者が、適正な方法により算
出した金額を貟担する。 

２ 前項の貟担につき、疑義が生じたときは両者が協議し、貟担すべき額を決定する。 
（災害対策本部への参加） 
第５条 甲の災害対策本部のメンバーに、オブザーバーとして富岡郵便局長が加わることが

できる。 
（災害情報等連絡体制の整備） 
第６条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方法について協議するも

のとする。 
（防災訓練への参加） 
第７条 乙は、甲の行う防災訓練等に参加することができる。 
（情報の交換） 
第８条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報の交

換を行う。 
（連絡責任者） 
第９条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては富岡市長、乙においては富岡郵便局

長とする。 
（協議） 
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、両者が協議し

決定する。 
この協定の締結を証するため、この書面２通を作成し、甲乙両者が記名押印の上、各自

その１通を保有する。 
 

平成９年６月23日 
富 岡 市 
   富 岡 市 長 

 
郵 政 省 

 富岡郵便局長 
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15 ⌐⅔↑╢ ⌐ ∆╢  

 

富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合（以下「甲」という。）と西毛生コンクリート協同組合

（以下「乙」という。）、社団法人群馬県建設業協会富岡支部（以下「丙」という。）とは、災

害時の広域圏住民の安全を確保するための応急業務に関して、甲と乙及び丙間において、次

のとおり協定書を定めるものとする。 

（目的） 

第1条 この協定は、富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合管轄内に、火災等の災害が発生した

時の応急業務に関する基本事項を定め、迅速かつ的確に対応することを目的とする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、火災等の災害が発生し、災害現場活動のため緊急に消火水、機材等が必要に

なった場合の緊急措置として、甲は乙及び丙に対して応急業務の協力を要請することがで

きる。 

２ 乙及び丙は、要請があった時は甲に対して、速やかに協力するものとする。 

（費用貟担） 

第３条 乙及び丙が実施した応急業務に要した費用については、甲、乙及び丙が協議の上、

甲が貟担するものとする。 

（損害補償） 

第４条 甲は、前第２条の規定により応急業務に従事した者が貟傷し、若しくは疾病にかか

り、又は死亡した場合は、消防団員等公務災害補償条例（準則）（昭和41年４月14日自消乙

教育発第８号）及び災害対策基本法（昭和36年11月15日法律第223号）に基づき、これを補

償するものとする。 

（雑則） 

第５条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じたときは、その都度、甲、乙及び丙協議

の上定めるものとする。 

 

   附 則 

１ この協定は、平成９年５月１日から適用する。 

２ この協定の成立を証するため、本書３通を作成し、甲乙丙記名押印の上、それぞれその

１通を所持するものとする。 

 

   平成９年５月１日 

 

富岡市富岡１４６０番地１ 

甲 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合 

理事長 

 

富岡市田島３４８番地３ 

乙 西毛生コンクリート協同組合 

理事長 

 

富岡市田島３４８番地 

丙 社団法人群馬県建設業協会富岡支部 

支部長 
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16 ─ ⌐ ∆╢ ╒⅛  

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第８条第２項第12号の規定に

基づき、藤岡市、富岡市、羽生市、春日部市、富士見市、藤沢市、藤枝市、江南市及び津

島市（以下「協定市」という。）において、地震等による大規模災害が発生し、被災した協

定市では、十分に被災者の救援等の災害応急措置が実施できない場合に、協定市間の応援

を迅速に遂行するため、必要な事項を定めるものとする。 

（連絡担当部局） 

第２条 協定市は、応援に関する事項の連絡の円滑化を図るため、常に連絡担当部局を相互

に明らかにしておくものとする。 

（応援の要請） 

第３条 協定市は、大規模災害が発生して応援を求めようとするときは、連絡担当部局を通

じ、大規模災害の概要を明らかにして、次の各号に掲げる応援を要請するものとする。 

（１）食料、飲料水及び生活必需品の提供 

（２）被災者の救出、医療、防疫等に必要な資機材及び物資の提供 

（３）施設等の応急復旧に必要な資機材及び物資の提供 

（４）災害応急活動に必要な職員（以下「応援職員」という。）の派遣及び車両の提供 

（５）前各号に掲げるもののほか、特に必要とする事項 

（応援の実施） 

第４条 応援を要請された協定市は、応援を的確かつ円滑に行うよう努めるものとする。 

（応援の経費） 

第５条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した協定市の貟担とする。 

（災害補償等） 

第６条 応援職員に係る公務災害補償については、地方公務員災害補償法（昭和42年法律第

121号）の定めるところによる。 

２ 応援職員が第三者に損害を与えた場合は、その損害が災害応急活動中に生じたものにつ

いては、応援を要請した協定市が損害の責めを貟い、応援を要請した協定市への往復経路

の途中に生じたものについては、応援を行う協定市が賠償の責めを貟うものとする。 

（資料の交換） 

第７条 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるように地域防災計画書その他参

考資料を相互に交換するものとする。 

（協議） 

第８条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、協定市が協議

の上、別に定めるものとする。 

附 則 

この協定は、平成16年９月１日から効力を生ずる。 

この協定の締結を証するため、本書９通を作成し、協定市は、記名押印の上、各自その１通

を保管する。 

 

   平成16年９月１日 

群 馬 県 藤 岡 市 長 

群 馬 県 富 岡 市 長 

埼 玉 県 羽 生 市 長 

埼玉県春日部市長 

埼玉県富士見市長 

神奈川県藤沢市長 

静 岡 県 藤 枝 市 長 

愛 知 県 江 南 市 長 

愛 知 県 津 島 市 長 
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17  

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、地震、異常渇水その他の水道災害において、群馬県及び県内各水道事

業者（以下「会員」という。）が協力して実施する群馬県内及び他の都道府県における相互

応援活動について、必要な事項を定めるものとする。 

（組織構成） 

第２条 災害が発生した場合の相互応援体制は、別図の組織図による。 

この協定に関する事項を円滑に推進するため、県内の会員を11地区（以下「地区」とい

う。）に分け、地区を県央、西毛、東毛の３ブロック（以下「ブロック」という。）に分け

る。 

２ 各地区及び各ブロックには、それぞれ代表都市及び副代表都市を置く。 

３ 前項の地区代表都市は、群馬県の各保険福祉事務所所在市町を充て、地区副代表都市は

各地区で選任する。 

また、各ブロック代表都市及び各ブロック副代表都市は地区代表都市から選出し、県央

ブロックについては、前橋市を代表都市とする。 

４ 群馬県（以下「県」という。）は、各ブロック代表都市と連携を密にし、必要がある場合

は、他都道府県及び関係機関への応援要請等の連絡調整を行うものとする。 

また、県は、県内及び他の都道府県において水道災害が発生し、他都道府県及び関係機

関からの要請に基づき、この協定に基づく応援活動を実施する場合は、ブロック代表都市

に応援協力の要請を行うものとする。 

５ この協定に基づく応援活動のとりまとめ、調整、資料交換等の事務局は、群馬県保健福

祉部衛生食品課が担当し、群馬県企業局と連携のもとに行う。 

（応援内容） 

第３条 応援活動は原則として、被災会員の応援給水及び復旧計画に基づき、その指示（様

式第１号）に従って作業に従事するものとする。 

２ 応援活動は、おおむね次のとおりとする。 

（１）応急給水作業 

（２）応急復旧工事 

（３）応急復旧用資機材の供出 

３ 前項第１号及び第２号の作業期間は、原則として７日以内とし、継続する場合は被災会

員、応援会員及び県の協議による。 

４ 他の都道府県等への応援活動は、前各項に準ずるものとする。 

（応援要請等） 

第４条 応援要請は、原則として次の各号より行うものとする。 

（１）被災会員は、所属する地区の代表都市へ応援を依頼する。 

（２）地区代表都市は、地区内の他の会員に応援を要請し、さらに必要と認めたときは、ブ

ロック代表都市に応援を要請する。 

（３）ブロック代表都市は、さらに必要と認めたときは、他のブロック代表都市に応援を要

請する。 

（４）ブロック代表都市は、さらに必要と認めたときは、県へ応援を要請する。 

２ 応援要請を受けた会員は、極力これに応じ、応援に努めるものとする。 

（応援要請の手続） 

第５条 被災会員が応援要請しようとするときは、次の揚げる事項を明らかにして、電話等

迅速かつ正確に伝達できる通信手段により要請し、後日速やかに文書（様式第２号及び第

３号）を提出するものとする。 

（１）災害の状況 

（２）必要とする資機材、物資等の品目及び数量 

（３）必要とする職種別人員 

（４）応援期間 

（５）応援場所及び応援場所への経路 
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（６）その他必要な事項 

（応援体制） 

第６条 応援会員が派遣する職員（以下「応援職員」という。）は、災害の状況に応じ必要な

食糧、被服、資金等を携行するものとする。 

２ 応援職員は、応援会員等の名を表示する標識を着用するものとする。 

第７条 被応援会員は、災害の状況に応じ、応援職員の寄舎の斡旋、その他必要な便宜を供

与するものとする。 

２ 被応援会員は、資機材等の応援を受ける場合、倉庫、保管場所等を確保し、これらを管

理するものとする。 

（費用貟担） 

第８条 応援に必要な経費は、法令等に別段定めがあるものを除くほか、次のとおりとする。 

（１）応援給水、応援復旧、応援復旧用資機材に要する費用は、被応援会員が貟担する。 

（２）応援職員の派遣に要する経費は、応援会員が貟担する。 

（３）応援職員が応援業務により貟傷し、病気にかかり、又は死亡した場合における災害補

償は、応援会員の貟担とする。 

（４）応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、原則として、その損害が応援

業務中に生じたものについては被応援会員が、また、被応援会員への往復途中に生じた

ものについては応援会員がその賠償の責に任ずる。 

２ 前項各号の定めにより難いときは、関係会員等が協議して定めるものとする。 

（応援物資等の調査） 

第９条 会員は応援活動を円滑に行うため、次の各号に揚げる事項を毎年５月末日までに県

に提出するものとする。 

（１）連絡担当部課等（様式第４号） 

（２）応援資機材の保有状況（様式第５号） 

（３）応援に従事できる職員数（様式第６号） 

（４）水道配管等の標準施工図又はこれに準ずるもの 

２ 県は前項の調査票を取りまとめ、整理のうえ会員に送付するものとする。 

（協議） 

第10条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、その

都度協議して定めるものとする。 

（訓練） 

第11条 会員は、この協定に基づき相互応援が円滑に行われるよう、必要に応じて訓練を実

施するものとする。 

（実施期日） 

第12条 この協定は、平成13年２月９日から実施する。 

 

この協定の締結を証するため、本書１通を作成し、協定者が記名押印のうえ原本を県が保

有し、その写しを各事業体が保有する。 

 

平成13年２月９日 
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協 定 者 

 

群馬県知事 白沢村長 下仁田町長 

前橋市長 利根村長 南牧村長 

富士見村長 片品村長 甘楽町長 

大胡町長 川場村長 桐生市長 

宮城村長 月夜野町長 新里村長 

 

粕川村長 水上町長 黒保根村長 

渋川市長 新治村長 （勢）東村長 

 

北橘村長 昭和村長 藪塚本町長 

赤城村長 高崎市長 大間々笠懸上水道企業団企業長 

 

子持村長 榛名町長 伊勢崎市長 

小野上村長 倉渕村長 赤堀町長 

 

伊香保町長 箕郷町長 （佐）東村長 

榛東村長 群馬町長 境町長 

 

吉岡町長 碓氷上水道企業団企業長 玉村町長 

中之条町長 藤岡市長 太田市長 

（吾）東村長 新町長 尾島町長 

吾妻町長 鬼石町長 新田町長 

長野原町長 吉井町長 館林市長 

嬬恋村長 万場町長 板倉町長 

草津町長 中里村長 明和町長 

六合村長 上野村長 千代田町長 

高山村長 富岡市長 大泉町長 

沼田市長 妙義町長 邑楽町長 
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群馬県水道災害相互応援協定組織図 Ｈ18（暫定） 

前 橋 地 区 

◎前橋市、○富士見村 

県央ブロック 

◎前橋市 
○沼田市 

厚生労働省 

都道府県 

◎代表都市    〇副代表都市 

水道事業者が直接応援要請できる範囲 

水道事業者が他県等へ応援要請をする経路 

水道事業者の要請を受けて県が応援要請を行う 

県食品監視課 

企業局 

関係機関 

東毛ブロック 

◎太田市 
○伊勢崎市 

渋 川 地 区 

◎渋川市、榛東村、吉岡町 

中 之 条 地 区 

◎中之条町、○長野原町 

 嬬恋村、草津町、六合村 

 高山村、東吾妻町 

沼 田 地 区 

◎沼田市、片品村、川場村 

昭和村、○みなかみ町 

高 崎 地 区 

◎高崎市、○安中市 

 

藤 岡 地 区 

◎藤岡市、吉井町、上野村 

 神流町 

富 岡 地 区 

◎富岡市、○下仁田町 

南牧村、甘楽町 

桐 生 地 区 

◎桐生市、○みどり市 

伊 勢 崎 地 区 

◎伊勢崎市、玉村町 

太 田 地 区 

◎太田市 

館 林 地 区 

◎館林市、○板倉町、明和町 

千代田町、大泉町、邑楽町 

西毛ブロック 

◎高崎市 
○富岡市 
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18 ▪ⱴ♅ꜙ▪ ⌐╟╢ ─ ⌐ ∆╢  

 

富岡市（以下「甲」という。）と富岡アマチュア無線クラブ（以下「乙」という。）は、大規

模災害時における迅速かつ的確な情報の収集・伝達を行うため、次のとおり協定を締結する。 

（目的） 

第１条 この協定は、甲の行政区域及びその周辺で大規模災害が発生し、又は発生のおそれ

がある場合において、乙の会員（以下「会員」という。）が甲に協力して、災害に関する情

報の収集・伝達を行うために必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条第

１号に定めるものをいう。 

（ボランティア活動） 

第３条 この協定に基づき行う会員の活動は、自己の郷土愛に基づくボランティア活動とする。 

（要請） 

第４条 甲は、災害が発生し、甲の防災行政無線、電話回線その他の手段による通信連絡が

困難又は不可能な場合で、災害情報の情報の収集・伝達上必要があると認めるときは、乙

に対し、情報の収集・伝達について協力を要請することができる。 

（要請手続） 

第５条 この協定に基づく要請手続きは、総務部行政課長が担当する。 

２ 前項の要請は、口頭、電話等をもって行い、事後において文書を提出するものとする。 

（情報収集内容） 

第６条 乙は、次に掲げる事項について、その内容を収集し、甲に連絡するものとする。 

（１）被害発生の場所及び状況 

（２）住民の避難状況 

（３）被害者の発生状況及び救護状況 

（４）道路情報及び交通機関の運行状況 

（５）その他必要と認められる事項 

（費用） 

第７条 情報収集にかかる費用は、無償とする。 

（名簿の提出） 

第８条 乙の長は、毎年１回会員の名簿を甲に提出するものとする。 

（便宜供与） 

第９条 甲は、乙がこの協定に基づく活動を行うためアマチュア無線局を開局する場合には、

施設の提供その他必要な便宜を図るものとする。 

（訓練への参加） 

第10条 乙は、甲が実施する防災訓練に参加することができる。 

（協定期間） 

第11条 この協定は、平成13年４月24日から平成14年３月31日までとする。 

２ 前項の協定期間は、期間終了前に、甲、乙から何らの意思表示のないときは、協定期間

は更に１年間更新されるものとし、その後も同様とする。 

（協議） 

第12条 この協定書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲、乙協議して定

めるものとする。 

 

この協定の成立を証するため本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

平成13年４月24日 

 

甲 富岡市長 

 

乙 富岡アマチュア無線クラブ代表
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19 ⌐⅔↑╢ ⌐ ∆╢  

 

富岡市（以下「甲」という。）と三国コカコーラボトリング株式会社（以下「乙」という。）

は、災害時における救援物資提供について次のとおり協定する。 

（目 的） 

第１条 この協定は、災害時における物資の提供に関する乙の甲に対する協力について、必

要な事項を定めるものとする。 

（協力の内容） 

第２条 甲の市内に震度５弱以上の地震又は同等以上の災害が発生若しくは発生する恐れが

ある場合において、甲の災害対策本部が設置され、その災害対策本部から物資の提供につ

いて要請があったとき、乙は次のとおり協力するものとする。 

（１）乙は、地域財献型自動販売機（メッセージボード搭載型）の機内在庫の製品を甲に無

償提供するものとする。 

（２）乙は、速やかにフォロー体制を整えるなど万全を期するものとする。ただし、道路不

通及び停電等により供給に支障が生じた場合は、甲との協議により対策を講ずるものと

する。 

（３）乙は、飲料水の優先的な安定供給を甲に行うものとする。 

２ 前項第３号の飲料水の引渡し場所は、甲、乙が協議し決定するものとし、当該場所にお

いて乙の納品書等に基づき甲が確認の上引き取るものとする。また、飲料水の対価につい

ては甲が貟担するものとし、価格は甲、乙協議の上決定するものとする。 

（要請の手続） 

第３条 甲は、この協定による要請を行うときは、救援物資提供要請書（様式１）により行

うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭、電話等により要請することができるも

のとし、後日速やかに救援物資提供要請書を提出するものとする。 

（期 間） 

第４条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とし、甲、乙いずれかから協定解

消の申し出がない限り同一内容を持って継続するものとする。 

２ 前項の解消の申し出は、１箇月前までに相手方に申し出るものとする。 

（協 議） 

第５条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施に関して必要な事項、その他この協

定に定めのない事項については、その都度甲、乙間で協議して定めるものとする。 

 

この協定の成立を証するため本書２通を作成し、甲乙署名押印のうえ、各自１通を保有す

る。 

 

平成17年６月６日 

群馬県富岡市富岡１４６０番地１ 

甲 富岡市 

富岡市長 

 

埼玉県桶川市加納１８０番地 

乙 三国コカコーラボトリング株式会社 

代表取締社長 
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様式１（第３条関係） 

 

救援物資（飲料水）提供申請書 
 

平成  年  月  日 

 

 

三国コカ･コーラボトリング株式会社 

代表取締役社長           様 

 

 

富岡市長        

 

 

災害時における救援物資（飲料水）の提供に関する協定第２条第２項の規定により、

次のとおり要請します。 

 

飲料水の種類及び数量 

 

物 資 搬 入 希 望 日 時  

物 資 搬 入 場 所  

災 害 対策 本部 設置 日  

電 話 要 請 日 時  

電話要請者（富岡市）・ 

応 筓 者（ 三国 ）氏 名 
要請者：         応筓者： 

物 資 搬入 等に おけ る 

富 岡 市 担 当 者 

富岡市     部      課 

氏名          電話 

そ の 他 
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20 ⌐⅔↑╢꜠fi♃ꜟ ─ ⌐ ∆╢  

 

富岡市（以下「甲」という。）と株式会社アクティオ（以下「乙」という。）は、地震等に

よる災害時におけるレンタル機材の提供に関して次のとおり協定を締結する。 

（目 的） 

第１条 この協定は、地震等による災害時におけるレンタル機材の提供に関する乙の甲に対

する協力について、必要な事項を定めるものとする。 

（協力の内容） 

第２条 富岡市内に地震等の災害が発生若しくは発生する恐れがある場合において、甲の災

害対策本部が設置され、その対策本部から要請があったとき、乙は保有する移動トイレ、

発電機その他のレンタル機材（以下「保有機材」という。）の優先的な提供及び運搬による

協力を行うものとする。 

２ 乙は、前項の協力に的確に対応するため、保有機材の供給可能な体制を保持するものと

する。 

３ 乙は、協力を行う際、道路不通等により提供及び運搬に支障が生じた場合は、その対策

について甲と協議するものとする。 

（要請の手続き） 

第３条 甲は、この前条の要請を行うときは、レンタル機材提供要請書(様式第１号)をもっ

て行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭、電話等により要請することができ

るものとし、後日速やかに文書を提出するものとする。 

（引き渡し） 

第４条 保有機材の引渡し場所は、甲、乙が協議し決定するものとし、甲は、当該場所に職

員を派遣し、当該保有機材を確認の上、引渡しを受けるものとする。 

（費 用） 

第５条 保有機材の提供及び運搬に係る費用については甲が貟担するものとし、価格は甲、

乙協議の上決定するものとする。 

（期 間） 

第６条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、甲、乙いずれか

からも協定解消の申し出がない場合は、協定期間を１年延長するものとし、以後この例に

よるものとする。 

２ 前項の解消の申し出は、１月前までに相手方に文書で申し出るものとする。 

（協 議） 

第７条 この協定に定めるものの他、この協定の実施に関し必要な事項、その他この協定に

定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙署名押印のうえ、各自１通を保

有する。 

 

平成21年８月19日 

 

群馬県富岡市富岡１４６０番地１ 

甲 富岡市 

富岡市長  

 

 

東京都中央区日本橋３丁目１２番２号 

朝日ビルヂング７階 

乙 株式会社アクティオ 

代表取締役社長 
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（様式第１号） 

 

災害時におけるレンタル機材調達要請書 

 

平成  年  月  日 

 

株式会社アクティオ 

 代表取締役社長       様 

 

富岡市長 

 

１．災害及び協力を必要とする状況 

 

２．協力を必要とする物資の内容等 

 

必要とする物資の種類 数 量 物資配達先 備 考 
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21 ─ ⌐≈™≡─  

 

 富岡市に災害が発生した場合並びに富岡市と災害相互応援協定を締結した市町村に災害が

発生した場合、富岡市が行う応急復旧活動（以下「応急復旧活動」という。）の万全を期する

ため、富岡市（以下「甲」という。）と富岡建設組合（以下「乙」という。）とは、次のとお

り協定を締結する。 

（総則） 

第１条 この協定は、甲が行う応急復旧活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定める。 

（応急復旧隊の派遣） 

第２条 甲は、応急復旧活動を実施する必要があると認められたときは、乙に対し、応急復

旧隊の派遣を要請し、乙は直ちに応急復旧隊を編成し、甲の指定する場所に派遣するもの

とする。 

（応急復旧隊の活動の範囲） 

第３条 前条の規定に基づく応急復旧隊の活動の範囲は次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）市町村道及び水路等の応急復旧 

（２）その他、甲と乙が協議し、必要と認められる応急復旧  

（指揮命令等） 

第４条 応急復旧隊は、被災市町村の首長の指揮下に入り活動する。 

（応急復旧資機材等） 

第５条 応急復旧活動に要する資機材等については、乙が用意する。 

（経費の貟担） 

第６条 応急復旧隊の活動に要した費用は、法令その他別に定めのある場合を除き甲の貟担

とする。 

（情報の交換） 

第７条 甲と乙は、この協定に基づく応急復旧活動が円滑に行われるよう、必要な情報を相

互に交換する。 

（その他） 

第８条 この協定に定めのない事項について、特に必要が生じた場合は、甲と乙がその都度

協議して定める。 

 

 附則 

この協定は、平成22年２月１日から効力を生ずる。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙押印のうえ、各自１通を保有す

る。 

 

  平成23年４月１日 

 

甲  富岡市富岡１４６０番地１ 

富 岡 市 長 

 

乙  富岡市中高瀬４４番地 

富岡建設組合 

代 表 理 事 
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 ⌂╢  
  

 
   

鏑 川 県 堤防高 Ａ 左 富岡 鏑橋上流 300 堤防高不足 

高田川 〃 堤防高 Ｂ 左 妙義町中里 中里 100 堤防高不足（河積尐） 

〃 〃 堤防高 Ｂ 左  〃  〃 150 堤防高不足（河積尐） 

〃 〃 堤防高 Ｂ 右 下高田 久原 200 堤防高不足（河積尐） 

〃 〃 水 衝 Ａ 右  〃 本村 150 洪水時水衝部 

〃 〃 堤防高 Ａ 右 七日市 三共橋上流 400 堤防高不足 

丹生川 〃 堤防高 Ｂ 左 上丹生 下田橋上流 1,000 堤防高不足（河積尐） 

〃 〃 堤防高 Ｂ 右  〃  〃  〃 1,000 堤防高不足（河積尐） 

蚊沼川 〃 堤防高 Ａ 左 
田島 

神農原 
岩崎橋上下流 300 堤防高不足（河積尐） 

〃 〃 堤防高 Ａ 右 
 〃 

 〃 
 〃  〃 200 堤防高不足（河積尐） 

大牛川 〃 水 衝 Ｂ 左 大牛 中村 60 洪水時水衝部 

矢沢川 〃 水 衝 Ａ 右 菅原 川後石 80 洪水時水衝部 

合 計 12箇所 3,940  

注）群馬県平成22年度水防計画資料編より作成 

 

○県管理河川重要水防区域指定基準（富岡市該当区域の抜粋） 

   ╙ ⌂   ⌂  

堤防高 

（河岸高） 

①一連区間のうち、上下流に比し堤防

高または河岸高が著しく低く、最も

氾濫の危険があり背後地の人家に

被害の予想される箇所。 

②近年の出水により氾濫し、背後地の

人家に被害の実績がある箇所で所

用の対策が未施工の箇所。 

①一連区間のうち、上下流に比し堤防

高または河岸高が低く氾濫が予想

される箇所 

②近年の出水により氾濫の実績があ

る箇所で所用の対策が未施工の箇

所。 

水 衝 

①洪水時に水衝部となり、破堤または

破堤寸前程度まで決壊等の実績が

ある箇所で所用の対策が未施工の

箇所。 

②水衝部の護岸がたびたび破壊され、

背後地の人家に危険が予想される

箇所。 

①水衝部の護岸の効用が低下してお

り、背後地の人家に危険が予想され

る箇所。 
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з 49 
３度以上(火山砂防地域では２度)の傾きがある渓流のうち、土石
流が発生した場合に被害が予想される人家が５戸以上、または公
共施設や社会福祉施設などのある場所に土砂が流入する渓流 

и 30 
「Ｉ」と同様の傾きがある渓流のうち、土石流が発生した場合に
被害が予想される人家が１戸以上５戸未満ある場所に土砂が流
入する渓流 

∏╢  5 
「I」、「Ⅱ」と同様の傾きがある渓流のうち、調査時点では人
家がないものの、今後住宅などの立地の可能性があると考えられ
る区域に流入する渓流 

 84  

 

        

210-Ⅰ-001 Ⅰ 利根川 浅香入川 浅香入涸沢沢 南後箇 

210-Ⅰ-002 Ⅰ 利根川 岩染川 岩染高見沢 岩染 

210-Ⅰ-003 Ⅰ 利根川 野上川 額部根石沢東 額部 

210-Ⅰ-004 Ⅰ 利根川 野上川 野上宮城沢 野上 

210-Ⅰ-005 Ⅰ 利根川 鏑川 南蛇井小倉川 小倉 

210-Ⅰ-006 Ⅰ 利根川 小倉川 小倉橋上沢 千平 

210-Ⅰ-007 Ⅰ 利根川 鏑川 南蛇井最興寺沢 南蛇井 

210-Ⅰ-008 Ⅰ 利根川 鏑川 南蛇井稲荷沢 一本榎 

210-Ⅰ-009 Ⅰ 利根川 鏑川 南蛇井普文寺沢 南蛇井・一本榎 

210-Ⅰ-010 Ⅰ 利根川 鏑川 南蛇井勧学寺沢 南蛇井・一本榎 

210-Ⅰ-011 Ⅰ 利根川 蚊沼川 神成糸出鐘ケ谷沢 神成・鐘ヶ谷 

210-Ⅰ-012 Ⅰ 利根川 丹生川 一ノ宮坂井沢 坂井 

210-Ⅰ-013 Ⅰ 利根川 高田川 黒川御霊沢 黒川 

210-Ⅰ-014 Ⅰ 利根川 高田川 黒川上機足沢 黒川 

210-Ⅰ-015 Ⅰ 利根川 温沢川 星田寺ノ入沢 上星田 

210-Ⅰ-016 Ⅰ 利根川 星川 下黒岩田中沢 深町 

210-Ⅰ-017 Ⅰ 利根川 星川 上黒岩機足東沢 黒岩・機足 

210-Ⅰ-018 Ⅰ 利根川 星川 上黒岩機足西沢 黒岩・機足 

210-Ⅰ-019 Ⅰ 利根川 星川 上黒岩深町北沢 田中 

210-Ⅰ-020 Ⅰ 利根川 星川 上黒岩深町西沢 黒岩・深町 

210-Ⅰ-021 Ⅰ 利根川 星川 鍛冶谷沢 下黒岩 

210-Ⅰ-022 Ⅰ 利根川 星川 関口沢 下黒岩 

210-Ⅰ-023 Ⅰ 利根川 星川 上高尾高橋沢 上高尾・高橋 

210-Ⅰ-024 Ⅰ 利根川 星川 上高尾千福寺沢 上高尾 

210-Ⅰ-025 Ⅰ 利根川 星川 下高尾壱丁目沢 上高尾 

210-Ⅰ-026 Ⅰ 利根川 星川 上高尾東日向沢 上高尾 

210-Ⅰ-027 Ⅰ 利根川 藤木川 下高尾大鳥沢 下高尾大鳥 

210-Ⅰ-028 Ⅰ 利根川 藤木川 桑原金屎沢 藤木 

210-Ⅰ-029 Ⅰ 利根川 蕨川 蕨一ノ沢東沢 蕨・一ノ坂 

381-Ⅰ-001 Ⅰ 利根川 高田川 踊沢 妙義町下高田・本村 

381-Ⅰ-002 Ⅰ 利根川 高田川 くね下沢 妙義町下高田・本村 

381-Ⅰ-003 Ⅰ 利根川 高田川 南谷沢 妙義町下高田・入原 

381-Ⅰ-004 Ⅰ 利根川 高田川 北谷沢 妙義町久原 

381-Ⅰ-005 Ⅰ 利根川 高田川 天沢川 妙義町天沢 

381-Ⅰ-006 Ⅰ 利根川 高田川 古立川 妙義町古立 
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381-Ⅰ-007 Ⅰ 利根川 高田川 川後石沢 妙義町川後石 

381-Ⅰ-008 Ⅰ 利根川 高田川 小滝川 妙義町川後石 

381-Ⅰ-009 Ⅰ 利根川 高田川 大桁川 妙義町川後石 

381-Ⅰ-010 Ⅰ 利根川 高田川 大沢 妙義町川後石 

381-Ⅰ-011 Ⅰ 利根川 高田川 塩筒沢 妙義町川後石 

381-Ⅰ-012 Ⅰ 利根川 矢沢川 矢沢川 妙義町丁 

381-Ⅰ-013 Ⅰ 利根川 高田川 寺山川 妙義町寺山 

381-Ⅰ-014 Ⅰ 利根川 高田川 野津沢 妙義町尾崎 

381-Ⅰ-015 Ⅰ 利根川 大牛川 大牛川 妙義町妙義 

381-Ⅰ-016 Ⅰ 利根川 高田川 小泉川 妙義町大牛・日向 

381-Ⅰ-017 Ⅰ 利根川 高田川 タカバナ沢 妙義町上高田・山下 

381-Ⅰ-018 Ⅰ 利根川 高田川 寺谷沢 妙義町寺谷 

381-Ⅰ-019 Ⅰ 利根川 高田川 新光寺川 妙義町新光寺 

381-Ⅰ-020 Ⅰ 利根川 諸戸川 なぎの沢 妙義町諸戸 

210-Ⅱ-001 Ⅱ 利根川 涸沢川 浅香入不動沢 南後箇 

210-Ⅱ-002 Ⅱ 利根川 浅香入川 南後箇大口沢 南後箇 

210-Ⅱ-003 Ⅱ 利根川 岩染川 岩染岡簿沢 岩染 

210-Ⅱ-004 Ⅱ 利根川 岩染川 岩染藤田沢 岩染 

210-Ⅱ-005 Ⅱ 利根川 野上川 額部根石沢北 額部 

210-Ⅱ-006 Ⅱ 利根川 野上川 野上一ノ沢 野上・宮城 

210-Ⅱ-007 Ⅱ 利根川 野上川 野上乙日向沢 野上 

210-Ⅱ-008 Ⅱ 利根川 野上川 根上日向沢 野上 

210-Ⅱ-009 Ⅱ 利根川 鏑川 南蛇井梅沢沢 梅沢 

210-Ⅱ-010 Ⅱ 利根川 梅沢川 南蛇井赤谷沢 梅沢 

210-Ⅱ-011 Ⅱ 利根川 鏑川 南蛇井満福寺沢 東 

210-Ⅱ-012 Ⅱ 利根川 蚊沼川 神成糸出中組沢 神成・中組 

210-Ⅱ-013 Ⅱ 利根川 丹生川 坂井金桐沢 坂井 

210-Ⅱ-014 Ⅱ 利根川 鏑川 後賀笹谷沢 後賀・西後賀 

210-Ⅱ-015 Ⅱ 利根川 星川 上黒岩深町西沢 上黒岩 

210-Ⅱ-016 Ⅱ 利根川 星川 上黒岩赤城沢 黒岩・深町 

210-Ⅱ-017 Ⅱ 利根川 星川 赤城東沢 黒岩・深町 

210-Ⅱ-018 Ⅱ 利根川 星川 堂谷沢 下黒岩 

210-Ⅱ-019 Ⅱ 利根川 藤木川 小浜北沢 藤木 

210-Ⅱ-020 Ⅱ 利根川 藤木川 小浜南沢 藤木 

381-Ⅱ-001 Ⅱ 利根川 高田川 藤谷沢 妙義町下高田・本村 

381-Ⅱ-002 Ⅱ 利根川 高田川 上村沢 妙義町古立 

381-Ⅱ-003 Ⅱ 利根川 高田川 上宿沢 妙義町菅原・宿 

381-Ⅱ-004 Ⅱ 利根川 諸戸川 日向沢 妙義町諸戸・日向 

381-Ⅱ-005 Ⅱ 利根川 大牛川 岳沢 妙義町岳 

381-Ⅱ-006 Ⅱ 利根川 大牛川 高谷戸沢 妙義町岳 

381-Ⅱ-007 Ⅱ 利根川 大牛川 中村沢 妙義町大牛・中村 

381-Ⅱ-008 Ⅱ 利根川 高田川 筑前沢 妙義町上高田・山下 

381-Ⅱ-009 Ⅱ 利根川 高田川 三屋沢 妙義町上高田・三屋 

381-Ⅱ-010 Ⅱ 利根川 高田川 萩野谷沢 妙義町上高田・三屋 

210-Ｊ-001 Ｊ 利根川 高田川   

210-Ｊ-002 Ｊ 利根川 高田川   

210-Ｊ-003 Ｊ 利根川 高田川   

210-Ｊ-004 Ｊ 利根川 高田川   

210-Ｊ-005 Ｊ 利根川 高田川   
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 ∆═╡  

平成22年３月31日現在 
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10 鏑川 野上川 野上川 宮城 野上字下ノ小原 15.84 S38.1.21 

25 鏑川 高田川  下十二 
妙義町上高田字

木村 
7.63 S50.5.23 

 

 

 ∆═╡ ה ∆═╡  

平成22年４月１日現在 

 
 

  
∆═╡  

  ─   

打 越 鏑 川 星 川 上黒岩 12.1 有 S41.7.26 

上岩染 〃 岩染川 岩染 8.8 無 － 

大 崖 〃 〃 南後箇 5.5 〃 〃 

宿 東 〃 菅原川 妙義町菅原 11.3 〃 〃 

大久保 〃 旦生川 妙義町八木連 24.6 〃 〃 

妙 義 － － 妙義町岳字大平 12.7 有 H20.6. 6 

 

 

  

平成22年４月９日現在 

Ї   ┤╡⅜⌂    
 

1 14- 大島 おおしま 大島  S47.10.20 582 

2 14- 2 大島（追加） おおしま 大島  S57. 4. 1 291 

3 36- 山下 やました 
妙義町 
上高田 

諏訪前、稲荷前 S50.12. 9 802 

4 44- 岩染 いわぞめ 岩染  S51. 4.16 286 

5 44-  2 岩染（追加） いわぞめ 岩染  S53.12.26 897 

6 50- 北山 きたやま 
妙義町 
古立、
菅原 

上北山、北山 S52. 2.22 158 

7 51- 新田 しんでん 上黒岩 新田甲、カケ谷津 S52. 2.22 158 

8 58- 天沢 あまざわ 
妙義町 
古立 

向山、天沢 S52. 4.19 337 

9 59- 妙義 みょうぎ 
妙義町 
妙義 

堅町、横町西裏 S52. 4.19 337 

10 75- 中里 なかざと 
妙義町 
中里 

蟹沢、中村、菅根 S52.12.27 952 

11 76- 大牛 おおうし 
妙義町 
大牛 

社宮司、日向、八重切 S52.12.27 952 

12 88- 別保 べつぽ 別保 
道添、鳥居木、小谷津、
堀端、東谷津、山附、
前棚、キツ子 

S53.12.26 897 

13 89- 菅原 すがわら 
妙義町 
菅原 

打越、五反田、イゴ田 S53.12.26 897 

14 89- 2 菅原（追加） すがわら 
妙義町 
菅原 

打越、五反田 S54.12.11 910 

15 109- 別保（B） べつぽ 
黒川、
別保 

ツネ S54.12.11 910 

16 110- 新堀 しんぼり 神成 西石坪、東石坪、石坪 S54.12.11 910 

17 111- 岡本鍛冶屋 
お か も と
かじや 

岡本 鍛冶屋 S54.12.11 910 
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18 112- 尾崎 おざき 
妙義町 
菅原 

尾崎 S54.12.11 910 

19 113- 三ツ屋 みつや 
妙義町 
下高田 

山下、三ツ屋、薬師、
山下 

S54.12.11 910 

20 144- 神成 かんなり 
神成、 
神農原、 
宮崎 

東石坪、糸手、宇ケ、
吉田、赤城、梅木田、
鳥井戸外 

S55. 9.16 621 

21 145- 君川（A） きみかわ 君川 仙入谷、後、屋敷 S55. 9.16 621 

22 146- 君川（B） きみかわ 君川 三嶋屋、屋敷、仙入谷 S55. 9.16 621 

23 147- 君川（C） きみかわ 君川 三嶋屋、屋敷 S55. 9.16 621 

24 148- 深町 ふかまち 上黒岩 深町 S55. 9.16 621 

25 149- 久原（A） ひさはら 
妙義町 
下高田 

北谷、久原 S55. 9.16 621 

26 150- 久原（B） ひさはら 
妙義町 
下高田 

舞台、久原 S55. 9.16 621 

27 151- 本村 ほんそん 
妙義町 
下高田 

本村、城ノ腰、西平 S55. 9.16 621 

28 152- 新光寺 
し ん こ う
じ 

妙義町 
下高田 

新光寺 S55. 9.16 621 

29 152- 2 
新光寺 
（追加） 

し ん こ う
じ 

妙義町 
下高田 

新光寺 H 1. 8.22 747 

30 178- 星田 ほしだ 星田 崩山、コマ谷、貝戸田 S56. 4. 3 236 

31 179- 丁 ちょう 
妙義町
菅原 

丁 S56. 4. 3 236 

32 180- 町 まち 
妙義町
菅原 

町 S56. 4. 3 236 

33 181- 上十二 
か み じ ゅ
うに 

妙義町
上高田 

西浦 S56. 4. 3 236 

34 203- 下黒岩 
し も く ろ
いわ 

下黒岩 坂下 S56.11.27 917 

35 204- 機足 はたあし 上黒岩 機足 S56.11.27 917 

36 219- 高橋 たかはし 上高尾 高橋 S57. 4. 1 291 

37 220- 引土 ひきど 一ノ宮 御山、引土 S57. 4. 1 291 

38 220- 2 引土（追加） ひきど 一ノ宮 御山、引土、本町 H11. 8.17 476 

39 221- 行沢（A） なめさわ 
妙義町 
行沢 

上村、桜沢 S57. 4. 1 291 

40 221- 2 
行沢（A） 
（追加） 

なめさわ 
妙義町 
行沢 

上村、桜沢 S61. 8.19 590 

41 222- 妙義日向 
み ょ う ぎ
ひなた 

妙義町
諸戸 

尾根崎、スサキ S57. 4. 1 291 

42 222- 2 
妙義日向 
（追加） 

み ょ う ぎ
ひなた 

妙義町
諸戸 

尾根崎、防山、宮谷戸 S61. 2. 7 68 

43 222- 3 
妙義日向 
（追加） 

み ょ う ぎ
ひなた 

妙義町
諸戸 

宮谷戸、防山 H10. 5.22 334 

44 242- 七日市 
な の か い
ち 

七日市 下久保、稲荷森 S58. 3. 8 167 

45 242- 2 
七日市 
（追加） 

な の か い
ち 

七日市 
稲荷森、下久保、舟久
保 

S61. 8.19 590 

46 243- 一の坂 
い ち の さ
か 

一の坂 蕨 S58. 3. 8 167 

47 243- 2 
一の坂 
（追加） 

い ち の さ
か 

一の坂 蕨 H 1. 8.22 747 

48 244- 宮崎 みやざき 
宮崎、
神農原 

稲荷山、於馬場 S58. 3. 8 167 

49 269- 浅香入 あさかいり 南後箇 涸沢 S59.12. 7 928 

50 270- 富岡日向（A） 
と み お か
ひなた 

上高尾 東日向、上ノ山 S59.12. 7 929 

51 271- 富岡日向（B） 
と み お か
ひなた 

上高尾 西日向 S59.12. 7 930 
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Ї   ┤╡⅜⌂    
 

52 272- 機足（B） はたあし 上黒岩 機足 S59.12. 7 931 

53 273- 破風前場 
は ふ う ま
えば 

中沢 日向林、破風前場 S59.12. 7 932 

54 274- 千足、日向 
せんぞく 
ひなた 

上丹生 千足、日向 S59.12. 7 933 

55 275- 山際 やまぎわ 下黒岩 山際谷、桜木、山際 S59.12. 7 934 

56 347- 中沢 なかざわ 
蚊沼、
中沢 

越澤、堂山、日向 S63. 4.22 333 

57 348- 一丁八丁西 
い っ ち ょ
う は っ ち
ょうにし 

下黒岩 関口、寺ノ入、向平 S63. 4.22 333 

58 350- 妙義（B） みょうぎ 
妙義町 
大牛 

辛澤 S63. 4.22 333 

59 400- 内匠谷津 
た く み や
つ 

内匠  H 2. 3. 6 193 

60 420- 桑原 くわばら 桑原 田ノ入、坪付 H 3. 7.16 593 

61 420-  2 桑原（追加） くわばら 桑原 田ノ入、丸山 H 8.12.17 774 

62 430- 一本榎 
い っ ぽ ん
えのき 

南蛇井 門 H 4. 3. 3 162 

63 436- 妙義日向（B） 
み ょ う ぎ
ひなた 

妙義町
諸戸 

坊山、宮谷戸、西谷戸 H 4. 7.24 586 

64 487- 宮本 みやもと 上黒岩 
落合、徳前谷、大日、
赤城 

H 8.12.17 774 

65 504- 向戸 むかいど 下黒岩 
大平、山際谷、山際、
向平 

H 9.11.18 702 

66 521- 小桑原 
こ く わ ば
ら 

小桑原 前谷ツ H11. 8.17 476 

67 524- 大久保 おおくぼ 
妙義町
八木連 

大久保 H11.10.22 621 

68 530- 久保 くぼ 
妙義町
諸戸 

新屋 H12. 3.14 162 

69 540- 南蛇井西 
な ん じ ゃ
いにし 

南蛇井 中村 H13. 1.12 38 

70 544- 蕨 わらび 蕨 日向 H13. 2.16 97 

71 568- 蚊沼 かぬま 蚊沼 相生山、舟久保 H14.10. 1 508 

72 575- 黒川（B） くろかわ 黒川 上機足 H15. 1.10 29 

73 604- 一ノ宮 
い ち の み
や 

一ノ宮 本宿、宮之上 H20. 2.22 74 

74  36-  2 山下（追加） やました 
妙義町
上高田 

稲葉前、山下 H20. 2.22 74 
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平成14年度発表 

  箇所数 内 容 

з 102 

傾斜度 30 度以上、高さ５ｍ以上の斜面のうち、がけ崩れが発生

した場合に被害が予想される人家が５戸以上、または公共籍設や

社会福祉施設がある斜面 

и 95 
「I」と同様の傾きや高さがある斜面のうち、がけ崩れが発生し

た場合に被害が予想される人家が１～４戸ある斜面 

∏╢ й 6 

「Ｉ」、「Ⅱ」と同様の傾きや高さがある斜面のうち、調査時点

では人家がないものの、今後人家や観光宿泊施設等が建設される

可能性が高い斜面 

 203  

 

平成14年度発表 

      

Ⅰ 富岡 27 0433 相野田 富士見台 

Ⅰ 富岡 27 0434 内匠 芝宮 

Ⅰ 富岡 27 0435 南蛇井 南蛇井西 

Ⅰ 富岡 27 0436 南蛇井 一本榎 

Ⅰ 富岡 27 0437 南蛇井 破風前場 

Ⅰ 富岡 27 0438 中沢 中沢 

Ⅰ 富岡 27 0439 南蛇井 蚊沼 

Ⅰ 富岡 27 0440 神成 新堀 

Ⅰ 富岡 27 0441 神成 神成 

Ⅰ 富岡 27 0442 君川 君川（C） 

Ⅰ 富岡 27 0443 宮崎 宮崎 

Ⅰ 富岡 27 0444 大島 大島 

Ⅰ 富岡 27 0445 野上 長福寺 

Ⅰ 富岡 28 0446 野上 長福寺南 

Ⅰ 富岡 28 0447 野上 甲日向 

Ⅰ 富岡 28 0448 野上 野上 

Ⅰ 富岡 28 0449 野上 宮城 

Ⅰ 富岡 28 0450 岩染 岩染 

Ⅰ 富岡 28 0451 南後箇 浅香入 

Ⅰ 富岡 28 0452 一の宮 引土 

Ⅰ 富岡 28 0453 七日市 七日市 

Ⅰ 富岡 28 0454 内匠 内匠谷津 

Ⅰ 富岡 28 0455 内匠 内匠東 

Ⅰ 富岡 28 0456 岡本 岡本鍛冶屋 

Ⅰ 富岡 28 0457 上丹生 千足日向 

Ⅰ 富岡 28 0458 上丹生 丹生公民館 

Ⅰ 富岡 28 0459 上黒岩 新田 

Ⅰ 富岡 28 0460 黒川 蕨 

Ⅰ 富岡 28 0461 黒川 黒川（B） 

Ⅰ 富岡 28 0462 黒川 別保（C） 

Ⅰ 富岡 28 0463 下黒岩 芹田 

Ⅰ 富岡 28 0464 下黒岩 新和団地 

Ⅰ 富岡 28 0465 別保 別保 

Ⅰ 富岡 28 0466 別保 城山下 
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Ⅰ 富岡 28 0467 富岡 山下橋北 

Ⅰ 富岡 28 0468 君川 君川（B） 

Ⅰ 富岡 28 0469 君川 君川（A） 

Ⅰ 富岡 28 0470 星田 虚空蔵前 

Ⅰ 富岡 28 0471 星田 星田 

Ⅰ 富岡 28 0472 上黒岩 打越 

Ⅰ 富岡 28 0473 上黒岩 深町 

Ⅰ 富岡 28 0474 上黒岩 上黒岩 

Ⅰ 富岡 28 0475 上黒岩 機足（B） 

Ⅰ 富岡 28 0476 上黒岩 機足 

Ⅰ 富岡 28 0477 上黒岩 大日 

Ⅰ 富岡 28 0478 下黒岩 一丁八丁西 

Ⅰ 富岡 28 0479 下黒岩 向戸 

Ⅰ 富岡 28 0480 下黒岩 山際 

Ⅰ 富岡 28 0481 下黒岩 下黒岩 

Ⅰ 富岡 28 0482 上高尾 富岡日向（B） 

Ⅰ 富岡 28 0483 上高尾 富岡日向（A） 

Ⅰ 富岡 28 0484 下高尾 大鳥 

Ⅰ 富岡 28 0485 藤木 藤木 

Ⅰ 富岡 28 0486 桑原 桑原 

Ⅰ 富岡 28 0487 桑原 平和橋北 

Ⅰ 富岡 28 0488 小桑原 小桑原 

Ⅰ 富岡 28 0489 上高尾 高橋 

Ⅰ 富岡 28 0490 蕨 一の坂 

Ⅰ 富岡 28 0491 上黒岩 宮本 

Ⅰ 富岡 28 0492 下黒岩 向戸（B） 

Ⅰ 富岡 29 0493 黒川 黒川1 

Ⅰ 富岡 29 0494 蕨 蕨2 

Ⅰ 富岡 29 0495 小野 小桑原3 

Ⅰ 富岡 29 0496 小野 桑原2 

Ⅰ 富岡 29 0497 藤木 藤木2 

Ⅰ 富岡 29 0498 藤木 藤木大島1 

Ⅰ 富岡 29 0499 下高尾 下高尾2 

Ⅰ 富岡 29 0500 富岡 小田谷1 

Ⅰ 富岡 29 0501 君川 君川1 

Ⅰ 富岡 29 0502 星田 上星田1 

Ⅰ 富岡 29 0503 南蛇井 梅沢3 

Ⅰ 富岡 29 0504 南蛇井 千平1 

Ⅰ 富岡 29 0505 宮崎 宮崎2 

Ⅰ 富岡 29 0506 下岩染 岩染3 

Ⅰ 富岡 29 0507 岡本 岡本 

Ⅰ 富岡 29 0508 中高瀬 中高瀬 

Ⅰ 富岡 29 0542 妙義町菅原 菅原 

Ⅰ 富岡 29 0543 妙義町菅原 尾崎 

Ⅰ 富岡 29 0544 妙義町菅原 丁 

Ⅰ 富岡 29 0545 妙義町諸戸 妙義日向 

Ⅰ 富岡 29 0546 妙義町行沢 行沢（A） 

Ⅰ 富岡 29 0547 妙義町妙義 妙義 

Ⅰ 富岡 29 0548 妙義町大牛 妙義（B） 
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Ⅰ 富岡 29 0549 妙義町大牛 大牛 

Ⅰ 富岡 29 0550 妙義町古立 北山 

Ⅰ 富岡 29 0551 妙義町中里 中里 

Ⅰ 富岡 29 0552 妙義町古立 天沢 

Ⅰ 富岡 29 0553 妙義町諸戸 妙義日向（B） 

Ⅰ 富岡 29 0554 妙義町上高田 上十二 

Ⅰ 富岡 29 0555 妙義町上高田 下十二 

Ⅰ 富岡 29 0556 妙義町上高田 山下 

Ⅰ 富岡 29 0557 妙義町下高田 久原（C） 

Ⅰ 富岡 29 0558 妙義町下高田 久原（A） 

Ⅰ 富岡 29 0559 妙義町下高田 久原（B） 

Ⅰ 富岡 29 0560 妙義町下高田 三ツ屋（B） 

Ⅰ 富岡 29 0561 妙義町下高田 三ツ屋 

Ⅰ 富岡 29 0562 妙義町下高田 新光寺 

Ⅰ 富岡 29 0563 妙義町下高田 本村 

Ⅰ 富岡 29 0564 妙義町菅原 町 

Ⅰ 富岡 29 0565 妙義町八木連 大久保 

Ⅰ 富岡 29 0566 妙義町大牛 中村 

Ⅰ 富岡 29 0567 妙義町菅原 打越4 

Ⅱ 富岡 29 2542 上黒岩 打越1 

Ⅱ 富岡 29 2543 上黒岩 上黒岩1 

Ⅱ 富岡 29 2544 上黒岩 上黒岩2 

Ⅱ 富岡 29 2545 上黒岩 上黒岩3 

Ⅱ 富岡 29 2546 上黒岩 上黒岩4 

Ⅱ 富岡 29 2547 上黒岩 上黒岩6 

Ⅱ 富岡 29 2548 宇田 宇田1 

Ⅱ 富岡 29 2549 黒川 黒川2 

Ⅱ 富岡 29 2550 下丹生 ミスノ上1 

Ⅱ 富岡 29 2551 下丹生 下丹生1 

Ⅱ 富岡 30 2552 上丹生 小屋敷1 

Ⅱ 富岡 30 2553 上丹生 上丹生1 

Ⅱ 富岡 30 2554 上丹生 上丹生2 

Ⅱ 富岡 30 2555 上丹生 上丹生3 

Ⅱ 富岡 30 2556 原 原14 

Ⅱ 富岡 30 2557 原 原15 

Ⅱ 富岡 30 2558 原 原17 

Ⅱ 富岡 30 2559 蕨 坂1 

Ⅱ 富岡 30 2560 蕨 坂2 

Ⅱ 富岡 30 2561 蕨 蕨1 

Ⅱ 富岡 30 2562 蕨 蕨3 

Ⅱ 富岡 30 2563 蕨 根古谷3 

Ⅱ 富岡 30 2564 蕨 根古谷4 

Ⅱ 富岡 30 2565 下黒岩 下黒岩1 

Ⅱ 富岡 30 2566 小野 小桑原1 

Ⅱ 富岡 30 2567 小野 小桑原4 

Ⅱ 富岡 30 2568 小野 桑原1 

Ⅱ 富岡 30 2569 桑原 桑原3 

Ⅱ 富岡 30 2570 相野田 相野田1 

Ⅱ 富岡 30 2571 相野田 相野田2 
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Ⅱ 富岡 30 2572 相野田 相野田3 

Ⅱ 富岡 30 2573 藤木 藤木1 

Ⅱ 富岡 30 2574 藤木 藤木3 

Ⅱ 富岡 30 2575 藤木 藤木4 

Ⅱ 富岡 30 2576 藤木 藤木5 

Ⅱ 富岡 31 2577 下高尾 下高尾1 

Ⅱ 富岡 31 2578 下高尾 下高尾4 

Ⅱ 富岡 31 2579 上黒岩 宮本2 

Ⅱ 富岡 31 2580 君川 君川2 

Ⅱ 富岡 31 2581 星田 星田1 

Ⅱ 富岡 31 2582 後賀 後賀1 

Ⅱ 富岡 31 2583 後賀 後賀2 

Ⅱ 富岡 31 2584 南蛇井 梅沢2 

Ⅱ 富岡 31 2585 南蛇井 千平2 

Ⅱ 富岡 31 2586 南蛇井 東1 

Ⅱ 富岡 31 2587 南蛇井 南蛇井1 

Ⅱ 富岡 31 2588 中沢 井出1 

Ⅱ 富岡 31 2589 中沢 日向13 

Ⅱ 富岡 31 2590 中沢 中沢5 

Ⅱ 富岡 31 2591 中沢 中沢6 

Ⅱ 富岡 31 2592 中沢 中沢7 

Ⅱ 富岡 31 2593 蚊沼 蚊沼1 

Ⅱ 富岡 31 2594 蚊沼 蚊沼2 

Ⅱ 富岡 31 2595 妙義町下高田 明戸1 

Ⅱ 富岡 31 2596 妙義町下高田 明戸2 

Ⅱ 富岡 31 2597 妙義町下高田 明戸3 

Ⅱ 富岡 31 2598 妙義町下高田 本村1 

Ⅱ 富岡 31 2599 妙義町下高田 虻田1 

Ⅱ 富岡 31 2600 妙義町下高田 三ツ屋1 

Ⅱ 富岡 31 2601 妙義町下高田 下福寺1 

Ⅱ 富岡 31 2602 妙義町八木連 上八木連1 

Ⅱ 富岡 31 2603 妙義町八木連 上八木連2 

Ⅱ 富岡 31 2604 妙義町八木連 大久保14 

Ⅱ 富岡 31 2605 妙義町古立 上村1 

Ⅱ 富岡 31 2606 妙義町大牛 日向1 

Ⅱ 富岡 31 2607 妙義町行沢 行沢5 

Ⅱ 富岡 31 2608 妙義町菅原 尾崎1 

Ⅱ 富岡 31 2609 妙義町菅原 尾崎2 

Ⅱ 富岡 31 2610 妙義町菅原 打越2 

Ⅱ 富岡 31 2611 妙義町菅原 打越3 

Ⅱ 富岡 31 2612 妙義町菅原 宿3 

Ⅱ 富岡 31 2613 妙義町菅原 町1 

Ⅱ 富岡 31 2614 妙義町菅原 川後石1 

Ⅱ 富岡 31 2615 妙義町上高田 上十二イ 

Ⅱ 富岡  4219 神成 神成 

Ⅱ 富岡  4220 一宮 一宮 

Ⅱ 富岡  4221 南後箇 南後箇 

Ⅱ 富岡  4222 南後箇 南後箇1 

Ⅱ 富岡  4223 南後箇 南後箇3 
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Ⅱ 富岡  4224 南後箇 南後箇3 

Ⅱ 富岡  4225 岡本 岡本 

Ⅱ 富岡  4226 南後箇 南後箇4 

Ⅱ 富岡  4227 南後箇 南後箇5 

Ⅱ 富岡  4228 野上 野上2 

Ⅱ 富岡  4229 野上 野上3 

Ⅱ 富岡  4230 野上 野上5 

Ⅱ 富岡  4231 野上 野上6 

Ⅱ 富岡  4232 野上 野上8 

Ⅱ 富岡  4233 上岩染 岩染 

Ⅱ 富岡  4234 岩染 岩染4 

Ⅱ 富岡  4235 岩染 岩染4 

Ⅱ 富岡  4236 岡本 岡本2 

Ⅱ 富岡  4237 岡本 岡本4 

Ⅱ 富岡  4238 岡本 岡本5 

Ⅱ 富岡  4239 岡本 岡本7 

Ⅲ 富岡  5062 上黒岩 上黒岩5 

Ⅲ 富岡  5063 原 原16 

Ⅲ 富岡  5064 小野 小桑原2 

Ⅲ 富岡  5065 妙義町下高田 明戸4 

Ⅲ 富岡  5066 妙義町中里 中里イ 

Ⅲ 富岡  5067 妙義町八木連 上八木連イ 
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平成22年４月１日現在 
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2 平成18年３月24日 第221号 9 

中高瀬、下黒岩、黒川、

一ノ宮、内匠、富岡、 

宇田、別保、七日市 

25 12 37 21 6 27 

13 平成20年５月13日 第226号 27 相野田ほか26区域 187 49 236 186 30 216 

18 平成21年３月13日 第 77号 11 妙義町菅原ほか10区域 100 33 133 93 25 118 

  47  312 94 406 300 61 361 

注）１ 土砂災害警戒区域：急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生

ずるおそれがあると認められる土地の区域で、土砂災害を防止するために警戒避難体制を特

に整備すべき土地の区域 

  ２ 土砂災害特別警戒区域：上記土砂災害警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には

建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土

地の区域で、一定の開発行為の制限及び居室を有する建築物の構造の規制をすべき土地の区域 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0508 中高瀬 中高瀬 H18.3.24 221 1 1   

2565 下黒岩1 下黒岩 H18.3.24 221 1 1   

0463 芦田 下黒岩 H18.3.24 221 1 1   

0464 新和団地 下黒岩 H18.3.24 221 1 1   

0478 一丁八丁西 下黒岩 H18.3.24 221 1 1   

0479 向戸 下黒岩 H18.3.24 221 1 1   

0480 山際 下黒岩 H18.3.24 221 1 1   

0481 下黒岩 下黒岩 H18.3.24 221 1 1   

0492 向戸（B） 下黒岩 H18.3.24 221 1 1   

210-Ⅰ-016 下黒岩田中沢 下黒岩 H18.3.24 221   1 1 

210-Ⅰ-022 関口沢 下黒岩 H18.3.24 221   1 1 

210-Ⅱ-018 堂谷沢 下黒岩 H18.3.24 221   1 1 

0460 蕨 黒川 H18.3.24 221 1 1   

0461 黒川（B） 黒川 H18.3.24 221 1    

0462 別保（B） 黒川 H18.3.24 221 1 1   

0493 黒川1 黒川 H18.3.24 221 1 1   

2549 黒川2 黒川 H18.3.24 221 1 1   

210-Ⅰ-013 黒川御霊沢 黒川 H18.3.24 221   1  

210-Ⅰ-014 黒川上機足沢 黒川 H18.3.24 221   1  

210-Ｊ-001 黒川A 黒川 H18.3.24 221   1  

210-Ｊ-002 黒川B 黒川 H18.3.24 221   1 1 

210-Ｊ-003 黒川C 黒川 H18.3.24 221   1  

210-Ｊ-004 黒川D 黒川 H18.3.24 221   1  

210-Ｊ-005 黒川E 黒川 H18.3.24 221   1  

0452 引土 一ノ宮 H18.3.24 221 1    

4220 一宮 一ノ宮 H18.3.24 221 1 1   

210-Ⅰ-012 一ノ宮坂井沢 一ノ宮 H18.3.24 221   1 1 

210-Ⅱ-013 坂井金桐沢 一ノ宮 H18.3.24 221   1 1 

0434 芝宮 内匠 H18.3.24 221 1 1   

0454 内匠谷津 内匠 H18.3.24 221 1 1   

0455 内匠東 内匠 H18.3.24 221 1 1   

0467 山下橋北 富岡 H18.3.24 221 1 1   

0500 小田谷1 富岡 H18.3.24 221 1 1   
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2548 宇田1 宇田 H18.3.24 221 1 1   

0465 別保 別保 H18.3.24 221 1 1   

0466 城山下 別保 H18.3.24 221 1    

0453 七日市 七日市 H18.3.24 221 1    

k0433 富士見台 相野田 H20.5.13 226 1 1   

k0442 君川（C） 君川 H20.5.13 226 1 1   

k0459 新田 上黒岩 H20.5.13 226 1 1   

k0468 君川（B） 君川 H20.5.13 226 1 1   

k0469 君川（A） 君川 H20.5.13 226 1 1   

k0470 虚空蔵前 星田 H20.5.13 226 1 1   

k0471 星田 星田 H20.5.13 226 1 1   

k0472-1 打越-1 上黒岩 H20.5.13 226 1 1   

k0472-2 打越-2 上黒岩 H20.5.13 226 1 1   

k0473-1 深町-1 上黒岩 H20.5.13 226 1 1   

k0473-2 深町-2 上黒岩 H20.5.13 226 1 1   

k0473-3 深町-3 上黒岩 H20.5.13 226 1 1   

k0473-4 深町-4 上黒岩 H20.5.13 226 1 1   

k0474 上黒岩 上黒岩 H20.5.13 226 1 1   

k0475-1 機足（B）-1 上黒岩 H20.5.13 226 1 1   

k0475-2 機足（B）-2 上黒岩 H20.5.13 226 1 1   

k0475-3 機足（B）-3 上黒岩 H20.5.13 226 1 1   

k0476-1 機足-1 上黒岩 H20.5.13 226 1 1   

k0476-2 機足-2 上黒岩 H20.5.13 226 1 1   

k0476-3 機足-3 上黒岩 H20.5.13 226 1 1   

k0476-4 機足-4 上黒岩 H20.5.13 226 1 1   

k0476-5 機足-5 上黒岩 H20.5.13 226 1 1   

k0477-1 大日-1 上黒岩 H20.5.13 226 1 1   

k0477-2 大日-2 上黒岩 H20.5.13 226 1 1   

k0477-3 大日-3 上黒岩 H20.5.13 226 1 1   

k0477-4 大日-4 上黒岩 H20.5.13 226 1 1   

k0483-1 富岡日向（A）-1 上高尾 H20.5.13 226 1 1   

k0483-2 富岡日向（A）-2 上高尾 H20.5.13 226 1 1   

k0483-3 富岡日向（A）-3 上高尾 H20.5.13 226 1 1   

k0484 大鳥 下高尾 H20.5.13 226 1 1   

k0485 藤木 藤木 H20.5.13 226 1 1   

k0486-1 桑原-1 桑原 H20.5.13 226 1 1   

k0486-2 桑原-2 桑原 H20.5.13 226 1 1   

k0486-3 桑原-3 桑原 H20.5.13 226 1 1   

k0487-1 平和橋北-1 桑原 H20.5.13 226 1 1   

k0487-2 平和橋北-2 桑原 H20.5.13 226 1 1   

k0487-3 平和橋北-3 桑原 H20.5.13 226 1 1   

k0488-1 小桑原-1 小桑原 H20.5.13 226 1 1   

k0488-2 小桑原-2 小桑原 H20.5.13 226 1 1   

k0488-3 小桑原-3 小桑原 H20.5.13 226 1 1   

k0488-4 小桑原-4 小桑原 H20.5.13 226 1 1   

k0488-5 小桑原-5 小桑原 H20.5.13 226 1 1   

k0488-6 小桑原-6 小桑原 H20.5.13 226 1 1   

k0489 高橋 上高尾 H20.5.13 226 1 1   

k0490-1 一の坂-1 蕨 H20.5.13 226 1    

k0490-2 一の坂-2 蕨 H20.5.13 226 1 1   

k0490-3 一の坂-3 蕨 H20.5.13 226 1 1   

k0491 宮本 上黒岩 H20.5.13 226 1 1   

k0494 蕨2 蕨 H20.5.13 226 1 1   

k0495 小桑原3 小野 H20.5.13 226 1 1   

k0496 桑原2 小野 H20.5.13 226 1 1   

k0497 藤木2 藤木 H20.5.13 226 1 1   
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k0498 藤木大島1 藤木 H20.5.13 226 1 1   

k0499 下高尾2 下高尾 H20.5.13 226 1 1   

k0501 君川1 君川 H20.5.13 226 1 1   

k0502 上星田1 星田 H20.5.13 226 1 1   

k2542-1 打越1-1 上黒岩 H20.5.13 226 1 1   

k2542-2 打越1-2 上黒岩 H20.5.13 226 1 1   

k2543 上黒岩1 上黒岩 H20.5.13 226 1 1   

k2544-1 上黒岩2-1 上黒岩 H20.5.13 226 1 1   

k2544-2 上黒岩2-2 上黒岩 H20.5.13 226 1 1   

k2545 上黒岩3 上黒岩 H20.5.13 226 1 1   

k2546 上黒岩4 上黒岩 H20.5.13 226 1 1   

k2547 上黒岩6 上黒岩 H20.5.13 226 1 1   

k2559-1 坂1-1 蕨 H20.5.13 226 1 1   

k2559-2 坂1-2 蕨 H20.5.13 226 1 1   

k2560-1 坂2-1 蕨 H20.5.13 226 1 1   

k2560-2 坂2-2 蕨 H20.5.13 226 1 1   

k2561 蕨1 蕨 H20.5.13 226 1 1   

k2562 蕨3 蕨 H20.5.13 226 1 1   

k2563 根古屋3 蕨 H20.5.13 226 1 1   

k2564 根古屋4 蕨 H20.5.13 226 1 1   

k2566 小桑原1 小野 H20.5.13 226 1 1   

k2567 小桑原4 小野 H20.5.13 226 1 1   

k2568 桑原1 小野 H20.5.13 226 1 1   

k2569 桑原3 桑原 H20.5.13 226 1 1   

k2570 相野田1 相野田 H20.5.13 226 1 1   

k2571 相野田2 相野田 H20.5.13 226 1 1   

k2572 相野田3 相野田 H20.5.13 226 1 1   

k2573 藤木1 藤木 H20.5.13 226 1 1   

k2574 藤木3 藤木 H20.5.13 226 1 1   

k2575 藤木4 藤木 H20.5.13 226 1 1   

k2576-1 藤木5-1 藤木 H20.5.13 226 1 1   

k2576-2 藤木5-2 藤木 H20.5.13 226 1 1   

k2577 下高尾1 下高尾 H20.5.13 226 1 1   

k2578 下高尾4 下高尾 H20.5.13 226 1 1   

k2579 宮本2 上黒岩 H20.5.13 226 1 1   

k2580 君川2 君川 H20.5.13 226 1 1   

k2581 星田1 星田 H20.5.13 226 1 1   

k2582 後賀1 後賀 H20.5.13 226 1 1   

k2583 後賀2 後賀 H20.5.13 226 1 1   

k5062 上黒岩5 上黒岩 H20.5.13 226 1 1   

k5064 小桑原2 小野 H20.5.13 226 1 1   

k0435-1 南蛇井西-1 南蛇井 H20.5.13 226 1 1   

k0435-2 南蛇井西-2 南蛇井 H20.5.13 226 1 1   

k0435-3 南蛇井西-3 南蛇井 H20.5.13 226 1 1   

k0436-1 一本榎-1 南蛇井 H20.5.13 226 1 1   

k0436-2 一本榎-2 南蛇井 H20.5.13 226 1 1   

k0436-3 一本榎-3 南蛇井 H20.5.13 226 1 1   

k0437-1 破風前場-1 南蛇井 H20.5.13 226 1 1   

k0437-2 破風前場-2 南蛇井 H20.5.13 226 1 1   

k0438 中沢 中沢 H20.5.13 226 1 1   

k0439 蚊沼 南蛇井 H20.5.13 226 1 1   

k0440-1 新堀-1 神成 H20.5.13 226 1 1   

k0440-2 新堀-2 神成 H20.5.13 226 1 1   

k0441-1 神成（Ⅰ）-1 神成 H20.5.13 226 1 1   

k0441-2 神成（Ⅰ）-2 神成 H20.5.13 226 1 1   

k0441-3 神成（Ⅰ）-3 神成 H20.5.13 226 1 1   
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k0441-4 神成（Ⅰ）-4 神成 H20.5.13 226 1 1   

k0441-5 神成（Ⅰ）-5 神成 H20.5.13 226 1 1   

k0441-6 神成（Ⅰ）-6 神成 H20.5.13 226 1 1   

k0441-7 神成（Ⅰ）-7 神成 H20.5.13 226 1 1   

k0441-8 神成（Ⅰ）-8 神成 H20.5.13 226 1 1   

k0441-9 神成（Ⅰ）-9 神成 H20.5.13 226 1 1   

k0443 宮崎 宮崎 H20.5.13 226 1 1   

k0444-1 大島-1 大島 H20.5.13 226 1 1   

k0444-2 大島-2 大島 H20.5.13 226 1 1   

k0445 長福寺 野上 H20.5.13 226 1 1   

k0446 長福寺南 野上 H20.5.13 226 1 1   

k0447-1 甲日向-1 野上 H20.5.13 226 1 1   

k0447-2 甲日向-2 野上 H20.5.13 226 1 1   

k0448-1 野上-1 野上 H20.5.13 226 1 1   

k0448-2 野上-2 野上 H20.5.13 226 1 1   

k0449-1 宮城-1 野上 H20.5.13 226 1 1   

k0449-2 宮城-2 野上 H20.5.13 226 1 1   

k0449-3 宮城-3 野上 H20.5.13 226 1 1   

k0450-1 岩染（Ⅰ）-1 岩染 H20.5.13 226 1 1   

k0450-2 岩染（Ⅰ）-2 岩染 H20.5.13 226 1 1   

k0450-3 岩染（Ⅰ）-3 岩染 H20.5.13 226 1 1   

k0450-4 岩染（Ⅰ）-4 岩染 H20.5.13 226 1 1   

k0451 浅香入 後箇 H20.5.13 226 1 1   

k0456 岡本鍛冶屋 岡本 H20.5.13 226 1 1   

k0457 千足日向 上丹生 H20.5.13 226 1 1   

k0458 丹生公民館 上丹生 H20.5.13 226 1 1   

k0503 梅沢3 南蛇井 H20.5.13 226 1 1   

k0504 千平1 南蛇井 H20.5.13 226 1 1   

k0505-1 宮崎-1 宮崎 H20.5.13 226 1 1   

k0505-2 宮崎-2 宮崎 H20.5.13 226 1 1   

k0506 岩染3 下岩染 H20.5.13 226 1 1   

k0507-1 岡本-1 岡本 H20.5.13 226 1 1   

k0507-2 岡本-2 岡本 H20.5.13 226 1 1   

k2550 ミスノ上1 下丹生 H20.5.13 226 1 1   

k2551 下丹生1 下丹生 H20.5.13 226 1 1   

k2552 小屋敷1 上丹生 H20.5.13 226 1 1   

k2553 上丹生1 上丹生 H20.5.13 226 1 1   

k2554 上丹生2 上丹生 H20.5.13 226 1 1   

k2555 上丹生3 上丹生 H20.5.13 226 1 1   

k2556-1 原14-1 原 H20.5.13 226 1 1   

k2556-2 原14-2 原 H20.5.13 226 1 1   

k2557 原15 原 H20.5.13 226 1 1   

k2558 原17 原 H20.5.13 226 1 1   

k2584 梅沢2 南蛇井 H20.5.13 226 1 1   

k2585 千平2 南蛇井 H20.5.13 226 1 1   

k2586 東1 南蛇井 H20.5.13 226 1 1   

k2587-1 南蛇井1-1 南蛇井 H20.5.13 226 1 1   

k2587-2 南蛇井1-2 南蛇井 H20.5.13 226 1 1   

k2588 井出1 中沢 H20.5.13 226 1 1   

k2589 日向13 中沢 H20.5.13 226 1 1   

k2590 中沢5 中沢 H20.5.13 226 1 1   

k2591 中沢6 中沢 H20.5.13 226 1 1   

k2592 中沢7 中沢 H20.5.13 226 1 1   

k2593 蚊沼1 蚊沼 H20.5.13 226 1 1   

k2594 蚊沼2 蚊沼 H20.5.13 226 1 1   

k4219-1 神成（Ⅱ）-1 神成 H20.5.13 226 1 1   
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k4219-2 神成（Ⅱ）-2 神成 H20.5.13 226 1 1   

k4221 南後箇 南後箇 H20.5.13 226 1 1   

k4222 南後箇1 南後箇 H20.5.13 226 1 1   

k4223 南後箇2 南後箇 H20.5.13 226 1 1   

k4224 南後箇3 南後箇 H20.5.13 226 1 1   

k4225 岡本 岡本 H20.5.13 226 1 1   

k4226 南後箇4 南後箇 H20.5.13 226 1 1   

k4227 南後箇5 南後箇 H20.5.13 226 1 1   

k4228 野上2 野上 H20.5.13 226 1 1   

k4229 野上3 野上 H20.5.13 226 1 1   

k4230 野上5 野上 H20.5.13 226 1 1   

k4231 野上6 野上 H20.5.13 226 1 1   

k4232 野上8 野上 H20.5.13 226 1 1   

k4233-1 岩染（Ⅱ）-1 上岩染 H20.5.13 226 1 1   

k4233-2 岩染（Ⅱ）-2 上岩染 H20.5.13 226 1 1   

k4233-3 岩染（Ⅱ）-3 上岩染 H20.5.13 226 1 1   

k4234 岩染4A 岩染 H20.5.13 226 1 1   

k4235 岩染4B 岩染 H20.5.13 226 1 1   

k4236 岡本2 岡本 H20.5.13 226 1 1   

k4237 岡本4 岡本 H20.5.13 226 1 1   

k4238 岡本5 岡本 H20.5.13 226 1 1   

k4239 岡本7 岡本 H20.5.13 226 1 1   

k5063 原16 原 H20.5.13 226 1 1   

210-Ⅰ-027 下高尾大鳥沢 藤木 H20.5.13 226   1  

210-Ⅰ-028 桑原金屎沢 藤木 H20.5.13 226   1 1 

210-Ⅱ-019 小浜北沢 藤木 H20.5.13 226   1  

210-Ⅱ-020-1 小浜南沢-1 藤木 H20.5.13 226   1 1 

210-Ⅱ-020-2 小浜南沢-2 藤木 H20.5.13 226   1  

210-Ⅰ-029 蕨一ノ沢東沢 蕨 H20.5.13 226   1  

210-Ⅰ-023 上高尾高橋沢 上高尾 H20.5.13 226   1 1 

210-Ⅰ-024 上高尾千福寺沢 上高尾 H20.5.13 226   1  

210-Ⅰ-025 下高尾壱丁目沢 上高尾 H20.5.13 226   1 1 

210-Ⅰ-026 上高尾東日向沢 上高尾 H20.5.13 226   1 1 

210-Ⅰ-015a 星田寺ノ入沢a 星田 H20.5.13 226   1 1 

210-Ⅰ-015b 星田寺ノ入沢b 星田 H20.5.13 226   1  

210-Ⅰ-015c 星田寺ノ入沢c 星田 H20.5.13 226   1 1 

210-Ⅱ-014 後賀笹谷沢 後賀 H20.5.13 226   1 1 

210-Ⅰ-017 上黒岩機足東沢 上黒岩 H20.5.13 226   1  

210-Ⅰ-018 上黒岩機足西沢 上黒岩 H20.5.13 226   1  

210-Ⅰ-019 上黒岩深町北沢 上黒岩 H20.5.13 226   1  

210-Ⅰ-020 上黒岩深町西沢（Ⅰ） 上黒岩 H20.5.13 226   1 1 

210-Ⅰ-021 鍛冶谷沢 上黒岩 H20.5.13 226   1  

210-Ⅱ-015 上黒岩深町西沢（Ⅱ） 上黒岩 H20.5.13 226   1  

210-Ⅱ-016 上黒岩赤城沢 上黒岩 H20.5.13 226   1 1 

210-Ⅱ-017 赤城東沢 上黒岩 H20.5.13 226   1  

210-Ⅰ-010a 南蛇井勧学寺沢a 中沢 H20.5.13 226   1 1 

210-Ⅰ-010b 南蛇井勧学寺沢b 中沢 H20.5.13 226   1 1 

210-Ⅰ-005 南蛇井小倉川 南蛇井 H20.5.13 226   1 1 

210-Ⅰ-006 小倉橋上沢 南蛇井 H20.5.13 226   1 1 

210-Ⅰ-007 南蛇井最興寺沢 南蛇井 H20.5.13 226   1  

210-Ⅰ-008 南蛇井稲荷沢 南蛇井 H20.5.13 226   1 1 

210-Ⅰ-009 南蛇井普文寺沢 南蛇井 H20.5.13 226   1 1 

210-Ⅱ-009a 南蛇井梅沢沢a 南蛇井 H20.5.13 226   1  

210-Ⅱ-009b 南蛇井梅沢沢b 南蛇井 H20.5.13 226   1 1 

210-Ⅱ-009c 南蛇井梅沢沢c 南蛇井 H20.5.13 226   1 1 

210-Ⅱ-010 南蛇井赤谷沢 南蛇井 H20.5.13 226   1 1 
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210-Ⅱ-011 南蛇井満福寺沢 南蛇井 H20.5.13 226   1  

210-Ⅰ-011 神成糸出鐘ケ谷沢 神成 H20.5.13 226   1  

210-Ⅱ-012 神成糸出中組沢 神成 H20.5.13 226   1 1 

210-Ⅰ-003 額部根石沢東 野上 H20.5.13 226   1 1 

210-Ⅰ-004 野上宮城沢 野上 H20.5.13 226   1 1 

210-Ⅱ-005 額部根石沢北 野上 H20.5.13 226   1 1 

210-Ⅱ-006 野上一ノ沢 野上 H20.5.13 226   1 1 

210-Ⅱ-007 野上乙日向沢 野上 H20.5.13 226   1 1 

210-Ⅱ-008 根上日向沢 野上 H20.5.13 226   1 1 

210-Ⅰ-002 岩染高見沢 岩染 H20.5.13 226   1 1 

210-Ⅱ-003 岩染岡簿沢 岩染 H20.5.13 226   1 1 

210-Ⅱ-004 岩染藤田沢 岩染 H20.5.13 226   1 1 

210-Ⅰ-001 浅香入涸沢沢 南後箇 H20.5.13 226   1 1 

210-Ⅱ-001 浅香入不動沢 南後箇 H20.5.13 226   1  

210-Ⅱ-002a 南後箇大口沢a 南後箇 H20.5.13 226   1  

210-Ⅱ-002b 南後箇大口沢b 南後箇 H20.5.13 226   1  

0542-1 菅原-1 妙義町菅原 H21.3.13 77 1 1   

0542-2 菅原-2 妙義町菅原 H21.3.13 77 1 1   

0543-1 尾崎-1 妙義町菅原 H21.3.13 77 1 1   

0543-2 尾崎-2 妙義町菅原 H21.3.13 77 1    

544 丁 妙義町菅原 H21.3.13 77 1 1   

0545-1 妙義日向-1 妙義町諸戸 H21.3.13 77 1 1   

0545-2 妙義日向-2 妙義町諸戸 H21.3.13 77 1 1   

0545-3 妙義日向-3 妙義町諸戸 H21.3.13 77 1 1   

0545-4 妙義日向-4 妙義町諸戸 H21.3.13 77 1 1   

0545-5 妙義日向-5 妙義町諸戸 H21.3.13 77 1 1   

0545-6 妙義日向-6 妙義町諸戸 H21.3.13 77 1 1   

546 行沢（A） 妙義町行沢 H21.3.13 77 1 1   

0547-1 妙義-1 妙義町妙義 H21.3.13 77 1 1   

0547-2 妙義-2 妙義町妙義 H21.3.13 77 1 1   

0547-3 妙義-3 妙義町妙義 H21.3.13 77 1 1   

0548-1 妙義（B）-1 妙義町大牛 H21.3.13 77 1 1   

0548-2 妙義（B）-2 妙義町大牛 H21.3.13 77 1 1   

0548-3 妙義（B）-3 妙義町大牛 H21.3.13 77 1 1   

0549-1 大牛-1 妙義町大牛 H21.3.13 77 1 1   

0549-2 大牛-2 妙義町大牛 H21.3.13 77 1 1   

0549-3 大牛-3 妙義町大牛 H21.3.13 77 1 1   

0549-4 大牛-4 妙義町大牛 H21.3.13 77 1 1   

0550-1 北山-1 妙義町古立 H21.3.13 77 1 1   

0550-2 北山-2 妙義町古立 H21.3.13 77 1 1   

0550-3 北山-3 妙義町古立 H21.3.13 77 1 1   

0550-4 北山-4 妙義町古立 H21.3.13 77 1    

0551-1 中里-1 妙義町中里 H21.3.13 77 1 1   

0551-2 中里-2 妙義町中里 H21.3.13 77 1 1   

0551-3 中里-3 妙義町中里 H21.3.13 77 1    

0551-4 中里-4 妙義町中里 H21.3.13 77 1 1   

0552-1 天沢-1 妙義町古立 H21.3.13 77 1 1   

0552-2 天沢-2 妙義町古立 H21.3.13 77 1 1   

0553-1 妙義日向（B）-1 妙義町諸戸 H21.3.13 77 1 1   

0553-2 妙義日向（B）-2 妙義町諸戸 H21.3.13 77 1 1   

0553-3 妙義日向（B）-3 妙義町諸戸 H21.3.13 77 1    

0553-4 妙義日向（B）-4 妙義町諸戸 H21.3.13 77 1 1   

554 上十二 妙義町上高田 H21.3.13 77 1 1   

0555-1 上十二-1 妙義町上高田 H21.3.13 77 1 1   

0555-2 上十二-2 妙義町上高田 H21.3.13 77 1    

0555-3 上十二-3 妙義町上高田 H21.3.13 77 1 1   
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0556-1 山下-1 妙義町上高田 H21.3.13 77 1 1   

0556-2 山下-2 妙義町上高田 H21.3.13 77 1    

0556-3 山下-3 妙義町上高田 H21.3.13 77 1 1   

0556-4 山下-4 妙義町上高田 H21.3.13 77 1 1   

0556-5 山下-5 妙義町上高田 H21.3.13 77 1 1   

557 久原（C） 妙義町下高田 H21.3.13 77 1 1   

558 久原（A） 妙義町下高田 H21.3.13 77 1 1   

559 久原（B） 妙義町下高田 H21.3.13 77 1 1   

0560-1 三ツ屋（B）-1 妙義町下高田 H21.3.13 77 1 1   

0560-2 三ツ屋（B）-2 妙義町下高田 H21.3.13 77 1 1   

0560-3 三ツ屋（B）-3 妙義町下高田 H21.3.13 77 1 1   

0561-1 三ツ屋-1 妙義町下高田 H21.3.13 77 1 1   

0561-2 三ツ屋-2 妙義町下高田 H21.3.13 77 1 1   

0561-3 三ツ屋-3 妙義町下高田 H21.3.13 77 1 1   

0561-4 三ツ屋-4 妙義町下高田 H21.3.13 77 1 1   

0562-1 新光寺-1 妙義町下高田 H21.3.13 77 1 1   

0562-2 新光寺-2 妙義町下高田 H21.3.13 77 1 1   

0563-1 本村-1 妙義町下高田 H21.3.13 77 1 1   

0563-2 本村-2 妙義町下高田 H21.3.13 77 1 1   

564 町 妙義町菅原 H21.3.13 77 1    

0565-1 大久保-1 妙義町八木連 H21.3.13 77 1 1   

0565-2 大久保-2 妙義町八木連 H21.3.13 77 1 1   

0565-3 大久保-3 妙義町八木連 H21.3.13 77 1 1   

0566-1 中村2-1 妙義町大牛 H21.3.13 77 1 1   

0566-2 中村2-2 妙義町大牛 H21.3.13 77 1 1   

0566-3 中村2-3 妙義町大牛 H21.3.13 77 1 1   

0566-4 中村2-4 妙義町大牛 H21.3.13 77 1 1   

0566-5 中村2-5 妙義町大牛 H21.3.13 77 1 1   

0566-6 中村2-6 妙義町大牛 H21.3.13 77 1 1   

567 打越4 妙義町菅原 H21.3.13 77 1 1   

2595 明戸1 妙義町下高田 H21.3.13 77 1 1   

2596 明戸2 妙義町下高田 H21.3.13 77 1 1   

2597-1 明戸3-1 妙義町下高田 H21.3.13 77 1 1   

2597-2 明戸3-2 妙義町下高田 H21.3.13 77 1 1   

2598 本村1 妙義町下高田 H21.3.13 77 1 1   

2599 虻田1 妙義町下高田 H21.3.13 77 1 1   

Jan-00 三ツ屋1-1 妙義町下高田 H21.3.13 77 1 1   

Feb-00 三ツ屋1-2 妙義町下高田 H21.3.13 77 1 1   

Mar-00 三ツ屋1-3 妙義町下高田 H21.3.13 77 1 1   

2601 下福寺1 妙義町下高田 H21.3.13 77 1 1   

2602 上八木連1 妙義町八木連 H21.3.13 77 1 1   

2603 上八木連2 妙義町八木連 H21.3.13 77 1 1   

2604 大久保14 妙義町八木連 H21.3.13 77 1 1   

2605 上村1 妙義町古立 H21.3.13 77 1 1   

Jan-06 日向1-1 妙義町大牛 H21.3.13 77 1 1   

Feb-06 日向1-2 妙義町大牛 H21.3.13 77 1 1   

Jan-07 行沢5-1 妙義町行沢 H21.3.13 77 1 1   

Feb-07 行沢5-2 妙義町行沢 H21.3.13 77 1 1   

2608 尾崎1 妙義町菅原 H21.3.13 77 1 1   

2609 尾崎2 妙義町菅原 H21.3.13 77 1 1   

2610 打越2 妙義町菅原 H21.3.13 77 1 1   

2611 打越3 妙義町菅原 H21.3.13 77 1 1   

2612 宿3 妙義町菅原 H21.3.13 77 1 1   

2613 町1 妙義町菅原 H21.3.13 77 1 1   

2614 川後石1 妙義町菅原 H21.3.13 77 1 1   

Jan-65 本村イ-1 妙義町下高田 H21.3.13 77 1 1   
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Feb-65 本村イ-2 妙義町下高田 H21.3.13 77 1 1   

Jan-66 中里イ-1 妙義町中里 H21.3.13 77 1 1   

Feb-66 中里イ-2 妙義町中里 H21.3.13 77 1 1   

5067 上八木連イ 妙義町八木連 H21.3.13 77 1 1   

381-Ⅰ-001 踊沢 妙義町下高田 H21.3.13 77   1  

381-Ⅰ-002 くね下沢 妙義町下高田 H21.3.13 77   1  

381-Ⅰ-003 南谷沢 妙義町下高田 H21.3.13 77   1 1 

381-Ⅰ-004-1 北谷沢-1 妙義町下高田 H21.3.13 77   1 1 

381-Ⅰ-004-2 北谷沢-2 妙義町下高田 H21.3.13 77   1 1 

381-Ⅰ-005 天沢川 妙義町古立 H21.3.13 77   1  

381-Ⅰ-006 古立川 妙義町古立 H21.3.13 77   1  

381-Ⅰ-007 川後石沢 妙義町菅原 H21.3.13 77   1 1 

381-Ⅰ-008 小滝川 妙義町菅原 H21.3.13 77   1 1 

381-Ⅰ-009 大桁川 妙義町菅原 H21.3.13 77   1 1 

381-Ⅰ-010 大沢 妙義町菅原 H21.3.13 77   1  

381-Ⅰ-011 塩筒沢 妙義町菅原 H21.3.13 77   1  

381-Ⅰ-012-1 矢沢川-1 妙義町菅原 H21.3.13 77   1 1 

381-Ⅰ-012-2 矢沢川-2 妙義町菅原 H21.3.13 77   1 1 

381-Ⅰ-013 寺山川 妙義町菅原 H21.3.13 77   1 1 

381-Ⅰ-014 野津沢 妙義町菅原 H21.3.13 77   1 1 

381-Ⅰ-015 大牛川 妙義町大牛 H21.3.13 77   1 1 

381-Ⅰ-016 小泉川 妙義町妙義 H21.3.13 77   1 1 

381-Ⅰ-017 タカバナ沢 妙義町上高田 H21.3.13 77   1 1 

381-Ⅰ-018 寺谷沢 妙義町下高田 H21.3.13 77   1  

381-Ⅰ-019 新光寺川 妙義町下高田 H21.3.13 77   1 1 

381-Ⅱ-001-1 藤谷沢-1 妙義町下高田 H21.3.13 77   1 1 

381-Ⅱ-001-2 藤谷沢-2 妙義町下高田 H21.3.13 77   1  

381-Ⅱ-002 上村沢 妙義町古立 H21.3.13 77   1 1 

381-Ⅱ-003 上宿沢 妙義町菅原 H21.3.13 77   1 1 

381-Ⅱ-004 日向沢 妙義町諸戸 H21.3.13 77   1 1 

381-Ⅱ-005 岳沢 妙義町岳 H21.3.13 77   1 1 

381-Ⅱ-006 高谷戸沢 妙義町岳 H21.3.13 77   1 1 

381-Ⅱ-007 中村沢 妙義町大牛 H21.3.13 77   1 1 

381-Ⅱ-008 筑前沢 妙義町上高田 H21.3.13 77   1 1 

381-Ⅱ-009 山谷沢 妙義町下高田 H21.3.13 77   1 1 

381-Ⅱ-010-1 荻野谷沢-1 妙義町下高田 H21.3.13 77   1 1 

381-Ⅱ-010-2 荻野谷沢-2 妙義町下高田 H21.3.13 77   1 1 
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高田川 
左岸 富岡市妙義町中里から富岡市富岡（山下橋）まで 

平成21年６月30日 
右岸 富岡市妙義町古立から富岡市富岡（山下橋）まで 

鏑 川 左岸 富岡市富岡字川久保から富岡市曽木字大久保まで 平成21年９月18日 
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⌐╟╢  
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 4.2m  3.2m  ╕≢─  

│╪  4.2m │╪  2.6m 
 

100  

 

40 100

 
⌂⇔ 

 3.0m  1.9m 

 

① は ん 濫 注 意 水 位

(4.2m)に到達し、さら

に水位の上昇が予想

される（見込まれる）

場合。 

②洪水警報が発表され

たとき。 

① は ん 濫 注 意 水 位

(2.6m)に到達し、さら

に水位の上昇が予想

される（見込まれる）

場合。 

②洪水警報が発表され

たとき。 

①近隣で前兆現象(湧

水・地下水の濁り、

量の変化)が発見さ

れる。 

②「土砂災害危険度情

報」において２時間後

に「土砂災害が多発す

るおそれがある地域」

が市内に発生した場

合。 

③大雤警報（土砂災害）

が発表されたとき。 

─

 

50 ㎜を超

える 

80 ㎜を超

える 

100 ㎜を超

える 

 

①避難判断水位(4.2m)

に到達し、さらに水位

の上昇が予想される

場合。 

②河川はん濫のおそれ

がある。 

①避難判断水位(3.2m)

に到達し、さらに水位

の上昇が予想される

場合。 

②河川はん濫のおそれ

がある。 

①近隣で前兆現象(渓

流付近で斜面崩壊、

斜面のはらみ、擁

壁・道路等にクラッ

ク発生)が発見され

る。 

②「土砂災害警戒情報」が

発表され、「土砂災害危

険度情報」において1時

間後に「土砂災害が多発

するおそれがある地域」

が市内に発生した場合。 

─

 

50 ㎜を超

え、時間雤

量 30 ㎜以

上 の 強 い

雤の予測 

80 ㎜を超

え、時間雤

量 30 ㎜以

上 の 強 い

雤の予測 

100 ㎜を超

え、時間雤

量 30 ㎜以

上 の 強 い

雤の予測 

 

①付近の堤防高に到達

する。 

②堤防が決壊するおそ

れがある(堤防の決壊

につながるような大

量の漏水や亀裂等が

発見される)。 

①付近の堤防高に到達

する。 

②堤防が決壊するおそ

れがある(堤防の決壊

につながるような大

量の漏水や亀裂等が

発見される)。 

①近隣で土砂災害が

発生している。 

②近隣で土砂移動現

象、前兆現象(山な

り、流木の流出、

斜面の亀裂等)が

発見される。 

③「土砂災害警戒情報」

が発表され、「土砂災

害危険度情報」におい

て「現在土砂災害の多

発するおそれがある

地域」が市内に発生し

た場合。 

 

⅜ ─ ╩ ⌐ ⅎ╢╟℮⁸╕√⁸ ─ ─ ⌐ ≢⅝╢↓≤╩ ⌐⁸ ⌐╟╡
─ ⅜ ╕∫√ ╩ ⇔⁸ ≤ ⅜ ⇔≡ ∆╢  

  ⅛╠ ↕╣√ ╩ ⌐⁸ ─ ∆╢ ╩ ᵑ ─ ∆╢⅔∕╣⅜№╢ ⁸ᵒ
─ ∆╢⅔∕╣⅜№╢ ⁸ᵓ ─ ∆╢⅔∕╣⅜№╢ ⁸ᵔ ─ ∆╢⅔∕╣⅜

№╢ ⌐ ↑≡ ↕╣╢ 
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国土交通省  砂防法（明治30年法律第29号）第２条の規定に基づき、砂防設

備を要する土地又は治水上砂防のために一定の行為を禁止若し

く石は制限すべき土地として、国土交通大臣が指定する土地。 

 

国土交通省  土石流が発生する危険性があり、人家、公共施設等に被害が生

ずるおそれがあるとして、地形等が国土交通省の定めた基準に該

当する渓流。 

 

林野庁  山腹の崩壊等により発生した土砂、火山噴出物が土石流となっ

て流出するおそれがある地区のうち、人家、公共施設等に被害が

生ずるおそれがあるとして、地形等が林野庁の定めた基準に該当

する地区。 

 
 

∆ 
 

═ 
 

╡ 

∆═╡

 

国土交通省 

農林水産省 

地すべり等防止法（昭和33年法律第30号）第３条の規定に基づき、

地すべりしている区域又は地すべりするおそれの極めて大きい

区域であって、公共の利害に密接な関連を有するものとして、国

土交通大臣又は農林水産大臣が指定する区域。 

∆═╡

 

国土交通省  地すべりが発生する危険性があり、河川、道路、鉄道、公共建

物、人家等に被害が生ずるおそれがあるとして、地形等が国土交

通省の定めた基準に該当する箇所。 

農林水産省  地すべりが発生する危険性があり、農地等に被害が生ずるおそれ

があるとして、地形等が農林水産省の定めた基準に該当する箇所。 

∆═╡

 

林野庁  地すべりが発生したか、又は発生するおそれがある地区のう

ち、人家、公共施設等に被害が生ずるおそれがあるとして、地形

等が林野庁の定めた基準に該当する地区。 

 
 

 
 

 
 

 

国土交通省  急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律

第57号）第３条の規定に基づき、崩壊するおそれのある急傾斜地

で、その崩壊により、相当数の居住者その他の者に危害が生ずる

おそれのあるもの及びこれに隣接する土地のうち、当該急傾斜地

の崩壊を防止するために一定の行為を制限すべき土地として、都

道府県知事が指定する区域。 

 

国土交通省  急傾斜地の崩壊が発生する危険性があり、人家、公共施設等に

被害が生ずるおそれがあるとして、地形等が国土交通省の定めた

基準に該当する箇所。 

 

林野庁  山腹の崩壊が発生したか、又は発生するおそれがある地区のう

ち、人家、公共施設等に被害が生ずるおそれがあるとして、地形

等が林野庁の定めた基準に該当する地区。 

 
 

 
 

 
 

 

 

国土交通省  土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関す

る法律（平成12年法律第57号）第６条の規定に基づき、急傾斜地

の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生

ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における

土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地

の区域として、都道府県知事が指定する区域。 

 

国土交通省  土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関す

る法律（平成12年法律第57号）第８条の規定に基づき、警戒区域

のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生

じ住民等の生命又は身体に著しい危害生ずるおそれがあると認

められる土地の区域で、一定の開発行為の制限及び居室を有する

建築物の構造規制をすべき土地の区域として、都道府県知事が指

定する区域。 
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 FAX  

1 

七 日 市 

・ 黒 川 

西小学校 派遣係員 300 62－0811 62－6512 

2 富岡中学校 〃 300 62－1741 62－1742 

3 県立富岡高等学校体育館 〃 200 63－0053 62－2745 

4 生涯学習センター※ 〃 150 62－1531 64－4709 

5 七日市公民館 〃 80 64－3477 64－3477 

6 

富  岡 

富岡小学校 〃 300 62－3451 62－3452 

7 東中学校 〃 230 62－3511 62－3512 

8 県立富岡東高等学校体育館 〃 200 62－2321 62－2917 

9 県立富岡実業高等学校体育館 〃 200 62－0690 62－3485 

10 富岡公民館 〃 80 62－0899 62－1494 

11 勤労者会館 〃 80 63－7996 63－7996 

12 

東 富 岡 

東富岡公民館 〃 50 64－1066 64－1066 

13 勤労青尐年ホーム（ｳｨﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ）※ 〃 80 64－1309 64－1309 

14 ＪＡ甘楽富岡ヴァンヴェール 〃 150 63－6691 70－2076 

15 

黒  岩 

黒岩小学校 〃 150 62－0827 62－0867 

16 西毛自動車教習所 〃 50 62－3711 62－3712 

17 市民体育館（市内全域にも掲載） 〃 1,000 63－6392 63－6214 

18 

一 ノ 宮 

一ノ宮小学校 〃 300 62－2034 62－6967 

19 西中学校 〃 300 62－2017 62－2003 

20 一ノ宮公民館 〃 50 62－2004 62－2004 

21 一ノ宮体育館 〃 150 (電話は一ノ宮公民館へ) 

22 かぶら健康センターかのさと 〃 150 63－8126 なし 

23 

高  瀬 

高瀬小学校 〃 300 62－0578 62－0875 

24 高瀬公民館 〃 50 62－0074 62－0074 

25 南中学校 〃 300 64－1603 64－1815 

26 内匠公会堂 〃 50 なし なし 

27 
額  部 

額部小学校 〃 300 62－0737 62－0947 

28 額部公民館 〃 50 62－0311 62－0311 

29 

小  野 

小野小学校 〃 300 62－3004 62－3972 

30 北中学校 〃 300 62－3009 62－6909 

31 小野公民館 〃 50 62－3002 62－3002 

32 
吉  田 

吉田小学校 〃 300 67－2227 67－4047 

33 吉田公民館 〃 50 67－2502 67－2502 

34 丹  生 丹生小学校 〃 300 67－3456 67－3491 

35 
高  田 

妙義中央公民館 〃 100 73－3053 
73-3908 
(妙義庁舎) 

36 妙義庁舎 〃 200 62－1511 62－0357 

37 

妙  義 

妙義中学校体育館 〃 300 73－2117 73－7006 

38 妙義児童館 〃 100 73－3838 73－3838 

39 妙義小学校体育館 〃 200 73－2004 73－7004 

40 菅原町公会堂 〃 30 なし なし 

17 市内全域 市民体育館（黒岩地区にも掲載） 〃 1,000 63－6392 63－6214 

β
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総務部危機管理室 

総務部消防保安課 

〒371-8570 

前橋市大手町1-1-1 

 027-226-2244 

027-226-2241 

027-221-0158 

 

県防災 

4-3001-2244 

県防災 

4-300-6800 

西部県民局 

 富岡行政県税事務所 

〒370-2316 

富岡市田島343-1 総務振興係 

0274-62-9525 0274-63-5141 

県防災 

4-315-1110 

県防災 

4-315-6800 

富岡土木事務所 

 

〒370-2454 

富岡市田島343-1  

0274-63-2255 0274-64-3524 

県防災 

4-315-1731 

県防災 

4-315-6801 

群馬県警察本部 
〒371-0026 

前橋市大手町1-1-1 
警備部警備第二課 027-243-0110  

富岡警察署 
〒370-2316 

富岡市富岡1198 
警備課 0274-62-0110  

 

  

   
 

  

富岡甘楽広域市町村

圏振興整備組合 

富岡甘楽広域消防本部 

〒370-2316 

富岡市富岡1922-7 

 0274-62-4325 0274-64-5665 

総務課 0274-62-4326  

予防課 0274-62-4306  

警防課 0274-62-4333  

富岡消防署 
〒370-2316 

富岡市富岡1922-7 
 0274-62-4325  

一ノ宮分署 
〒370-2452 

富岡市一ノ宮1607-2 
 0274-63-2441  

妙義分署 
〒379-0206 

富岡市妙義町中里298-1 
 0274-73-3637  

 

                   * │ ─  

   
 

  

関東管区警察局 〒330-9726 

さいたま市中央区新都心2-1 

広域調整部 

広域調整第二課 

048-600-6000

内線5541 

048-600-6000

内線5529 

* 当直室 内線2070 内線2079 

関東総合通信局 
〒102-8795 

東京都千代田区九段南1-2-1 
総務部総務課 03-6238-1623  

関東負務局 
〒330-9716 

さいたま市中央区新都心1-1 
総務課 048-600-1078  

 前橋負務事務所 
〒371-0026 

前橋市大手町2-10-5 
総務課 027-221-4491 027-224-4426 

* 総務課長   

関東信越厚生局 
〒330-9713 

さいたま市中央区新都心1-1 
総務課 048-740-0711 048-601-1325 

群馬労働局 
〒371-8567 

前橋市大渡町1-10-7 
総務課 027-210-5000 027-210-5100 

関東農政局 
〒330-9722 

さいたま市中央区新都心2-1 

生産経営流通部 048-601-0545 048-601-0533 

農政課   

 群馬農政事務所 
〒371-0025 

前橋市紅雲町1-2-2 

総務課 

* 総務課長 
027-221-1181 027-221-7015 

関東森林管理局 
〒371-8508 

前橋市岩神町4-16-25 
企画調整室 027-210-1150 027-210-1154 
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関東経済産業局 
〒330-9715 

さいたま市中央区新都心1-1 
総務企画部総務課 048-600-0213 048-601-1310 

関東東北産業保安監

督部 

〒330-9715 

さいたま市中央区新都心1-1 
管理課 048-600-0433 048-601-1279 

関東地方整備局 
〒330-9724 

さいたま市中央区新都心2-1 
企画部防災課 

048-600-1333 

内線3426･3427 
048-600-1376 

 
高崎河川国道事務

所 

〒370-0841 

高崎市栄町6-41 
河川管理課 

027-345-6041 

内線331･334 
027-345-6091 

道路管理第二課 
027-345-6043 

内線511･441 
027-345-6093 

* 情報連絡員 027-345-6000 027-345-6099 

関東運輸局 

〒231-8433 

横浜市中区北仲通5-57 
総務部 045-211-7269 045-211-7270 

* 安全防災・危機管

理調整官 
  

 群馬運輸支局 
〒371-0007 

前橋市上泉町399-1 
企画輸送監査 027-263-4440 027-261-0032 

東京航空局 

（東京空港事務所） 

〒144-0041 

東京都大田区羽田空港3-3-1 
総務部総務課 

03-5757-3000 

内線3030･3031 
03-5756-1542 

* 航空保安防災課 03-5756-1540  

東京管区気象台 
〒100-0004 

東京都千代田区大手町1-3-4 
総務部業務課 03-3212-2949 03-3212-0524 

 前橋地方気象台 
〒371-0034 

前橋市昭和町3-20-12 

防災業務課 027-231-1404 
027-234-6551 

* 技術課 027-231-2237 

 

                      * │ ─  

   
 

  

12旅団     

 司令部 

〒370-3503 

北群馬郡榛東村大字新井 

1017-2 

第三部防衛班 

 

* 

0279-54-2011 

内線433･434 

208 

0279-54-2011

内線438 

 

 第12後方支援隊 
〒370-1300 

高崎市新町1080 
第三課 

0274-42-1121 

内線267 

0274-42-1121 

内線237 

 

                     * │ ─  

   
 

  

郵便事業（株） 

富岡支店 

〒370-2399 

富岡市富岡1022 
業務企画室 0274-62-1552 0274-64-0091 

東日本電信電話(株) 

(群馬支店) 

〒370-8666 

高崎市高松町3 

設備部災害対策室 027-321-5660 027-330-3008 

* 113担当 027-324-0001 なし 

* 災害対策室 027-325-7999  

(株)エヌ･ティ･ティ･

ドコモ(群馬支店) 

〒379-2196 

前橋市東善町122 

ネットワーク部 

ネットワーク管理担当 
027-290-4113 027-266-8104 

日本銀行(前橋支店) 
〒371-8640 

前橋市大手町2-6-14 

総務課 027-225-1111 027-220-1025 

* 支店連絡責任者   

日本赤十字社 

(群馬県支部) 

〒371-0833 

前橋市光が丘町32-10 
事業推進課 027-254-3636 027-254-3637 

* 事業推進課長   

 
群馬県赤十字血液

センター 

〒379-2181 

前橋市天川大島町2-31-13 

総務課 027-224-2118 027-221-4490 

* 供給課 027-221-2555 027-220-1666 

日本放送協会 

(前橋放送局) 

〒371-8555 

前橋市元総社町189 
企画総務 027-251-1711 027-253-0368 

東日本高速道路（株） 

(関東支社) 

〒100-0014 

東京都台東区北上野1-10-14 

事業統括課 03-5828-8181 03-5828-8204 

* 防災対策室 03-5828-8428 03-5828-8547 

さいたま市岩槻区加倉260 * 岩槻道路管制センター 048-758-4035 048-758-3303 
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独立行政法人水資源

機構(本社) 

〒330-6008 

さいたま市中央区新都心11-2 
管理事業部施設課 048-600-6544 048-600-6589 

独立行政法人日本原

子力研究開発機構（高

崎量子応用研究所） 

〒370-1292 

高崎市綿貫町1233 
管理部保安管理課 027-346-9290 027-346-9692 

* 正門警備詰所 027-346-6698 027-346-9668 

東日本旅客鉄道(株) 

(高崎支社) 

〒370-0841 

高崎市栄町6-26 
総務課広報 027-328-7258 027-320-7115 

東京ガス(株) 

(群馬支社) 

〒370-0045 

高崎市東町134-6 
設備グループ 027-322-2523 027-323-1913 

日本通運(株) 

(群馬支店) 

〒370-0849 

高崎市八島町43 

総務 027-322-5941 027-322-5193 

*   

東京電力(株) 

(群馬支店) 

〒371-0023 

前橋市本町1-8-16 

総務部総務グループ 027-898-4000 027-225-1500 

* 守衛室 027-221-4358  

 

                   * │ ─  

   
 

  

(社)群馬県医師会 
〒371-0022 

前橋市千代田町1-7-4 
 027-231-5311 027-231-7667 

(社)群馬県歯科医師

会 

〒371-0847 

前橋市大友町1-5-17 
 027-252-0391 027-253-6407 

(社)群馬県看護協会 
〒371-0007 

前橋市上泉町1858-7 
 027-269-5565 027-269-8601 

上信電鉄(株) 
〒370-0848 

高崎市鶴見町51 
鉄道部 027-323-8073 027-323-8650 

(社)群馬県バス協会 
〒379-2166 

前橋市野中町588 
 027-261-2072 027-261-5537 

(社)群馬県トラック

協会 

〒379-2166 

前橋市野中町595 
総務課 027-261-0244 027-261-7576 

群馬テレビ(株) 
〒371-8548 

前橋市上小出町3-38-2 
総務課 027-219-0001 027-234-8157 

(株)エフエム群馬 
〒371-8533 

前橋市若宮町1-4-8 

報道部 027-230-1882 027-230-1903 

* 027-230-1860  

甘楽多野用水土地改

良区 

〒370-2343 

富岡市七日市729-1 
 0274-62-0226 0274-62-0226 

*   

鏑川土地改良区 
〒370-2316 

富岡市富岡1726-1 
 0274-63-6393 0274-64-1394 
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平成22年４月現在 

─     ─        

避難場所の設

置 

災害により現に被害を

受け、又は受けるおそれ

のある者を収容する。 

(基本額) 

 避難場所設置費 

 １人 １日当たり 

300円以内 

(加算額) 

冬季 別に定める額を加算 

 

高齢者等の要援護者等を

収容する「福祉避難場所」を

設置した場合、当該地域にお

ける通常の実費を支出でき、

上記を超える額を加算でき

る。 

災害発生の日から

７日以内 

 

１ 費用は、避難場所の

設置、維持及び管理の

ための賃金職員等雇上

費、消耗器材費、建物

等の使用謝金、借上費

又は購入費、光熱水費

並びに仮設便所等の設

置費を含む。 

２ 避難に当たっての輸

送費は別途計上 

応急仮設住宅

の供与 

住家が全壊、全焼又は

流失し、居住する住家が

ない者であって、自らの

資力では住宅を得ること

ができない者 

１ 規格１ 戸当たり平均

29.7㎡(9坪)を基準とする｡ 

２ 限度額 １戸当たり 

2,387,000円以内 

３ 同一敷地内等に概ね50戸 

以上設置した場合は、集会 

等に利用するための施設を 

設置できる。 

(規模、費用は別に定める 

ところによる) 

 

災害発生の日から

20日以内着工 

 

１ 平均１戸当たり29.7

㎡、2,387,000円以内で

あればよい。 

２ 高齢者等の要援護者

等を数人以上収容する

「福祉仮設住宅」を設

置できる。 

３ 供与期間最高２年以内 

４ 民間賃貸住宅の借り

上げによる設置も対象

とする。 

炊き出しその

他による食品

の給与 

 

１ 避難場所に収容され

た者 

２ 全半壊(焼)、流失、床

上浸水で炊事できない者 

 １人１日当たり 

1,010円以内 

 

災害発生の日から

７日以内 

 

食品給与のための総経

費を延給食日数で除した

金額が限度額以内であれ

ばよい。(１食は1/3日) 

飲料水の供給 

 

 現に飲料水を得ること

ができない者(飲料水及

び炊事のための水である

こと。) 

 当該地域における通常の

実費 

災害発生の日から 

７日以内 

 

１ 輸送費、人件費は別

途計上 

 

被服、寝具そ

の他生活必需

品の給与又は

貸与 

 全半壊(焼)、流失、床

上浸水等により、生活上

必要な被服、寝具、その

他生活必需品を喪失、又

は毀損し、直ちに日常生

活を営むことが困難な者 

１ 夏季(４月～９月)冬季

(10月～３月)の季別は災

害発生の日をもって決定

する。 

２ 下記金額の範囲内 

災害発生の日から 

10日以内 

 

１ 備蓄物資の価格は年

度当初の評価額 

２ 現物給付に限ること 

 

区   分 
1人 

世帯 

2人 

世帯 

3人 

世帯 

4人 

世帯 

5人 

世帯 

6人以上1

人増すご

とに加算 

全  壊 

全  焼 

流  出 

夏 17,300 22,300 32,800 39,300 49,800 7,300 

冬 28,600 37,000 51,600 60,400 75,900 10,400 

半  壊 

半  鐘 

床上浸水 

夏 5,600 7,600 11,400 13,800 17,500 2,400 

冬 9,100 12,000 16,900 20,000 25,400 3,300 

医  療 

 

医療の途を失った者 

(応急的処置) 

 

１ 救護班…使用した薬剤、

治療材料、医療器具破損等

の実費 

２ 病院又は診療所…国民健

康保険診療報酬の額以内 

３ 施術者協定料金の額以内 

災害発生の日から

14日以内 

患者等の移送費は、別

途計上 

助  産 
 

災害発生の日以前又は
以後７日以内に分べんし

た者であって災害のため
助産の途を失った者(出
産のみならず、死産及び

流産を含み現に助産を要
する状態にある者) 

１ 救護班等による場合は、
使用した衛生材料等の実

費 
２ 助産婦による場合は、慣

行料金の100分の80以内の

額 

分べんした日から
７日以内 

妊婦等の移送費は、別
途計上 

災害にかかっ

た者の救出 

１ 現に生命、身体が危

険な状態にある者 
２ 生死不明な状態にあ

る者 

 

当該地域における通常の

実費 
 

災害発生の日から

３日以内 
 

１ 期間内に生死が明ら

かにならない場合は、
以後「死体の捜索」と
して取り扱う。 

２ 輸送費、人件費は、
別途計上 



 

 90 

 
─     ─        

災害にかかっ

た住宅の応急

修理 

 

１ 住家が半壊(焼)し、

自らの資力により応急

修理をすることができ

ない者 

２ 大規模な補修を行わ

なければ居住すること

が困難である程度に住

家が半壊（焼）した者 

居室、炊事場及び便所等日

常生活に必要最小限度の部

分 

１世帯当り 

520,000円以内 

災害発生の日から

１ヵ月以内 

 

学用品の給与 住家の全壊(焼)流失半

壊(焼)又は床上浸水によ

り学用品を喪失又は毀損

し、就学上支障のある小

学校児童及び中学校生徒

及び高等学校等生徒 

 

１ 教科書及び教科書以外

の教材で教育委員会に届

出又はその承認を受けて

使用している教材、又は正

規の授業で使用している

教材実費 

２ 文房具及び通学用品は、

次の金額以内 

小学校児童 

 １人当り 4,100円 

中学校生徒 

 １人当り 4,400円 

高等学校等生徒 

 １人当り 4,800円 

災害発生の日から

(教科書) 

１ヵ月以内 

(文房具及び通学用

品) 

15日以内 

 

１ 備蓄物資は評価額 

２ 入進学時の場合は

個々の実情に応じて支

給する。 

埋  葬 

 

災害の際死亡した者を

対象にして実際に埋葬を

実施する者に支給 

１体当たり 

大人(１２歳以上) 

201,000円以内 

小人(１２歳未満) 

160,800円以内 

災害発生の日から

10日以内 

 

災害発生の日以前に死

亡した者であっても対象

となる。 

死体の捜索 行方不明の状態にあ

り、かつ、四囲の事情に

よりすでに死亡している

と推定される者 

 

当該地域における通常の

実費 

 

災害発生の日から

10日以内 

 

１ 輸送費、人件費は、

別途計上 

２ 災害発生後３日を経

過したものは一応死亡

し た 者と 推定 して い

る。 

死体の処理 災害の際死亡した者に

ついて、死体に関する処

理(埋葬を除く｡)をする。 

(洗浄、消毒等) 

 １体当り 3,300円以内 

一  既存建物借上費 

時   通常の実費 

保  既存建物以外 

存   １体当り 

     5,000円以内 

 

検 救護班以外は慣行料金 

案 

 災害発生の日から

10日以内 

１ 検案は原則として救

護班 

２ 輸送費、人件費は、

別途計上 

３ 死体の一時保存にド

ライアイスの購入費等

が必要な場合は当該地

域における通常の実費

を加算できる。 

障害物の除去 居室、炊事場、玄関等

に障害物が運びこまれて

いるため生活に支障をき

たしている場合で自力で

は除去することのできな

い者 

 １世帯当り 

134,200円以内 

 

災害発生の日から

10日以内 

 

 

輸送費及び賃

金職員等雇上

費 

１ 被災者の避難 

２ 医療及び助産 

３ 被災者の救出 

４ 飲料水の供給 

５ 死体の捜索 

６ 死体の処理 

７ 救済用物資の整理配

分 

当該地域における通常の

実費 

救助の実施が認め

られる期間以内 

 

  ─    

実費弁償 災害救助法施行令第10条

第１号から第４号までに

規定する者 

災害救助法第24条第１項の

規定により救助に関する業

務に従事させた都道府県知

事の総括する都道府県の常

勤の職員で当該業務に従事

した者に相当するものの給

与を考慮して定める。 

救助の実施が認め

られる期間以内 

時間外勤務手当及び旅

費は別途に定める額 

※ この基準によっては救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事は、厚生労働大臣に協議し、その同意を得た上で、

救助の程度、方法及び期間を定めることができる。 
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乾パン 乾パン 食 1,408 512     1,920 

アルファ米 わかめ（アレルゲン対応） 食 800    300  1,100 

 五目 食 2,000      2,000 

 ひじき（アレルゲン対応） 食 950    200  1,150 

災害備蓄用パン 災害備蓄用パン計 食 3,027 288   288  3,603 

水 ２L(１箱６本入り） 本 84   1,080   1,164 

非常用水運搬袋 10 ㍑入り 100 枚×20 箱 袋 800   700 500  2,000 

固形燃料 
φ102 ㎜×55 ㎜  

燃焼時間 60 分  
個 192   1,932 720  2,844 

ローソク 10 時間用 マッチ付 本 200   100 100  400 

鍋 三協アルミ φ40 ㎜ 23 ㍑ 個 4   2 2  8 

携帯用ポリ食器 
ポリプロピレン製 

６個組φ15×15 ㎝ 
組 80   60 60  200 

土のう袋   袋 9,200 1,000     10,200 

ブルーシート 
3.6m×4.5m(10 畳) 

 厚さ 0.19 ㎜ 
枚 10      10 

ブルーシート 3.6m×5.4m ＃3000 枚 20      20 

ブルーシート 10m×10m ＃3000 枚 44 6     50 

シャベル 銀シンボ剣スコップ 本 22   11 10  43 

バケツ 
サンワバケツ 

26-18 型 18 ㍑ 
個 22   9 10  41 

真空パック毛布 
アクリル 100％ 

難燃性毛布 
枚 461   160 130  751 

医薬品  式      1 1 

ヘルメット TOYO  ABS 樹脂 個 240  80 80 80  480 

担架 ワンタッチ式布製 台 3   1 1  5 

簡易トイレ 
FRP 野外トイレユニット 

TU-N1300 ㍑ 
台    4   4 

簡易ベット   床      19 19 

発電機 HONDA EM2300XK1  台 3   1 1  5 

投光器 300W 台 10   5 5  20 

コードリール 電工用 個 5   1 1  7 

救助工具箱セット 
油圧ジャッキ、ツルハシ、 

大ハンマー等 
組 2   1 1  4 
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 Ⱬꜞⱳכ♩  

平成22年４月１日現在 

Ї       
( )×( )  

 
 

① もみじ平総合公園北ゾーン 富岡市上黒岩1377-1 54,000 ドクターヘリ登録 

② 和合公園運動場 富岡市上高瀬889 34,000 ドクターヘリ登録 

③ 富岡市市民グランド 富岡市一ノ宮1702 100 × 90 ドクターヘリ登録 

④ 妙義運動場 富岡市妙義町古立264 100 × 60 ドクターヘリ登録 

⑤ 妙義総合運動公園 富岡市妙義町中里766 10,000  

⑥ 高田小学校 富岡市妙義町下高田1552-1 90 × 50  

⑦ 黒岩小学校 富岡市下黒岩1870-1   

⑧ 吉田小学校 富岡市南蛇井275   

⑨ 小野小学校 富岡市相野田711-2  ドクターヘリ登録 

⑩ 丹生小学校 富岡市上丹生3  ドクターヘリ登録 

⑪ 南中学校 富岡市中高瀬1118  ドクターヘリ登録 

⑫ 岡本グランド 富岡市岡本288-1  ドクターヘリ登録 

⑬ 群馬県立富岡実業高校 富岡市富岡451  ドクターヘリ登録 

⑭ 日本光電富岡（株） 富岡市富岡2027-1  ドクターヘリ登録 

 

 

  

 

      

 

 
上信越自動車道 

国道254号 

前橋安中富岡線   

 

 藤木高崎線 

富岡神流線 

一宮妙義線 

下仁田安中倉渕線

松井田下仁田線 

菅原一宮線  

  松井田下仁田線   

 
 

  

平成22年４月１日現在 

Ї      

1 もみじ平総合公園 富岡市上黒岩1377-1  

2 妙義総合体育館 富岡市妙義町中里801  
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平成22年４月現在 

Ї        

1 かぶら公園 富岡882 5,100 6  

2 大成ポリマー跡地 富岡1722-1ほか 20,148 74  

3 小沢グランド 富岡2486-6ほか 6,271 20  

4 しののめ公園 富岡3029 2,098 8  

5 東富岡公民館グランド 曽木119-1 7,097 28  

6 生涯学習センター第２駐車場 七日市303-1 1,263 8  

7 黒川ふれあい公園 黒川249 4,350 12  

8 北部運動公園北ゾーン 上黒岩1674-1 9,750 80  

9 北部運動公園南ゾーン 上黒岩1406-3 7,800 46  

10 市民グラウンド 一ノ宮1702 9,000 60  

11 桐渕公園 中高瀬60ほか 2,800 20  

12 岡本農村公園 岡本288-1 8,111 38  

13 東市民運動場 後賀726-1 4,377 22  

14 伏見スポーツ広場 妙義町下高田2170-1ほか 2,995 14  

15 妙義総合運動公園 妙義町中里760ほか 9,900 76  

16 妙義グランド 妙義町古立265ほか 3,700 30  

計 542  

 

 ─ ┘  

平成22年４月現在 

    

宮 崎 ①宮崎浄水場配水池 4,000ｍ３ 2,000ｍ３ 

宮 崎 ②浦町配水池 6,000ｍ３ 3,000ｍ３ 

宮 崎 ③宮崎公園配水池・ＰＣタンク 6,300ｍ３ 3,150ｍ３ 

黒 川 ④北部配水池 3,000ｍ３ 1,500ｍ３ 

中高瀬 ⑤南部配水池 1,000ｍ３ 500ｍ３ 

後 賀 ⑥後賀配水池 60ｍ３ 30ｍ３ 

上丹生 ⑦鳴沢配水池 400ｍ３ 200ｍ３ 

野 上 ⑧野上配水池 230ｍ３ － 

岩 染 ⑨岩染配水池 166ｍ３ 83ｍ３ 

蚊 沼 ⑩蚊沼配水池 400ｍ３ 200ｍ３ 

大 牛 ⑪大牛受水場配水池 1,000ｍ３ 500ｍ３ 

妙 義 ⑫妙義第１・３配水池 260ｍ３ － 

行 沢 ⑬行沢配水池 469ｍ３ － 

八木連 ⑭八木連配水池 200ｍ３ 100ｍ３ 

十 二 ⑮十二配水池 220ｍ３ 110ｍ３ 

新光寺 ⑯新光寺配水池 40ｍ３ 20ｍ３ 

大 桁 ⑰大桁配水池 100ｍ３ 50ｍ３ 

菅 原 ⑱菅原第1・２配水池 295ｍ３ － 

日 影 ⑲日影配水池 50ｍ３ 25ｍ３ 

大久保 ⑳大久保配水池 82ｍ３ 41ｍ３ 

計 24,272ｍ３ 11,509ｍ３ 

※飲料水確保にあたっては、配水池の有効容量に対して、災害がどの時点で発生するか、予想がつか
ないため夜間職員が急行できる時間を考慮して、有効容量の 50％を確保できると想定している。 

※ガス水道局では給水車を２台（800ℓ（ステンレス製）、200ℓ（ポリ製））を配備している。 
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10  

 

    

消防本部 消 防 長 24人 市内全域 

消 防 署 消 防 署 長 57人  〃   

第１分団 第１分団長 19人 
七日市・黒川・別保・富岡のうち小沢橋から諏 

訪神社前交差点を経て神田橋に至る道路以西 

第２分団 第２分団長 19人 
曽木・君川・星田・田篠・富岡のうち小沢橋から 

諏訪神社前交差点を経て神田橋に至る道路以東 

第３分団 第３分団長 19人 一ノ宮・宇田・宮崎・神農原・田島 

第４分団 第４分団長 19人 大島・上高瀬・中高瀬・下高瀬・内匠 

第５分団 第５分団長 19人 野上・岩染 

第６分団 第６分団長 19人 南後箇・岡本 

第７分団 第７分団長 19人 南蛇井・中沢・蚊沼・神成・上小林 

第８分団 第８分団長 19人 上丹生・下丹生・原 

第９分団 第９分団長 19人 上黒岩・下黒岩 

第10分団 第10分団長 19人 
上高尾・下高尾・藤木・桑原・小桑原・相野田 

白岩・後賀・蕨 

第11分団 第11分団長 19人 下高田のうち明戸・本村・新光寺 

第12分団 第12分団長 19人 
下高田のうち虻田・千福寺・久原・三ツ谷・上高

田のうち山下・川端 

第13分団 第13分団長 19人 上高田のうち上十二・下十二及び八木連 

第14分団 第14分団長 19人 妙義・大牛・北山・中里・古立・岳 

第15分団 第15分団長 19人 行沢・諸戸 

第16分団 第16分団長 19人 菅原 
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ה 11 ─ ┘  
平成22年５月27現在 発表官署 前橋地方気象台 

          

 
 

─ 
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╙ 
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風 雪 注 意 報 平均風速がおおむね13m/sを超え、雪を伴い、被害が予想される場合。 

強 風 注 意 報 平均風速がおおむね13m/sを超え、強風による被害が予想される場合。 

大 雤 注 意 報 

かなりの降雤により、被害が予想される場合。 
雤量が次の基準に到達することが予想される場合。 
・雤量基準 １時間雤量30㎜   
・土壌雤量指数(※1)基準 74 

大 雪 注 意 報 
大雪による被害が予想される場合。24時間の降雪の深さが平地で10㎝、
山地で40㎝を超えると予想される場合。 

低 温 注 意 報 
夏期：低温のため、農作物に著しい被害が予想される場合。 
冬期：最低気温が－６℃以下と予想される場合（前橋地方気象台の値）。 

濃 霧 注 意 報 
濃霧のため、交通機関等に著しい支障を及ぼすおそれのある場合。 
視程が100m以下になると予想される場合。 

雷 注 意 報 落雷等により被害が予想される場合 

乾 燥 注 意 報 
空気が乾燥し、火災の危険が大きいと予想される場合。 
最小湿度が25％以下で、実効湿度が50％以下になると予想される場合
（前橋地方気象台の値）。 

な だ れ 注 意 報 

なだれによる被害が予想される場合。 
次の条件に該当する場合。 
１．積雪があって、24時間の降雪の深さが30㎝以上のとき。 
２．積雪が50㎝以上で、日平均気温が５℃以上、又は日雤量が15㎜以

上のとき。 

着氷(雪)注意報 着氷(雪)が著しく、通信線や送電線等に被害が予想される場合。 

霜 注 意 報 
早霜、晩霜等により、農作物に著しい被害が予想される場合。 
晩霜期に最低気温が＋３℃以下と予想される場合。 

地面現象注意報（※2） 
大雤、大雪等に伴い、山崩れ、地すべり等による被害が予想される場
合。 

浸水 注意報（ ※2） 
大雤、長雤、融雪等に伴い、低い土地、田畑等が浸水し、若しくは冠
水し、又は下水道が溢水し、若しくは氾濫する等により、被害が予想
される場合。 

洪 水 注 意 報 

大雤、長雤、融雪等に伴い河川の水が増し、河川の堤防、ダムに損傷
を与える等により、被害が予想される場合。 
雤量が次の基準に到達することが予想される場合。 
・雤量基準 １時間雤量30㎜ 
・流域雤量指数(※3)基準 鏑川流域=17，高田川流域=9，雄川流域=10 
・複合基準 － 

水防活動
の利用に
適合する
もの 

水 防 活 動 用 大
雤注意報(※4) 

一般の利用に適合する大雤注意報と同じ。 

水 防 活 動 用 洪
水注意報(※4) 

一般の利用に適合する洪水注意報と同じ。 

─

⌐

∆
╙
─ 

 
 

 
 

暴 風 警 報 平均風速がおおむね18m/sを超え、重大な被害が予想される場合。 

暴 風 雪 警 報 
平均風速がおおむね18m/sを超え、雪を伴い、重大な被害が予想される
場合。 

大 雤 警 報 

大雤により重大な被害が予想される場合。 
雤量が次の基準に到達することが予想される場合。 
・浸 水 害：雤量基準 １時間雤量80㎜ 
・土砂災害：土壌雤量指数基準 149 

大 雪 警 報 
大雪により重大な被害が予想される場合。 
24時間の降雪の深さが平地で30㎝、山地で100㎝を超えると予想される
場合。 

地面現象警報（※2） 
大雤、大雪等に伴い、山崩れ、地すべり等により重大な被害が予想さ
れる場合。 

浸 水 警 報（※2） 
大雤、長雤、融雪等に伴い、低い土地、田畑等が浸水し、若しくは冠
水し、又は下水道が溢水し、若しくは氾濫等により、重大な被害が予
想される場合。 
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洪 水 警 報 

大雤、長雤、融雪等に伴い河川の水が増し、河川の堤防、ダムに損傷
を与える等により、重大な被害が予想される場合。 
雤量が次の基準に到達することが予想される場合。 
 ・雤量基準 １時間雤量80㎜ 
 ・流域雤量指数基準 鏑川流域=34，高田川流域=11，雄川流域=13 
 ・複合基準 平坦地（※5）：１時間雤量30mm かつ 流域雤量指数 鏑
川流域=21 

水防活動
の利用に
適合する
もの 

水 防 活 動 用 大
雤警報(※4) 

一般の利用に適合する大雤警報と同じ。 

水 防 活 動 用 洪
水警報(※4) 

一般の利用に適合する洪水警報と同じ。 

記録的短時間大雤情報 １時間雤量 100㎜ 

※1 土壌雤量指数とは、降った雤が土壌中に水分量としてどれだけ貯まっているかを、これまでに降
った雤（解析雤量）と今後数時間に降ると予想される雤（降水短時間予報）等の雤量データから「タ
ンクモデル」という手法を用いて指数化したもの。地表面を５km四方の格子（メッシュ）に分けて、
それぞれの格子で計算する。 

※2 この注意報・警報は、標題を出さないで気象注意報・警報に含めて行う。 
※3 流域雤量指数とは、河川の流域に降った雤水が、どれだけ下流の地域に影響を与えるかを、これ

までに降った雤（解析雤量）と今後数時間に降ると予想される雤（降水短時間予報）から、流出過
程と流下過程の計算によって指数化したもの。 

※4 水防活動の利用に適合する注意報・警報は、一般の利用に適合する注意報・警報のうち水防に関
するものを用いて行い、水防活動の語は使用しない。 

※5 平坦地とは、概ね傾斜が30パーミル以下で、都市化率（ここでは、国土数値情報の土地利用情報
に基づき、（建物用途＋幹線交通用地）／（すべて－河川・湖沼・海浜・海水）として算出）が25
パーセント以上の地域 

 

◇警報・注意報基準一覧表の解説 

（1）警報とは、重大な災害が起こるおそれのある旨を警告して行う予報であり、注意報とは、災害が

起こるおそれのある旨を注意して行う予報である。警報・注意報は気象要素が本表の基準に達す

ると予想される当該市町村等に対して発表される。 

（2）大雤、洪水、大雪、高潮、波浪の警報・注意報、暴風警報、暴風雪警報、強風注意報、風雪注意

報および記録的短時間大雤情報では、基準における「…以上」の「以上」を省略した。また、乾

燥注意報、濃霧注意報では、基準における「…以下」の「以下」を省略した。なお、上記以外の

注意報では、基準の表記が多岐にわたるため、省略は行っていない。 

（3）地震や火山の噴火等、不測の事態により気象災害にかかわる諸条件が変化し、通常の基準を適用

することが適切でない状態となることがある。このような状態がある程度長期間継続すると考え

られる場合には、特定の警報・注意報について、対象地域を必要最小限の範囲に限定して「暫定

基準」を設定し、通常より低い基準で運用することがある。 

 

Ẽ∕─ ─ ⌐≈™≡ 

      

⁸

⁸

 

 気象の予報等について、警報・注意報に先立って注意を喚起する場合や、警

報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の注意を解説する場合等に発

表する。 

  群馬県と前橋気象台が共同で発表する情報で、大雤警報発表中に、大雤によ

る土砂災害発生の危険度が高まった時、市町村長が避難勧告等を発令する際の

判断や住民の自为避難の参考となるよう市町村ごとに発表する。 

 

 県内で、数年に一度程度しか発生しないような激しい短時間の大雤を観測

(地上の雤量計による観測)又は解析(気象レーダーと地上の雤量計を組み合わ

せた分析)したときに、ここ数年来経験したことのない重大な災害の危険性が

高まっていることを周知するため、府県気象情報の一種として発表する。 

  積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注

意を呼びかける情報で、雷注意報が発表されている状況下において竜巻等の激

しい突風の発生する可能性が高まった時に、発表する。この情報の有効期間は、

発表から 1 時間である。 
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■ ה ─  

 注意報・警報の発表区域は、県の全域を指す「群馬県」、一次細分区域である「北部」と「南

部」、二次細分区域である各市町村とし、次の図のとおりとなっている。 

 

─  

府県予報区 群馬県 

一次細分区域 南部 

市町村等をまとめた地域 高崎・藤岡地域 

二次細分区域 富岡市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ẽ ⌐ ™╠╣╢ ╩╕≤╘√ ─  

⌐ ™╠╣╢ ╩╕≤╘√ ─  
 

  

 
 

 
市町村等をまとめた地域 

 

北部 

利根・沼田地域 
沼田市、片品村、川場村、昭和村、みな

かみ町 

吾妻地域 
中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、

高山村、東吾妻町 

 

前橋・桐生地域 
前橋市、桐生市、渋川市、みどり市、榛

東村、吉岡町 

伊勢崎・太田地域 

伊勢崎市、太田市、館林市、玉村町、板

倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽

町 

ה  
高崎市、藤岡市、 ⁸安中市、上野

村、神流町、下仁田町、南牧村、甘楽町 

注）大雤や洪水などの注意報・警報が発表された場合、テレビやラジオによる放送などでは、重

要な内容を簡潔かつ効果的に伝えられるよう、これまでどおり市町村をまとめた地域の名称

を用いる場合がある。 
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12 ⁸ ⁸ ⁸  

 

 ⁸  

 
       

   
 

 

 
 

 
 

 
  

 

1 青葉クリニック 児・内・婦・特健 七日市 676-7      62-0822 

2 えのもと整形外科 整外・リウ・リハ・特健 七日市 749      89-3172 

3 奥村小児科内科医院 児・内・皮・神・特健 七日市 1127      62-0437 

4 香内医院 内・神・精・特健 七日市 555-1      62-3210 

5 公立七日市病院 内・神内・皮・リハ・特健 七日市 643  96 54   150 62-5100 

6 須藤医院 外・消・特健 七日市 1083      63-1461 

7 武市眼科医院 眼 七日市 545-1      64-3123 

8 田村医院 産婦・内・児・特健 七日市 1662-2      64-2065 

9 
富岡市甘楽郡医師会 
休日診療所 

内・外 七日市 553-1      64-1939 

10 富岡・成清医院 内・児・呼・皮泋・特健 七日市 599-6      62-2701 

11 原整形外科医院 整外 七日市 1048      62-3556 

12 保阪医院 胃・外・特健 七日市 1621      62-0113 

13 アライクリニック  
外・整外・内・消・肛・リハ・
特健 

富 岡 1423      62-1521 

14 石川胃腸科医院 胃・外・内・肛・特健 富 岡 77      62-1002 

15 神部医院 外・消・内・特健 富 岡 1122      62-0058 

16 小泉医院 産婦・婦・内・児・特健 富 岡 891      62-0039 

17 
公立富岡総合病院 

(地域災害医療センター) 

内・心内・神内・消・循・児・
外・整外・脳外・皮・泋・産婦・
眼・耳・歯・歯口外・麻・放・
リハ・特健 

富 岡 2073-1   355   4 359 63-2111 

18 こすげレディスクリニック 産婦・婦・内・アレ・特健 富 岡 1494-1      62-0275 

19 阪本耳鼻咽喉科医院 耳 富 岡 1078      62-0122 

20 高井クリニック 外・内・胃・皮・特健 富 岡 3074-1      60-1500 

21 滝田医院 耳・気・内・特健 富 岡 1473-8      62-2511 

22 中島医院 内・児・特健 富 岡 1115      62-1037 

23 中野整形外科医院 整外 富 岡 953      64-1574 

24 藤原内科クリニック 内 富 岡 1630      64-1866 

25 細谷医院（耳鼻咽喉科） 
耳・気食内・小耳・アレ・内・

特健 
富 岡 1048      62-0388 

26 細谷クリニック 
内・整外・児・皮・循・リハ・

放・消・特健 
富 岡 1375   48  48 62-4321 

27 明瞳眼科クリニック 眼 富 岡 1112      62-0127 

28 富岡クリニック 泋・内 曽 木 312-1      62-6111 

29 ゆうあい整形外科 リウ･整外･リハ 曽 木 543      67-5211 

30 大竹外科胃腸科 外・内・胃・整外・特健 田 篠 947      64-0808 

31 たけべ医院 内・外・特健 一ノ宮 1635      67-5500 

32 村田内科医院 内・循・神内・特健 一ノ宮 162-1      62-2053 

33 西毛病院 内・精・皮・歯・特健 神農原 559-1 360  200  560 62-3156 

34 加藤内科医院 内・胃・特健 田 島 12-1      64-0606 

35 久保田クリニック 循・内・特健 中高瀬 138-1      89-1160 

36 宮崎医院 内・胃・児・特健 下高瀬 298-7      60-1919 

37 井手医院 内・児 南蛇井 859      67-2216 

38 コマチクリニック 
整外・リハ・外・内・消・特健・

通所リハビリテーション 
相野田 469      62-5011 

39 妙義診療所 内 
妙義町中里
143-3 

     73-3737 

   
            

内 内  科 リウ リウマチ科 肛 肛門科 皮泋 皮膚泋尿器科 

心内 心療内科 児 小児科 産婦 産婦人科 理 理学診療科 

呼 呼吸器科 精 精神科 婦 婦人科 リハ リハビリテーション科 

消 消化器科 神 神経科 眼 眼科 放 放射線科 

消内 消化器内科 神内 神経内科 耳 耳鼻咽喉科 麻 麻酔科 

胃 胃腸科 外 外科 気 気管食道科 歯 歯科 

循 循環器科 整外 整形外科 皮 皮膚科 歯口外 歯科口腔外科 

アレ アレルギー科 脳外 脳神経外科 泋 泋尿器科 特健 特定健診 
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1 新井歯科医院 七日市915 64-1951  

2 鈴木歯科医院 七日市1587-3 62-1222  

3 茂木歯科医院 七日市628 64-2275  

4 富岡甘楽口腔保健センター 七日市640-1 62-1706  

5 西富岡歯科医院 七日市658-3 63-5253  

6 峯岸歯科医院 富 岡1086 62-0671  

7 中島医院歯科室 富 岡1115 62-0511  

8 曽根歯科医院 富 岡1258-2 62-0475  

9 萩原歯科医院 富 岡1424 63-6178  

10 吉宗歯科医院 富 岡1464 62-0191  

11 公立富岡総合病院歯科口腔外科 富 岡2073-1 63-2111  

12 松坂歯科医院 富 岡87 62-0148  

13 中町守谷歯科 富 岡987-1 62-5566  

14 酒井歯科医院 富 岡984 63-0586  

15 大竹歯科医院 田 篠1039 62-0862  

16 もぎ歯科クリニック 一ノ宮1346-1 64-5131  

17 黒沢歯科クリニック 一ノ宮356-1 62-0102  

18 イマイ歯科クリニック 一ノ宮284-7 64-2775  

19 井上歯科医院 神農原1000-1 64-2158  

20 西毛病院歯科 神農原559-1 64-4446  

21 おのざわ歯科医院 下高瀬205-1 64-5600  

22 たくみ歯科クリニック 内 匠226-1 63-8861  

23 小澤歯科医院 下高尾580 62-1129  

 

  
            

1 イワザキ薬局 七日市 1134-1 63-2582  

2 桜井薬品 七日市 1586-7 62-0649  

3 ハタ調剤薬局 七日市 639-1 70-2250  

4 大井田薬局富岡店 七日市 679-1 63-9888  

5 マルエドラッグ フォリオ富岡店 富 岡 501 64-5295  

6 ㈲名和薬局 富 岡 1043 62-0368  

7 中村薬局 富 岡 1069 63-5388  

8 ㈲アミヤ薬局 富 岡 1115 63-6541  

9 ㈲サマタ薬局 富 岡 1129 62-0055  

10 小出薬局 富 岡 1155 62-1351  

11 西毛医薬品（株）えきまえ調剤薬局 富 岡 1756-14 62-5431  

12 アイケイ薬局 富岡店 富 岡 2055-1 64-4400  

13 カワチ薬局 富岡店 富 岡 2106-1 

64-5881 

64-5855 

(調剤部門) 

 

14 若葉薬局 富岡店 富 岡 2188-3 70-2125  

15 富岡調剤薬局 富 岡 2588-9 64-5505  

16 シルクロード薬局 富 岡 2654-4 64-9666  

17 トリム薬局 富岡店 富 岡 2655-1 89-1260  

18 東富岡薬局 富 岡 3074-2 60-1335  

19 ドラッグスギ 富岡店 富 岡 965 62-5418  

20 ベイシア富岡店 黒 川 650 62-1110(代)  

21 下山保星堂 一ノ宮 1532 62-2052  

22 マルエドラッグ 富岡一ノ宮店 一ノ宮 1683 63-1033  

23 奥貫漢薬局 一ノ宮 1717 64-2657  

24 かのはら薬局 神農原 567-4 70-2880  

25 つばめ薬局 中高瀬 139-2 89-1141  

26 おの薬局 相野田 454-4 60-1270  

27 武田薬品商会 南蛇井 492-10 67-2553  
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13 ⱪꜝfi  

 

 ⅎ  

近年、全国的に多発した自然災害における、犠牲者の多くが高齢者等であり、災害時に自

力で避難することが困難な要援護者に対する支援が防災対策上の急務となっている。 

このため、高齢者や障害者など災害時の避難にあたって支援が必要となる人を特定し、そ

の一人ひとりについて、災害時に、誰が支援してどこの避難場所等に避難させるかを定める

「避難支援プラン」を策定する。 

なお、要援護者に対しては、その特性に応じた十分な配慮が必要であることから、日頃か

ら障害者・高齢者関係施設等の場所や在宅の障害者等の状況の把握に努め、災害発生時には、

適切かつ速やかに、ニーズに沿った対策を実施する。 

この計画は、災害発生時における災害時要援護者への支援を適切かつ円滑に実施するため、

国の「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」を踏まえ、本市における災害時要援護者の

避難支援対策について、その基本的な考え方や進め方を明らかにしたものであり、災害時要

援護者の自助・地域の共助を基本とし、災害時要援護者への情報伝達体制や避難支援体制の

整備を図ることにより、もって地域の安心・安全体制を強化することを目的とする。 

 

 ⱪꜝfi─ ─ ⅎ  

国で示している「災害時要援護者」とは、「必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から

自らを守るために安全に避難するなど災害時の一連の行動をとるに支援を必要とする人々」

と位置付けている。 

したがって、災害時要援護者の中には、外国人など日本語に不慣れなものや妊産婦及び乳

幼児も含むが、本市における避難支援プラン（個別計画）の対象者となる災害時要援護者と

は、次のいずれかに該当する者のうち、直接的な援護が必要であり、在宅かつ家族による避

難支援が困難な者を为な対象とする。 

 

●介護保険における要介護者・・・要介護３以上 

●障害者・・・身体障害者手帳１・２級 

知的障害者の療育手帳Ａ 

精神障害者精神保健福祉手帳1級 

●難病患者 

●一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯の者 

●その他市長が認める者 

 

なお、避難支援プラン（個別計画）の策定に当たっては、支援すべき要援護者の優先度を

検討し、災害危険地域など被災リスクの高い地域や孤立のおそれのある地域の者を重点的・

優先的に進める。 

 

 ─ ה ─  

─  

災害発生時において災害時要援護者の避難誘導や安否の確認、また避難場所等での生活支

援を的確に行うためには、災害時要援護者情報の把握と関係者間での共有が必要であり、日

頃から災害時要援護者の居住地や生活状況等を把握し、災害時には、これらの情報を迅速に

活用できるよう名簿等を作成しておくことが重要である。 

  

─  

市は、次に掲げる通常業務等を通じて災害時要援護者情報の把握に努めるものとする。 

① 要介護者の情報に関しては、要介護認定情報等により把握する。 

② 障害者の情報に関しては、各種障害者手帳台帳における情報、障害程度区分情報等に

より把握する。 
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③ 一人暮らしの高齢者世帯などの高齢者の情報に関しては、ひとり暮らし高齢者基礎調

査を活用することなどにより把握する。 

④ 民生委員・児童委員等から情報収集により把握する。 

⑤ 福祉団体、国際交流団体など関係団体からの情報収集により把握する。 

 

з →  

災害時要援護者の該当者で、災害時の避難支援を希望し、平常時から自为防犯防災会、民

生委員・児童委員等に個人情報を開示することに同意するものは、登録申請書に必要事項を

記入し、市長に提出するものとする。当該記載事項に変更が生じた場合も同様とする。 

 このため、富岡市は、広報とみおか、ホームページ等を利用して、要援護者登録制度を広

く周知する。 

 

и  

自为防犯防災会、民生委員・児童委員等は、地域において支援が必要な人を把握し、要援

護者リストへの登録を直接働きかける。この場合、登録申請書は、民生委員・児童委員等が

要援護者把握に使用している福祉票等の写しをもって代えることが出来る。 

登録に際しては、自为防犯防災会、民生委員・児童委員、避難支援者等に個人情報を開示

することについて要援護者から同意を得る。 

 

 ╛ ─  

 ─  

市役所内に、情報の共有、避難支援プランの策定、要援護者に対する情報伝達及び避難支

援を的確に進めるため、横断的組織として「災害時要援護者支援班」を設ける。災害時要援

護者支援班の位置付け、構成及び業務は以下のとおりとする。 

① 位置付け 

平常時は、防災関係部局や福祉関係部局で横断的かつ緊密な連携を取り対応する。災

害時は、災害対策本部中、福祉関係部門内に設置 

② 構 成 

平常時は、班長（健康福祉部長）、班員（福祉担当者、防災担当者等）。避難支援体制

の整備に関する取組を進めていくに当たっては、社会福祉協議会、自为防犯防災会等の

関係者等の参加を得ながら進める。災害時は、基本的に福祉担当部課長・担当者で構成。 

 

③ 業 務 

平常時：要援護者情報の共有化、避難支援プランの策定、要援護者参加型の防災訓練の

計画・実施、広報 等 

災害時：避難準備情報等の伝達業務、避難誘導、安否確認・避難状況の把握、避難場所

の要援護者班（仮称）等との連携・情報共有 等 

 

─  

з  

 ・自为防犯防災会からの情報に基づく要援護者の把握に関すること 

 ・災害時要援護者台帳の整備に関すること 

 ・要援護者情報の関係機関との共有に関すること 

 ・災害対策本部との連絡調整及び活動状況の取りまとめに関すること 

 ・地区災害時要援護者団体の活動支援に関すること 

 

и  

 ・支援班の運営事務に関すること 

 ・支援班内の連絡調整に関すること 

・福祉関係者からの情報に基づく要援護者の把握に関すること 

・災害情報伝達に関すること 
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 ・要援護者支援活動の研修、啓発に関すること 

 ・福祉避難場所の確保、整備に関すること 

 ・避難場所内での支援体制の整備、確保に関すること 

 ・避難場所への搬送体制の整備、確保に関すること 

 ・安否情報窓口に関すること 

 

≤─  

市は、自为防犯防災会、消防団、福祉関係者と連携し、個々の災害時要援護者に対応する

避難支援者を明確化するものとする。避難支援者は、要援護者本人の意向を極力尊重した上

で、原則として、自为防犯防災会、福祉関係者やボランティア等の中から、地域の要援護者

支援活動を継続的に担う人材を複数名選出する。 

  

─  

避難支援者の選定に当たっては、要援護者に対し、要援護者の支援は支援者の任意の協力

により行われるものであることや支援者の不在や被災などにより、要援護者の支援が困難と

なる場合もあり、要援護者の自助が必要不可欠であることについて十分に周知することとす

る。 

 

─  

要援護者の支援体制を整備するにあたっては、研修や啓発活動を通じて、積極的に地域に

おいて要援護者支援に関する人材を育成し、支援者を増やしていくこととする。 

 

  ⁸ ה ─ ה  

重要な災害情報を要援護者や避難支援者に対して、いち早く正確に伝達するため、要援護

者の特性に応じた情報伝達ルート、手段を整備する。 

災害発生または発生の恐れのある場合は避難準備情報、避難勧告・指示等を発令する判断

基準を明確化するものとし、判断基準は、災害ごと、具体的な地域ごとに留意すべき事項を

個別具体的に定めるものとする。 

情報伝達は、下記によって行う。 

 

 ♩כꜟ

 避難準備情報等については、市から自为防犯防災会長・福祉関係機関・団体のネット

ワークを通じ災害時要援護者及び避難支援者等へ直接伝達する。 

また、災害時要援護者及び避難支援者に対し確実に情報伝達する体制を整備するもの

とする。 

 

 

 情報の伝達手段は、障害の状況に応じて、次の手段についても活用する。 

 ・聴覚障害者：インターネット（電子メール、携帯メール等）、テレビ放送（地上デジ

タル放送も含む）、FAX 

 ・視覚障害者：受信メールを読み上げる携帯電話 

 ・肢体不自由者：フリーハンド用機器を備えた携帯電話  等 

 

─  

 災害時要援護者に対する情報伝達については、市役所に設置された災害時要援護者支

援班が行う。 

 

⌐≈™≡ 

富岡市避難支援プラン全体計画の参考資料に記載された災害時要援護者関連施設に対

しては、洪水予報、避難判断水位への水位の到達情報、土砂災害警戒情報などの情報を

伝達し、円滑かつ迅速な避難を確保するものとする。 
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なお、施設と在宅の中間の無認可施設があることに鑑み、広報とみおか及びホームペ

ージ等を利用して、市民に対して、施設の情報提供を広く呼びかける。 

 

ₒ ₓ  

 ─  ⌐ ╘╢  

避難準備

（要援護

者避難）

情報 

要援護者等、特に避難行動に時間を

要する者が避難行動を開始しなけれ

ばならない段階であり、人的被害の発

生する可能性が高まった状況 

・要援護者等、特に避難行動に時間を要

する者は、計画された避難場所への避

難行動を開始（避難支援者は支援行動

を開始） 

・上記以外の者は、家族等との連絡、非

常用持出品の用意等、避難準備を開始 

避難勧告 通常の避難行動ができる者が避難

行動を開始しなければならない段階

であり、人的被害の発生する可能性が

明らかに高まった状況 

通常の避難行動ができる者は、計画さ

れた避難場所等への避難行動を開始 

避難指示 ・前兆現象の発生や、現在の切迫した

状況から、人的被害の発生する危険

性が非常に高いと判断された状況 

・堤防の隣接地等、地域の特性等から

人的被害の発生する危険性が非常

に高いと判断された状況 

・人的被害の発生した状況 

・避難勧告等の発令後で避難中の住民は、

確実な避難行動を直ちに完了 

・未だ避難していない対象住民は、直ち

に避難行動に移るとともに、そのいと

まがない場合は生命を守る最低限の行

動 

※ 自然災害のため不測の事態も予想されることから、避難行動は計画された避難場所等に

避難することが必ずしも適切ではなく、事態の切迫した状況等に応じて避難することも

ある。 

 

  

─  

災害時要援護者の安否確認については、市は自为防犯防災会、地域包括支援センター等の

福祉関係機関・団体のネットワークを活用すると为に、避難支援者からの情報も集約するな

ど、確実に安否確認が出来る体制を整備するものとする。 

 

─  

 市は、関係機関や避難支援者による安否確認、安否情報の集約、災害時要援護者に掛かる

問い合わせ等に一元的に対応するため、災害時要援護者支援班に安否情報窓口を設置する。 

 

⇔≡™╢ ─  

 災害時要援護者支援班は、災害時要援護者が入所している施設の被害状況や貟傷者等の情

報を集約する。 

 

 ⱴ♇ⱪ─  

防災マップの周知が住民になされるよう、各世帯への直接配布、転入者に対する市民課窓

口での配布、インターネットの利用による公開等（市ホームページ、ハザードマップポータ

ルサイト）を行うものとする。 

 また、防災マップを用いて災害時要援護者関連施設の位置や避難場所、施設への情報伝達

方法、避難経路等を平時から確認するよう、説明会などを通じて住民への周知に努めるとと

もに、特に災害時要援護者を支援する人などの理解を進め、地域防災に関する意識向上を図

るものとする。 

併せて、消防、警察、自为防犯防災会、避難支援者等と平時から災害時に避難支援を必要

とする在宅の災害時要援護者に関する情報を共有し、これら情報と防災マップを組み合わせ、
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円滑に避難支援を実施できる体制を構築するものとする。 

 さらに、防災マップを用いた防災訓練を行うことにより、避難場所や避難経路の確認等を

行い、洪水、土砂災害に備えるものとする。 

 

 ─ ה  

風水害等の災害が発生するおそれがあるため、避難準備情報等を発令した場合は、市と地

域住民等が連携し、避難支援プラン（個別計画）に基づき、避難誘導を行う。 

そのため、平常時から、避難場所配置職員の役割分担を明確にするとともに、市、消防本部、

消防団、自为防犯防災会等の役割分担を明確にしつつ連携して対応する。 

また、災害時要援護者自身も、平常時に自宅から避難場所等まで、実際に避難支援者とと

もに移動してみて、避難経路を確認しておくよう努めるものとする。 

 なお、避難経路の選定に当たっては、要援護者の避難・搬送形態を考慮した浸水時にも機

能する避難経路を優先的に選定するとともに、防災マップ記載事項を確認するなど、安全な

避難の確保に努めるものとする。 

 

 ⌐⅔↑╢  

⌐⅔↑╢  

避難場所においては、要援護者の避難状況に応じて、障害者用トイレ、スロープ等の段差

解消設備を速やかに仮設する。特に体育館等が避難場所で避難生活が長期化する場合は、畳・

マットを敷く、プライバシー確保のための間仕切り用パーテーションを設ける、冷暖房機器

等の増設など環境の整備を行う。 

これらの環境整備に必要な設備については、備蓄で対応するほか、関係団体、事業者との

事前協定を締結するなどにより、通常時から対応等を講じておくこととする。 

避難場所には、要援護者の要望を把握するため、災害時要援護者支援班等が中心になり、

自为防犯防災会や福祉関係者、そして避難支援者の協力を得つつ、要援護者班を設置し、要

援護者用相談窓口を設ける。その際、女性や乳幼児のニーズを把握するため、窓口に、女性

も配置するなどの配慮を行う。 

また、避難生活が長期化する場合は、高齢者、障害者等の心身の健康管理や生活リズムを

取り戻す取り組みが重要であるので、保健師等による健康相談、二次的健康被害（エコノミ

ークラス症候群、生活不活発病等）の予防、こころのケア等、福祉関係職員による相談等の

必要な生活支援を必要に応じて実施するとともに、要援護者の状況に応じて、一般避難場所

から福祉避難場所への移動や社会福祉施設への緊急入所、病院への入院等の手続きを行う。

なお、発災後、速やかな対応をとるために、予め、関係団体、事業者等との協定を結ぶなど、

通常時から役割分担を明確にしておくこととする。 

避難場所における情報提供は被災者にとって大変重要なものであるので、特に視覚障害者

や聴覚障害者等に対する伝達方法については、特段の配慮を行うものとする。 

 

─  

災害時の避難場所は、小中学校の体育館などが指定されているが、長期に亘る避難生活が

想定される場合として、「一般の避難場所」とは分離する配慮が必要である。そのため、市は、

災害時要援護者が相談等の必要な生活支援が受けられるなど、安心して生活できる体制を整

備した福祉避難場所を指定するよう努めるものとする。 

福祉避難場所として指定する施設は、原則として耐震、耐火、鉄筋構造を備え、バリアフ

リー化されているなど、要援護者の利用に適しており、かつ、生活相談職員等の確保が比較

的容易である既存施設を活用することとする。 

福祉避難場所を指定した場合は、その所在や避難方法を要援護者を含む地域住民に対し周

知するとともに、周辺の福祉関係者の十分な理解を得るものとする。 

 

─  

 民間の社会福祉施設等で、災害時に民間福祉避難場所として協力してくれる施設と事前協

定を締結し、災害時における要援護者の受入態勢を整備し、福祉避難場所として、指定する。 
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10 ─  

要援護者の避難を迅速かつ適切に行うためには、要援護者と避難支援者との信頼関係が不

可欠であることから、消防団、自为防犯防災会等は、普段から、防災活動だけでなく、声か

けや見守り活動等、地域における各種活動との連携を深めることが重要である。 

また、在宅の災害時要援護者を適切に安全な場所へ避難誘導するためには、平常時から避

難支援者を中心とした近隣のネットワークづくりをすすめ、地域住民の協力関係をつくるこ

とが重要である。 

このため、自为防犯防災会が中心となり、災害時要援護者や避難支援者とともに、災害時

要援護者の避難支援プラン（個別計画）に基づき実際に即した避難訓練の実施等を行うこと

により、支援体制の充実や地域全体の防災意識の向上を図る。 

また、自为防犯防災会等の協力を得て、地域住民や関係団体等に参加を呼びかけ、要援護

者と避難支援者が積極的に参加し、避難誘導や安否確認等を実施するなど実践的な要援護者

参加型の避難訓練を実施する。 

このため、毎年５月実施している「富岡市総合防災訓練」などの訓練において、災害時要

援護者に対する情報伝達、福祉避難場所設置運営訓練などの訓練やボランティア育成啓発活

動を行うこととする。 

 

11 ⱪꜝfi ─ ─ ╘  

災害が発生し又はそのおそれが高まったときに、要援護者の避難誘導等を迅速かつ適切に

実施するためには、あらかじめ、要援護者一人ひとりについて、誰が支援して、どこの避難

場所等に避難させるかを定めておくことが必要である。 

このため、自为防犯防災会、民生委員・児童委員等の協力を得ながら、避難支援プラン（個

別計画）を策定する。 

 

─  

個別計画の策定に当たっては、個人情報保護条例の規定に基づき、市は自为防犯防災会の

実際に避難支援に携わる関係者と要援護者に関する基本的な情報（住所や氏名など）を共有

した上で、これら関係者が中心となって、要援護者本人と避難支援者、避難場所、避難経路、

避難方法、情報伝達方法等について具体的に話し合いながら、作成する。 

なお、支援者については、消防団、自为防犯防災会、民生委員・児童委員などの話し合い

などであらかじめ要援護者に紹介できる候補者を定めるとともに、支援者自身の不在や被災

も考慮し、複数の支援者を決めておく。 

 

─  

個別計画は、要援護者本人、その家族及び市役所の必要最小限の関係部署のほか、避難支

援者等要援護者本人が同意した者に配布する。その際には、誓約書等の提出により守秘義務

を確保する。 

 

─  

個別計画は、一人ひとりの災害時要援護者を対象としていることから、要援護者の個人情

報が多く含まれている。したがって、上記（２）のとおり、その保護に留意することとする。 

また、災害時に迅速かつ適切な避難を行うため、情報の更新を定期的に行っていくことと

する。 

具体的には、個別計画の内容に変更が生じた場合や本人等からの変更の申請があった場合

は、その都度速やかに更新する。その他の場合は、避難支援者等の協力を得て更新を行う。 

 

─  

個別計画の内容は、個別計画の配布先として（１）に列記した者以外が閲覧することのな

いようにするとともに、併せて、災害発生時の緊急の閲覧に支障を来さないように留意する。

個別計画を電子情報で保管する場合は、パスワード等を使用して管理し、紙媒体で保管する
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場合には施錠付きの保管庫に保管する等、情報管理に十分配慮する。 

 

─ ™ 

要援護者情報は、個人情報保護条例が適用されるので、要援護者の情報の取扱いにあたっ

ては、市の条例に基づいて十分に検討の上、適切に収集、管理、利用及び提供等を行う必要

がある。 

 

⌐⅔↑╢  

行政内部とは、通常時から災害等危機管理を行う行政サイドの組織を担当する、防災関係

部局、消防関係部局及び福祉関係部局である。 

個人情報保護の確保の観点から、情報の管理及び更新方法については、共有する部局間で

共通認識をもつことが必要である。 

なお、行政内部における情報共有については、地方公務員法により、情報提供を受けた職

員に対する守秘義務が課せられている。さらに、個人情報保護条例では、不適切な個人情報

の取扱いに対して罰則が適用される。 

行政内部における情報共有で検討すべき事項は、管理及び更新方法である。管理及び更新

方法に関する留意点としては、以下が挙げられる。 

 

з ─  

電算処理を行うパソコンは、操作する担当者を決定し、暗号によるセキュリティをかける

必要がある。 

要援護者情報を防災関係部局等に提出する際、電子データではなく、紙媒体で提出し、要

援護者名簿の外部流出を防ぐ必要がある。 

要援護者名簿の管理については、管理責任者を定め保管し、個人情報の適切な取扱いに関

する責任体制について決定する。 

  

и ─  

要援護者情報のデータ更新や要援護者名簿作成の期間を設定する。（年１回程度） 

 

⌐⅔↑╢ ─  

行政機関以外の関係機関が情報を共有することは、最も重要なことであり、避難支援プラ

ンの意義のひとつである。 

行政外の関係機関等との情報共有で検討すべき事項は、要援護者情報を共有する行政外の

関係機関等の範囲、要援護者情報の管理・更新方法、要援護者情報を提供する際の守秘義務

の確保方法である。 

 

з ╩ ∆╢ ─ ─  

要援護者情報を共有する行政外の関係機関等の範囲は、地域状況も踏まえて災害時の要援

護者を支援できる機関等を検討し決定する。具体的には、以下が挙げられる。 

 ・自为防犯防災会長 

 ・民生委員・児童委員 

 ・社会福祉協議会  等 
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и ─ ┘ ─  

要援護者情報の行政外の関係機関等との共有に当たり、要援護者情報が提供先以外に漏洩

などすることがないよう、管理方法や更新方法を決定する必要がある。 

 要援護者情報の管理及び更新方法に関する留意点としては、以下が挙げられる。 

 

① 要援護者情報の管理 

・ 要援護者名簿を提供する際、電子データではなく、紙媒体で提供し、要援護者名簿

の外部流出を防ぐ措置を講じる。 

・ 要援護者名簿の管理については、管理責任者を定め、名簿を施錠可能な金庫等に保

管させるようにする。 

・ 要援護者名簿に関するメモ等はシュレッダーにかけることなどについて要援護者名

簿の提供時に徹底する。 

② 要援護者情報の更新 

・ 要援護者情報のデータ更新や要援護者名簿作成の期間を設定する。（年１回程度） 

・ 要援護者名簿の更新時期に、新規の要援護者名簿を提供し、古い要援護者名簿は焼

却するなど再利用できないようにする。 

③ 行政外の関係機関等に提供する際の守秘義務の確保方法の決定 

 要援護者情報の提供先となる関係者については、民生委員・児童委員等法律や条例等

で職務上の守秘義務が課せられている者を除いて一般的に守秘義務が課せられていない。 

 このため、市は、住民の要援護者情報の共有に関する理解や信頼を深めるためにも、

要援護者情報を行政外の関係機関等と共有する際に、提供を受ける側の守秘義務を確保

することが重要である。 

 なお、市が行政外の関係機関等に提出する情報は、住所や氏名等の基本的な情報にと

どめ、要援護者のプライバシーに配慮することが適切である。 

 また、要援護者名簿の利用報告を定期的に収集し、要援護者名簿の取扱状況をモニタ

リングする。 
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ה 14 ⌐ ∆╢  

 

Ї   

 

 

 

⅜

⇔
≡
™
╢

 

 
  

─
℮
∟

 

1 
富岡市特別養護老人ホーム 妙義 

 妙義町下高田 1888－１ 
  ○ ○ 73－4151 73-4152 

2 
特別養護老人ホーム 鏑泉園 

 下高瀬 724 
○   ○ 62－0964 65-0972 

3 
養護老人ホーム 鏑泉園 

 下高瀬 724 
○   ○ 62－0964 65-0972 

4 
デイサービスセンター 鏑泉園 

 下高瀬 724 
○    62－0964 65-0972 

5 
特別養護老人ホーム ふれあいホーム 

 黒川 1380 
○   ○ 70－2020 62-4558 

6 
デイサービスセンター ふれあい 

 黒川 1380 
○    70－2020 62-4558 

7 
ベストライフ 星の里 

 後賀 529－１ 
○   ○ 70－2650  

8 ウェルカムホーム２   ○ ○ 73－3852  

9 妙義の里 のぞみ ○   ○ 73－2369  

10 
いずみ保育園 

 中沢 210－５ 
○    67－2427 67-3795 

11 
南蛇井保育園 

 南蛇井 1133－４ 
○ ○   67－2390  

12 
黒岩保育所 

 下黒岩 1616－４ 
○    64－1168  

13 
かしの木保育園 

 黒川 64 
○    63－4215  

14 妙義保育園   ○  73－3112  

15 妙義学童クラブ ○    73－3003  

16 妙義学童大の字クラブ ○    73－2150  

注）土砂対策整備済施設：砂防ダム等がひとつでも整備されている施設 

 



 

 109 

 

15  

 

Ẽ                          平成23年７月１日現在 

№ 移動局名 所 属 車 種 ナンバー 機種 備 考 

1 とみおか 1 消防本部 ﾆｯｻﾝﾛｰﾚﾙ 群馬  88 ぬ 8937 １１０２MT   

2 とみおか 2 ガス水道局 ｽｽﾞｷｴﾌﾞﾘｲ 群馬  41 よ 9215 １１０２MT   

3 とみおか 3 企画負務部28号車 ﾐﾂﾋﾞｼﾐﾆｷｬﾌﾞ 群馬 480 さ 4788 １１０２MT   

4 とみおか 4 ガス供給所     １１０１MT 半固定 

5 とみおか 5 宮崎浄水場     １１０１MT 半固定 

6 とみおか 10 妙義庁舎 ｽｽﾞｷｴﾌﾞﾘｲ 群馬  41 よ 9658 １１０１MT   

7 とみおか 12 消防 ５分団 ﾆｯｻﾝｱﾄﾗｽ 群馬 800 め  ・5 １１０１MT   

8 とみおか 13 企画負務部27号車 ﾐﾂﾋﾞｼﾐﾆｷｬﾌﾞ 群馬 480 さ 4787 １１０１MT   

9 とみおか 14 消防 ９分団 ﾆｯｻﾝｱﾄﾗｽ 群馬 800 さ 8621 １１０１MT   

10 とみおか 15 消防 ８分団 ﾆｯｻﾝｱﾄﾗｽ 群馬  88 ぬ 1107 １１０１MT   

11 とみおか 16 都市建設部 ﾆｯｻﾝｱﾍﾞﾆｰﾙ 群馬  46 は 1726 １１０１MT   

12 とみおか 17 都市建設部 ｲｽｽﾞﾀﾞﾝﾌﾟ 群馬  46 さ 6654 １１０１MT   

13 とみおか 18 都市建設部 ｽｽﾞｷｴﾌﾞﾘｲ 群馬 41 や 9016 １１０１MT   

14 とみおか 19 都市建設部 ﾆｯｻﾝAD ﾊﾞﾝ 群馬 46 は  824 １１０１MT   

15 とみおか 20 消防 ７分団 ﾆｯｻﾝｱﾄﾗｽ 群馬 88 に 9373 １１０１MT   

16 とみおか 21 都市建設部 ﾆｯｻﾝｱﾍﾞﾆｰﾙ 群馬 46 ね 7628 １１０１MT   

17 とみおか 22 企画負務部６号車 ﾐﾂﾋﾞｼﾐﾆｷｬﾌﾞ 群馬 480 こ 2532 １１０１MT   

18 とみおか 23 企画負務部21号車 ﾐﾂﾋﾞｼﾐﾆｷｬﾌﾞ 群馬 480 こ 2533 １１０１MT   

19 とみおか 24 ガス水道局 ｽｽﾞｷｴﾌﾞﾘｲ 群馬 480 あ 5773 １１０１MT   

20 とみおか 25 ガス水道局 ﾆｯｻﾝAD ﾊﾞﾝ 群馬 400 つ 2256 １１０１MT   

21 とみおか 26 ガス水道局 ｽｽﾞｷｴﾌﾞﾘｲ 群馬 480 あ 5772 １１０１MT   

22 とみおか 27 ガス供給所 ﾆｯｻﾝｾﾚﾅ 群馬 88 ぬ 3734 １１０１MT   

23 とみおか 28 ガス水道局 ｽｽﾞｷｴﾌﾞﾘｲ 群馬 480 あ 1320 １１０１MT   

24 とみおか 29 ガス水道局 ｽｽﾞｷｴﾌﾞﾘｲ 群馬 480 う 3900 １１０１MT   

25 とみおか 30 ガス水道局 ｽｽﾞｷｴﾌﾞﾘｲ 群馬 41 よ 7554 １１０１MT   

26 とみおか 31 宮崎浄水場 ｽｽﾞｷﾊﾞﾝ 群馬 41 と 9829 １１０１MT   

27 とみおか 32 ガス供給所 ｽｽﾞｷｴﾌﾞﾘｲ 群馬 41 ぬ 3205 １１０１MT   

28 とみおか 33 ガス水道局 ｽｽﾞｷｴﾌﾞﾘｲ 群馬 480 う 3899 １１０１MT   

29 とみおか 34 ガス水道局 ｽｽﾞｷｴﾌﾞﾘｲ 群馬 480 あ 1319 １１０１MT   

30 とみおか 35 宮崎浄水場 ｽｽﾞｷｷｬﾘｰﾄﾗｯｸ 群馬 480 か 685 １１０１MT   

31 とみおか 36 ガス水道局 ｽｽﾞｷｴﾌﾞﾘｲ 群馬 41 や 8099 １１０１MT   

32 とみおか 37 ガス水道局 ｽｽﾞｷｴﾌﾞﾘｲ 群馬 41 ゆ 4968 １１０１MT   

33 とみおか 38 消防 １分団 ﾆｯｻﾝｱﾄﾗｽ 群馬 88 ぬ 4357 １１３５T   

34 とみおか 39 消防 ３分団 ﾆｯｻﾝｱﾄﾗｽ 群馬 88 ぬ 6709 １１３５T   

35 とみおか 40 消防１０分団 ﾆｯｻﾝｱﾄﾗｽ 群馬 800 す  972 １１３５T   

36 とみおか 41 消防 ２分団 ﾆｯｻﾝｱﾄﾗｽ 群馬 88 ぬ 9654 １１３５T   

37 とみおか 42 消防 ４分団 ﾆｯｻﾝｱﾄﾗｽ 群馬 830 ち ・4 １１３５T   

38 とみおか 43 消防 ６分団 ﾆｯｻﾝｱﾄﾗｽ 群馬 800 す 3400 １１３５T   

39 とみおか 44 消防１６分団 ｲｽｽﾞｴﾙﾌ 群馬 830 と  16 １１３５T   

40 とみおか 45 消防１１分団 ｲｽｽﾞｴﾙﾌ 群馬 830 ほ 11 １１３５T   

41 とみおか 46 消防１５分団 日野ﾃﾞｭﾄﾛ 群馬 800 す 4612 １１３５T   
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Ẽ                           平成 23 年７月１日現在 

№ 移動局名 所 属 機種 備 考 

42 とみおか 100 消防 ３分団 １１３８LT    

43 とみおか 101 消防 ４分団 １１３８LT    

44 とみおか 102 消防 ２分団 １１３８LT    

45 とみおか 103 市役所無線室 １１３８LT    

46 とみおか 104 市役所無線室 １１３８LT   

47 とみおか 105 市役所無線室 １１３８LT   

48 とみおか 106 消防本部 １１３８LT  

49 とみおか 107 消防 ７分団 １１３８LT    

50 とみおか 108 消防本部 １１３８LT  

51 とみおか 109 消防 ９分団 １１３８LT    

52 とみおか 110 消防１０分団 １１３８LT    

53 とみおか 111 消防本部 １１３８LT   

54 とみおか 112 消防本部 １１３８LT    

55 とみおか 113 消防本部 １１３８LT    

56 とみおか 114 妙義庁舎 １１３８LT   

57 とみおか 118 消防本部 １１３０LT   

58 とみおか 119 消防本部 １１３０LT   

59 とみおか 120 消防 ５分団 １１３８LT    

60 とみおか 121 消防１２分団 １１３８LT    

61 とみおか 122 消防１３分団 １１３８LT    

62 とみおか 123 消防１４分団 １１３８LT    

63 とみおか 124 消防１５分団 １１３８LT    

64 とみおか 125 消防 ８分団 １１３８LT    

65 みょうぎ 105 消防１１分団 １１３８LT    

66 みょうぎ 106 消防１２分団 １１３８LT    

67 みょうぎ 107 消防１３分団 １１３８LT    

68 みょうぎ 108 消防１４分団 １１３８LT    

69 みょうぎ 109 消防 ６分団 １１３８LT    

70 みょうぎ 110 消防１６分団 １１３８LT    

71 みょうぎ 111 消防 １分団 １１３８LT    
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1 

国指定重要 

文化負 

貫前神社本殿  附 棟札  小林冨士夫 一ノ宮 1535（貫前神社） M45.2.8 

2 貫前神社拝殿、楼門  附 棟札 小林冨士夫 一ノ宮 1535（貫前神社） S51.5.20 

3 貫前神社鏡 白銅月宮鑑 小林冨士夫 一ノ宮 1535（貫前神社） M45.2.8 

4 貫前神社鏡 桧垣梅雀文鏡、竹虎文鏡 小林冨士夫 一ノ宮 1535（貫前神社） T6.4.5 

5 旧茂木家住宅 富岡市 宮崎 329（宮崎公園） S45.6.17 

6 紙本著色地蔵菩薩霊験記 川島邦夫 東京国立博物館（寄託中） S34.3.27 

7 
妙義神社（本殿・幣殿・拝殿、唐門、総門）

附 神饌所、透塀、棟札、銘札、旧屋根銅瓦 
川島邦夫 妙義町妙義３（妙義神社） S56.6.5 

8 旧富岡製糸場 富岡市 富岡１－１ H18.7.5 

9 
国指定史跡 

中高瀬観音山遺跡 
富岡市、東日本

高速道路㈱、国 
中高瀬観音山岡本北之根 H9.3.17 

10 旧富岡製糸場 富岡市 富岡１－１ H17.7.14 

11 
国指定天然 

記念物 
ミヤコタナゴ 長谷川善和 

上黒岩 1674-1 

（県立自然史博物館） 
S49.6.25 

12 国名勝 妙義山 
川島邦夫、 

国・県 

妙義町妙義 3、 

妙義町諸戸 946 
T12.3.7 

13 

県指定重要 

文化負 

龍光寺の梵鐘 神宮正道 富岡 1093（龍光寺） S26.10.5 

14 龍光寺の板碑 神宮正道 富岡 1093（龍光寺） S26.10.5 

15 長学寺の梵鐘 生沼善裕 上高尾 700-1（長学寺） S33.3.22 

16 仁治の碑 石井充夫 下高尾 15 S33.3.22 

17 木造不動明王坐像  附 脇侍 鈴木宏明 相野田 245（得成寺） H11.4.30 

18 
妙義神社 

（随神門・袖回廊・銅鳥居・石垣） 
川島邦夫 妙義町妙義３（妙義神社） S34.8.5 

19 妙義神社波己曽社殿（旧本殿） 川島邦夫 妙義町妙義３（妙義神社） S43.5.4 

20 妙義神社神楽殿（旧拝殿） 川島邦夫 妙義町妙義３（妙義神社） S43.5.4 

21 

県指定天然 

記念物 

妙義アメリカショウナンボク 小澤 匡 妙義町諸戸１０７０ S34.3.10 

22 菅原神社の大ヒノキ 森田英治 
妙義町菅原１４２３ 

（菅原神社） 
H6.3.25 

23 妙義神社のウラジロガシ 川島邦夫 妙義町妙義６（妙義神社） H6.3.25 

24 兜岩層産出カエル化石 長谷川善和 
上黒岩 1674-1 

（県立自然史博物館） 
H8.3.29 

25 オオツノシカの化石骨 蛇宮神社 
黒川 351-1 

（市立美術博物館） 

H13.3.23 
26 附 1 オオツノシカの化石骨出土記念碑 野口洋司 上黒岩 1547-1  

27 附 2 オオツノシカの化石骨鑑定書 
斎藤圓成 

黒川 351-1 

（市立美術博物館） 28 附 3 オオツノシカの化石骨出土記録 

29 

県指定重要

無形民俗文

化負 

貫前神社の鹿占習俗 小林冨士夫 一ノ宮 1535（貫前神社） S56.5.6 

30 

市指定史跡 

北山茶臼山古墳 

大嶋稲良 南後箇 99-1 

S46.4.10 31 井上隆夫ほか 上高瀬 1807 

32 浦部くみ子 上高瀬 1799 

33 

太子堂塚古墳 

茂木秀一 一ノ宮 245-1 

S49.5.13 34 山田種次 一ノ宮 245-2 

35 神戸豊彦 一ノ宮 246 

36 佐藤探雲の墓碑 附 探雲自画像及び硯 佐藤 進 野上 2625 S54.3.28 
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37 

堂山稲荷古墳 

新井庄作 
一ノ宮 115 

 

一ノ宮 116 

S59.2.29 38 井出正一 

39 横尾三郎 

40 稲部市五郎種昌の墓 榎本晃英 七日市 948（金剛院） H4.9.4 

41   附 稲部市五郎種昌の関係文書 松井謙治 七日市 840   

42   附 稲部市五郎種昌の碑 保阪茂文 七日市 1620   

43 一ノ宮 4 号古墳 
群馬県富岡行政

県税事務所長 

田島 343-1 

（富岡行政県税事務所） 
H13.4.13 

44 
七日市藩为前田家の墓所 

  附 前田家関係位牌、過去帳、藩为木像 
生沼善裕 上高尾 699（長学寺） H14.4.12 

45 前田家御寶塔（七日市 7 号古墳) 保阪信子 七日市 1451 H14.4.12 

46 富岡製糸場工女等の墓（海源寺） 岩崎義幸 富岡１５０ H16.1.9 

47 富岡製糸場工女等の墓（龍光寺） 神宮正道 富岡１０９３ H16.1.9 

48 

市指定重要

文化負 

横瀬八幡宮 小島 郁 上高瀬 864 S47.2.8 

49 芭蕉句碑 附 雲裡房句碑 茂木秀一 一ノ宮 245-1 S49.5.13 

50 画像板碑 石川元道 富岡 1839（栖雲寺） S49.5.13 

51 嘉暦銘板碑 桐生フサエ 野上乙 1841 S50.4.30 

52 
木彫阿弥陀如来坐像 

  附 金銅製十一面観音懸仏 
今村孝道 一ノ宮 227（光明院） S52.3.7 

53 銅製鐃鈸 松倉紘洋 下高瀬 731（光厳寺） S52.3.7 

54 銅製観世音菩薩立像 神宮正道 富岡 1093（龍光寺） S53.5.27 

55 木彫阿弥陀如来立像 神宮正道 富岡 1093（龍光寺） S53.5.27 

56 
折本大般若波羅密多経 

(巻第三百四十二・巻第三百四十六) 
松井謙治 七日市 840 S55.4.22 

57 木喰仏 堀口徳弘 下丹生 1568（永隣寺） S55.4.22 

58 正嘉銘板碑 瀬下 進 下黒岩 1454 S56.3.27 

59 円空作木彫十一面千手観音立像 大塚順一 黒川 596 （不動堂） S56.5.26 

60 石造地蔵菩薩立像 落合 弘 南後箇 1187（額部神社） S60.1.24 

61 変形四獣鏡 市教育委員会 
黒川 351-1 

（市立美術博物館） 
S61.10.20 

62 鯰尾の兜 附 守神 蛇宮神社 
黒川 351-1 

（市立美術博物館） 
S61.10.20 

63 木造虚空蔵菩薩坐像 市川周観 中沢 210（観学寺） S61.10.20 

64 菅原神社本殿 森田英治 
妙義町菅原１４２３ 

（菅原神社） 
S63.3.26 

65 高太神社本殿 綿貫五郎 
妙義町下高田６６１ 

（高太神社） 
S63.3.26 

66 女神像碑 佐藤吉一 妙義町菅原９８５-４ S63.3.26 

67 十一面観音菩薩碑 佐藤吉一 妙義町菅原９８５-４ S63.3.26 

68 板碑 市教育委員会 妙義町上高田１２０６ S63.3.26 

69 地蔵菩薩碑 吉田 務 妙義町八木連堂谷 S63.3.26 

70 板碑 横尾好之 妙義町下高田４４０ S63.3.26 

71 木彫馬頭観音立像 大熊 実 藤木 249（藤木観音堂） H1.3.24 

72 妙義神社御殿・社務所 川島邦夫 妙義町妙義６（妙義神社） H1.3.25 

73 菊女之墓所 新宮光雄 妙義町中里８８ H1.3.25 

74 名号塔 榎本晃英 七日市 949（金剛院） H4.7.1 

75 妙義神社の青銅製燈籠 川島邦夫 妙義町妙義６（妙義神社） H5.10.25 
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76 最興寺山門 附 棟札及び設計図 村上虎雄 南蛇井 1133-1（最興寺） H7.4.21 

77 上高瀬薬師堂 松倉紘洋 上高瀬 1675 H7.4.21 

78 富岡 5 号古墳出土品 市教育委員会 富岡 1477-1 H7.4.21 

79 鳥総神社の芭蕉句碑 浦野幸彦 中沢 220 H7.9.13 

80   附 歌仙興行文書 市教育委員会 
黒川 351-1 

（市立美術博物館） 
  

81 貫前神社奉納鏡 小林冨士夫 一ノ宮 1535 H9.4.23 

82 貫前神社唐銅製燈籠 小林冨士夫 一ノ宮 1535 H9.4.23 

83  附 一宮抜鉾神社御太々神楽御連名録 黒沢初枝 
黒川 351-1 

（市立美術博物館） 
  

84 石造如来三尊坐像 須賀守 田篠 125（公会堂） H10.6.11 

85 建治二年銘板碑 松井謙治 富岡 1093（龍光寺墓地） H11.6.11 

86 元応二年銘板碑 榎本最紳 岡本 779（西方寺） H11.6.11 

87 貞治二年銘板碑 榎本最紳 岡本 779（西方寺） H11.6.11 

88 藤木の芭蕉句碑 白石貫二 藤木 693（観音堂境内） H11.6.11 

89 
前田利孝生母明運尼の墓 

  附 位牌 
見澤清芳 七日市乙 883（永心寺） H14.4.12 

90 
祐天名号掛け軸（永心寺蔵） 

  附 利剣名号掛け軸 
見澤清芳 七日市 884（永心寺） H16.1.9 

91 祐天名号掛け軸（神宮家蔵） 神宮利夫 宇田 554 H16.1.9 

92 星田虚空蔵の名号塔 平尾英州 
星田 1012－２ 

（虚空蔵境内） 
H16.1.9 

93 伏見神社の大絵馬 山田 廣 
妙義町下高田 1312 

（伏見神社拝殿） 
H17.7.19 

94 旧上野鉄道鬼ヶ沢鉄橋 
上信電鉄株式

会社 
南蛇井字小坂坂 H19.9.29 

95 デキ型電気機関車２号機 富岡市 
上黒岩 1377-1 市立美術博

物館屋外展示 
H19.9.29 

96 円空作不動明王坐像 妙義神社 妙義町妙義６ H20.3.28 

97 

市指定天然

記念物 

宮崎神社の大杉 工藤昌弘 宮崎 547（宮崎神社） S59.2.29 

98 貫前神社のスダジイ 小林冨士夫 一ノ宮 1535（貫前神社） S60.6.25 

99 長学寺の大イチョウ 生沼善裕 上高尾 698（長学寺） H10.6.11 

100 和合の大イチョウ 大河原庸俊 田島 399-2 H13.4.13 

101 吾妻神社の大スギ 五井義和 
妙義町諸戸甲 963 

（吾妻神社境内） 
H14.3.25 

102 木島家のヒイラギ 木島弘二 妙義町古立４０ H17.3.24 

103 龍光寺の大イチョウ 神宮正道 富岡 1093-1（龍光寺） H19.2.2 

104 

登録有形文

化負建築・

生活関連 

北甘変電所 東京電力㈱ 一ノ宮 422 H15.9.19 

105 富岡市社会教育会館 講堂棟 富岡市 一ノ宮 1465-1 H20.7.8 

106 富岡市社会教育会館 玄関及び事務室棟 富岡市 一ノ宮 1465-1 H20.7.8 

107 富岡市社会教育会館 講師室棟 富岡市 一ノ宮 1465-1 H20.7.8 

108 富岡市社会教育会館 和室棟 富岡市 一ノ宮 1465-1 H20.7.8 

109 富岡市社会教育会館 正門 富岡市 一ノ宮 1465-1 H20.7.8 

110 富岡市社会教育会館 講堂棟 富岡市 一ノ宮 1465-1 H20.7.8 

111 割烹旅館ときわ荘本館（旧櫛渕家住宅为屋） 島崎順康 富岡 1729-1 H21.1.8 

112 割烹旅館ときわ荘土蔵（旧櫛渕家住宅土蔵） 島崎順康 富岡 1729-1 H21.1.8 

113 割烹旅館ときわ荘長屋門（旧櫛渕家住宅長屋門） 島崎順康 富岡 1729-1 H21.1.8 

114 
国選択無形 

民俗文化負 
貫前神社の鹿占習俗 小林冨士夫 一ノ宮 1535（貫前神社） S55.12.12 
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17 ─ ≤∕─  

 

 

─  
    

 

・震度３以上 地震発生約１分半後に、震度３以上を観測し

た地域名（全国を約 190 地域に区分）と地震

の揺れの発現時刻を速報。 

⌐

∆╢  

・震度３以上 

（津波警報または注意報を発

表した場合は発表しない） 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニ

チュード）を発表。 

「津波の心配がない」または「若干の海面活

動があるかもしれないが被害の心配はない」

旨を付加。 

ה

⌐ ∆

╢  

以下のいずれかを満たした場

合 

・震度３以上 

・津波警報または注意報発表時 

・若干の海面変動が予想される

場合 

・緊急地震速報（警報）を発表

した場合 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニ

チュード）、震度３以上の地域名と市町村名を

発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入

手していない地点がある場合は、その市町村

名を発表。 

─

⌐ ∆

╢  

・震度１以上 震度１以上を観測した地点のほか、地震の発

生場所（震源）やその規模（マグニチュード）

を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入

手していない地点がある場合は、その地点名

を発表。 

∕─ ─

 

・顕著な地震の震源要素を更新

した場合や地震が多発した

場合など 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震

が多発した場合の震度１以上を観測した地震

回数情報等を発表 

 

・震度５弱以上 観測した各地の震度データをもとに、１km 四

方ごとに推計した震度（震度４以上）を図情

報として発表。 

そのほか、国外でマグニチュード 7.0 以上の地震が発生した場合に、地震の発生時刻、発

生場所（震源）及びその規模（マグニチュード）を、「遠地地震に関する情報」として日本や

国外への津波の影響に関しても記述し発表する。 

 

ợ ⌐ ∆╢  

 地震活動に関する解説情報等は、地震情報以外に、地震活動の状況等を周知するために気

象庁本庁及び管区・地方気象台等が関係地方公共団体、報道機関等に提供し、気象庁ホーム

ページなどでも発表している資料。 

ה  

 担当区域で津波警報・注意報が発表された時や震度４以上の地震が観測された時などに

防災等に係る活動の利用に資するよう地震津波情報や関連資料を編集した資料。 

ה ┘  

 地震及び津波に係る災害予想図の作成その他防災に係る関係者の活動を支援するために

管区・地方気象台等で月毎または週毎に作成する地震活動状況等に関する資料。 

 気象庁本庁及び管区気象台は週毎の資料（週間地震概況）を作成し、毎週金曜日に発表

している。 
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18 ─  

 

 ─ ≤⌂╢  

 ① 災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号に該当する被害が発生した市町村 

 ② 10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村 

 ③ 100世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県 

 ④ ①又は②の市町村を含む都道府県で、 

    ５世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村（人口10万人未満に限る） 

 ⑤ ①～③の区域に隣接し、 

    ５世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村（人口10万人未満に限る） 

 ⑥ ①若しくは②の市町村を含む都道府県又は③の都道府県が２以上ある場合に、 

    ５世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村（人口10万人未満に限る） 

    ２世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村（人口５万人未満に限る） 

  ※④～⑥の人口要件については、合併前の旧市町村単位でも適用可などの特例措置あり

（合併した年と続く５年間の特例措置） 

 

 ─ ≤⌂╢  

 上記の自然災害により 

 ① 住宅が「全壊」した世帯 

 ② 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 

 ③ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯 

 ④ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯（大規模半壊世帯） 

 

 ─  

 支給額は、以下の２つの支援金の合計額となる 

 （※世帯人数が１人の場合は、各該当欄の金額の３／４の額） 

 ① 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

住宅の 

被害程度 

全壊 

（２ ①に該当） 

解体 

（２ ②に該当） 

長期避難 

（２ ③に該当） 

大規模半壊 

（２ ④に該当） 

支給額 １００万円 １００万円 １００万円 ５０万円 

 

 ② 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

住宅の再建方法 建設・購入 補修 賃借（公営住宅以外） 

支給額 ２００万円 １００万円 ５０万円 

  ※一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入（又は補修）する場合は、

合計で２００（又は１００）万円 

 

 ─  

（申請窓口）    市町村 

（申請時の添付書面）①基礎支援金：り災証明書、住民票  等 

          ②加算支援金：契約書（住宅の購入、賃借等）等 

（申請期間）    ①基礎支援金：災害発生日から１３月以内 

          ②加算支援金：災害発生日から３７月以内 

 

 ≤ ─  

 ○ 国の指定を受けた被災者生活再建支援法人（負団法人都道府県会館）が、都道府県が

相互扶助の観点から拠出した基金を活用し、支援金を支給。（基金の拠出額：６００億円） 

○ 基金が支給する支援金の１／２に相当する額を国が補助。 
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ה   

 

  

消防庁受信者氏名 

 報告日時 年  月  日  時  分 

 報告機関  富岡市 

災害名         （第  報） 

 報告者名  

電話番号  

 

─

 

発生場所  発生日時 年  月  日  時  分 

 

─
 

死傷者 

死 者 人 不明  人 

住 家 

全壊   棟 一部破壊    棟 

貟傷者 人 計   人 半壊   棟 床上浸水    棟 

 

─

 

災害対策本部等

の設置状況 

 設置日時 

月  日  時  分 

 

 

 

 

 

 

 
(注)第１報については、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して報告すること。(確

認がとれていない事項については、確認がとれていない旨(「未確認」等)を記入すれば足りること。) 
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報告機関 富 岡 市 区 分 被 害 

災 害 名 

・ 

報 告 番 号 

災 害 名 

 

 

第 報 

（  月  日  時現在） 

∕

─

 

田 
流失・埋没 ha 

 

冠 水 ha  

畑 
流失・埋没 ha 

 

報告者名  冠 水 ha  

区 分 被 害 文 教 施 設 箇所  

 

死 者 人  病 院 箇所  

行方不明者 人  道 路 箇所  

貟 
傷 
者 

重 傷 人  橋 り ょ う 箇所  

軽 傷 人  河     川 箇所  

 

全 壊 

棟  砂 防 箇所  

世帯  清 掃 施 設 箇所  

人  崖 く ず れ 箇所  

半 壊 

棟  鉄 道 不 通 箇所  

世帯  被 害 船 舶 隻  

人  水 道 戸  

一 部 破 損 

棟  電 話 回線  

世帯 
 

電 気 戸  

人  ガ ス 戸  

床 上 浸 水 

棟  ブ ロ ック 塀 等 箇所  

世帯  

  

 

人  

床 下 浸 水 

棟  り 災 世 帯 数 世帯  

世帯  り 災 者 数 人  

人  

 

建 物 件  

非 
住 
宅 

公 共 建 物 棟  危 険 物 件  

そ の 他 棟  そ の 他 件  



 

 118 

 

区 分 被 害 

 

名 称 
 

公 立 文 教 施 設 千円  

農 林 水 産 業 施 設 千円  設 置  

公 共 土 木 施 設 千円  解 散  

そ の 他 の 公 共 施 設 千円  

 

有    無 
   

小 計 千円  （適用日時） 

 

月  日  時 

∕

─

 

農 産 被 害 千円  

林 産 被 害 千円  

畜 産 被 害 千円   

水 産 被 害 千円  

商 工 被 害 千円  

  
 

そ の 他 千円  消防職員出動延人数 人  

被 害 総 額 千円  消防団員出動延人数 人  

 

 
災害発生場所 
 
 
 
災害発生年月日 
 
 
 
災害の種類概況 
 
 
 
応急対策の状況 

・消防、水防、救急・救助等消防機関の活動状況 

 

 

・避難勧告・指示の状況 

 

 

・避難場所の設置状況 

 

 

・他の地方公共団体への応援要請、応援活動の状況 

 

 

・自衛隊の派遣要請、出動状況 

 

 
※被害額は省略することができる。
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市町村名 富 岡 市 第  報続紙  月  日  時現在 

被害の区分 被害発生地区 数（名称） 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

応急対策の実施状況 

 

 救助・救出活動 

 

 避難場所の設置状況 

 

 消火活動の状況 

 

 その他 
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報告機関 富 岡 市 区 分 被 害 

災 害 名 

 

確定年月日 

 

 

  年   月   日 

  時確定 

∕

─

 

田 
流失・埋没 ha 

 

冠 水 ha  

畑 

流失・埋没 ha 
 

報告者名 
 

冠 水 ha 
 

区 分 被 害 文 教 施 設 箇所  

 

死 者 人  病 院 箇所  

行方不明者 人  道 路 箇所  

貟 
傷 
者 

重 傷 人  橋 り ょ う 箇所  

軽 傷 人  河 川 箇所  

 

全 壊 

棟  砂 防 箇所  

世帯  清 掃 施 設 箇所  

人  崖 く ず れ 箇所  

半 壊 

棟  鉄 道 不 通 箇所  

世帯  被 害 船 舶 隻  

人  水 道 戸  

一 部 破 損 

棟  電 話 回線  

世帯 
 

電 気 戸 
 

人  ガ ス 戸  

床 上 浸 水 

棟  ブ ロ ック 塀 等 箇所  

世帯  

  

 

人  

床 下 浸 水 

棟  り 災 世 帯 数 世帯  

世帯  り 災 者 数 人  

人  

 

建 物 件  

非 
住 
宅 

公 共 建 物 棟  危 険 物 件  

そ の 他 棟 
 

そ の 他 件 
 



 

 121 

 

区 分 被 害 

 

名 称 
 

公 立 文 教 施 設 千円  

農 林 水 産 業 施 設 千円  設 置   月  日  時 

公 共 土 木 施 設 千円  解 散   月  日  時 

そ の 他 の 公 共 施 設 千円  

 

有    無 
   

小 計 千円  （適用日時） 

 

月  日  時 

∕

─

 

農 産 被 害 千円  

林 産 被 害 千円  

畜 産 被 害 千円   

水 産 被 害 千円  

商 工 被 害 千円  

  
 

そ の 他 千円  消防職員出動延人数 人  

被 害 総 額 千円  消防団員出動延人数 人  

 

 
災害発生場所 
 
 
 
災害発生年月日 
 
 
 
災害の概況 
 
 
 
消防機関の活動状況 
 
 
 
その他（避難勧告・指示の状況） 
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市町村名 富 岡 市   月   日   時確定 

被害の区分 被害発生地区 数（名称） 
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ה   

     

消防庁受信者氏名 

 報告日時 年  月  日  時  分 

 報告機関  富岡市 

 報告者名  

電話番号  

 

発生場所  

発生日時 

（覚知日時） 

  月  日  時  分 

（  月  日  時  分） 
覚知方法  

事故の概況 

 

死傷者等 

死者（性別・年齢） 

 

 

計   人 

貟傷者        人（    人） 

 

    重 症    人（    人） 

    中等症    人（    人） 

    軽 症    人（    人） 不明           人 

救助活動の 

要   否 

 

要救助者数 

（ 見 込 ） 

 
救助人員 

 

救急・救助 

活動の状況 

 

災害対策本部 

等の設置状況 

 

その他参考事項 

 

 

 

 

 

 

 
(注) 貟傷者等欄の( )書きは、救急隊による搬送人員を内書きで記入すること。 

(注) 第１報については、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して報告すること。 

  (確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨(「未確認」等)を記入すれば足りること。) 
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消防庁受信者氏名 

 報告日時 年  月  日  時  分 

 報告機関  富岡市 

 報告者名  

電話番号  

※ 爆発を除く。 

火 災 種 別 １ 建物  ２ 林野  ３ 車両  ４ 船舶  ５ 航空機  ６ その他 

出 火 場 所  

出 火 日 時 

（ 覚 知日 時） 

月  日  時  分 

（ 月  日  時  分） 

（鎮圧日時） 

鎮 火 日 時 

（  月  日  時  分） 

月  日  時  分 

火 元の業 態・ 

用    途 

 事 業 所 名 

(代表者氏名) 

 

出 火 箇 所  出 火 原 因  

死 傷 者 

死者（性別・年齢） 人 

 

貟傷者 重 症 人 

中等症 人 

軽 症 人 

死 者 の 

生じた理由 

 

建 物 の 概 要 

構造            建物面積 

 

 

階層            延べ面積 

焼 損 程 度 
焼損 

棟数 

全 焼  棟 

半 焼  棟  計  棟 

部分焼  棟 

ぼ や  棟 

焼損面積 

建物焼損床面積   ㎡ 

建物焼損表面積   ㎡ 

林 野 焼 損 面 積   ａ 

り 災 世 帯 数  気象状況  

消 防活動 状況 

消防本部（署） 台 人 

消 防 団 台 人 

そ の 他 人 

救 急 ・ 救 助 

活 動 状 況 

 

 

 

 

災 害対策 本部 

等 の設置 状況 

 

 

その他参考事項 

 

 

 
(注) 第１報については、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して報告すること。 

  (確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨(「未確認」等)を記入すれば足りること。) 
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                           第    報 

 
１ 石油コンビナート等特別防災区域内の事故 

２ 危険物に係る事故 

３ 原子力災害 

４ その他特定の事故 

 

  消防庁受信者氏名            

事 故 種 別 １ 火 災  ２ 爆 発  ３ 漏えい  ４ その他（    ） 

発 生 場 所  

事 業 所 名 
 

特別防災区域 
レイアウト第１種、第１種 

第２種、その他 

発 生 日 時 

（覚知日時） 

月 日 時 分 

（ 月 日  時  分） 

発見日時 月  日  時  分 

鎮火日時 
（処理完了） 

月  日  時  分 

消防覚知方法  気象状況  

物 質 の 区 分 
1 危険物 2 指定可燃物 3 高圧ガス 4 可燃性ガス 
5 毒劇物 6ＲＩ等   7 その地（      ） 

物質名  

施 設 の 区 分 
１ 危険物施設  ２ 高危混在施設  ３ 高圧ガス施設  

４ その他（                          ） 

施 設 の 概 要 
 危険物施 

設の区分 
 

事 故 の 概 要 
 

死 傷 者 

死者（性別・年齢）      人 貟傷者等     人（   人） 

   重 症   人（   人） 

   中等症   人（   人） 

   軽 症   人（   人） 

消 防 防 災 

活 動 状 況 

及 び 

救 急 ・ 救 助 

活 動 状 況 

警戒区域の指定 月 日 時 分 
使用停止命令 月 日 時 分 

出 場 機 関 出場人員 出場資機材 

事 

業 

所 

自衛防災組織 人  

共同防災組織 人  

そ の 他 人  

消防本部（署） 
台 
人 

 

消 防 団 
台 
人 

 

海 上 保 安 庁 人  

自 衛 隊 人  

そ の 他 人  

災害対策本部

等の設置状況 

 

 

その他参考事項 

 

 
(注) 第１報については、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して報告すること。 

  (確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨(「未確認」等)を記入すれば足りること。) 

報告日時 年  月  日  時  分 

報告機関  富岡市 

報告者名  



 

 126 

 

  

 

１ 人的被害 

（１）「死者」とは、当該災害が原因で死亡し、死体を確認したもの又は死体は確認できない

が、死亡したことが確実な者とする。 

（２）「行方不明者」とは、当該災害が原因で行方不明となり、かつ、死亡の疑いのある者と

する。 

（３）「重傷者」とは、当該災害により貟傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者

のうち１月以上の治療を要する見込みのものとする。 

（４）「軽傷者」とは、当該災害により貟傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者

のうち１月未満で治療できる見込みのものとする。 

 

２ 住家被害 

（１）「住家」とは、現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるか

どうかを問わない。 

（２）「全壊」とは、住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全

部が倒壊、流失、埋没したもの、又は住家の損壊（ここでいう「損壊」とは、住家が

被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元

の機能を復元し得ない状況に至ったものをいう。以下同じ。）が甚だしく、補修により

元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊若しくは流出した

部分の床面積がその住家の延べ床面積の70％以上に達した程度のもの、又は住家の为

要な構成要素（ここでいう「为要な構成要素」とは、住家の構成要素のうち造作等を

除いたものであって、住家の一部として固定された設備を含む。以下同じ。）の経済的

被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50％以上に達した程

度のものとする。 

（３）「半壊」とは、住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、

住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的に

は、損壊部分がその住家の延べ床面積の20％以上70％未満のもの、又は住家の为要な

構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が

20％以上50％未満のものとする。 

（４）「一部損壊」とは、全壊及び半壊にいたらない程度の住家の破損で、補修を必要とする

程度のものとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。 

（５）「床上浸水」とは、住家の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが、

土砂竹木のたい積により一時的に居住することができないものとする。 

（６）「床下浸水」とは、床上浸水にいたらない程度に浸水したものとする。 

 

３ 非住家被害 

（１）「非住家」とは、住家以外の建物でこの報告中他の被害個所項目に属さないものとする。

これらの施設に人が居住しているときは、当該部分は住家とする。 

（２）「公共建物」とは、例えば役場庁舎、公民館、公立保育所等の公用又は公共の用に供す

る建物とする。 

（３）「その他」とは、公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。 

（４）非住家被害は、全壊又は半壊の被害を受けたもののみ記入するものとする。 

 

４ その他 

（１）「田の流出、埋没」とは、田の耕土が流出し、又は砂利等のたい積のため、耕作が不能

となったものとする。 

（２）「田の冠水」とは、稲の先端が見えなくなる程度に水につかったものとする。 

（３）「畑の流出、埋没」及び「畑の冠水」については、田の例に準じて取り扱うものとする。 

（４）「文教施設」とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、
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養護学校及び幼稚園における教育の用に供する施設とする。 

（５）「道路」とは、道路法（昭和27年法律第180号）第２条第１項に規定する道路のうち、

橋りょうを除いたものとする。 

（６）「橋りょう」とは、道路を連結するために河川、運河等の上に架設された橋とする。 

（７）「河川」とは、河川法（昭和39年法律第167号）が適用され、若しくは準用される河川

若しくはその他の河川又はこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、水利、床止

その他の施設若しくは沿岸を保全するために防護することを必要とする河岸とする。 

（８）「港湾」とは、港湾法（昭和25年法律第218号）第２条第５項に規定する水域施設、外

かく施設、けい留施設、又は港湾の利用および管理上重要な臨港交通施設とする。 

（９）「砂防」とは、砂防法（明治30年法律第29条）第1条に規定する砂防施設、同法第3条の

規定によって同法が準用される砂防のための施設又は同法第３条の２の規定によって

同法が準用される天然の河岸とする。 

（10）「清掃施設」とは、ごみ処理およびし尿処理施設とする。 

（11）「鉄道不通」とは、汽車、電車等の運行が不能となった程度の被害とする。 

（12）「被害船舶」とは、ろかいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が没し、航行不能

になったもの及び流出し、所在が不明になったもの、並びに修理しなければ航行でき

ない程度の被害を受けたものとする。 

（13）「電話」とは、災害により通話不能となった電話の回線数とする。 

（14）「電気」とは、災害により停電した戸数のうち最も多く停電した時点における戸数とす

る。 

（15）「水道」とは、上水道又は簡易水道で断水している戸数のうち最も多く断水した時点に

おける戸数とする。 

（16）「ガス」とは、一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっている戸数のうち最も

多く供給停止となった時点における戸数とする。 

（17）「ブロック塀」とは、倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数とする。 

（18）「り災世帯」とは、災害により全壊、半壊および床上浸水の被害を受け通常の生活を維

持できなくなった生計を一にしている世帯とする。 

   例えば、寄宿舎、下宿その他これに類する施設に宿泊するもので共同生活を営んでい

るものについては、これを一世帯として扱い、また同一家屋の親子、夫婦であっても、

生活が別であれば分けて扱うものとする。 

(18)「り災者」とは、り災世帯の構成員とする。 

 

５ 火災発生 

 火災発生件数については、地震又は火山噴火の場合のみ報告するものであること。 

 

６ 被害金額 

（１）「公共文教施設」とは公立の文教施設とする。 

（２）「農林水産業施設」とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する

法律（昭和25年法律第169号）による補助対象となる施設をいい、具体的には、農地、

農業用施設、林業用施設、漁港施設及び共同利用施設とする。 

（３）「公共土木施設」とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫貟担法（昭和26年法律第97

号）による国庫貟担の対象となる施設をいい、具体的には、河川、海岸、砂防施設、

林地荒廃防止施設、道路、港湾及び漁港とする。 

（４〕「その他の公共施設」とは、公立文教施設、農林水産業施設及び公共土木施設以外の公

共施設をいい、例えば庁舎、公民館、児童館、都市施設等の公用又は公共の用に供す

る施設をとする。 

（５）災害中間年報および災害年報の公立文教施設、農林水産業施設及び公共土木施設およ

びその他の公共施設については査定済額を記入し、未査定額（被害見込額）はカッコ

外書きするものとする。 

（６）「公共施設被害市町村」とは、公立文教施設、農林水産業施設及び公共土木施設および

その他の公共施設の被害を受けた市町村とする。 
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（７）「農産被害」とは、農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えばビニールハウス、農

作物等の被害とする。 

（８）「林産被害」とは、農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば立木、苗木等の被害

とする。 

（９）「畜産被害」とは、農林水産業施設以外の畜産被害をいい、例えば家畜、畜舎等の被害

とする。 

（10）「水産被害」とは、農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えば、のり、漁具、漁船

等の被害とする。 

（11）「商工被害」とは、建物以外の商工被害で、例えば工業原材料、商品、生産機械器具等

とする。 

 

７ その他 

 備考欄には、災害発生場所、災害発生年月日、災害の種類および概況、消防機関の活動状

況その他について簡潔に記入するものとする。 



 

 129 

 

  

 

 

年 月 日 

群 馬 県 知 事 あて 

 

 

富 岡 市 長 □印  

 

 

自衛隊の災害派遣要請の要求について 

 

 災害対策基本法第68条の２第１項の規定に基づき、下記のとおり自衛隊の災害派遣を要

請するよう要求します。 
 

記 

 

１ 災害の情況及び派遣を要請する事由 

 

 

 

 

 

 

２ 派遣を希望する期間 

 

 

 

 

 

 

 

３ 派遣を希望する区域及び活動内容 

 

 

 

 

 

４ その他参考となる事項 

 例）・必要な車両、航空機、資機材 

   ・必要な人員 

   ・連絡場所及び連絡責任者 
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 ⁸ ⁸ ⁸  

 

 Ẽ  

年  月  日 

緊急通行車両使用申出書 

 

           様 

                  申出者（住所又は所在地） 

                     （氏名又は団体名） 

                     （電話番号） 

 

車両の登録番号 
 

 

車両の用途（緊

急輸送にあって

は輸送人員又は

品名） 

 

通 行 日 時 
 

 

通 行 経 路 

出 発 地 目 的 地 

 

 

 

備     考 
 

 

 

 Ẽ  

第   号 

年  月  日 

緊急通行車両確認証明書 

 

           様 

                        知   事  印 

                        公安委員会  印 

 

車両の登録番号 
 

 

車両の用途（緊急輸

送にあっては輸送人

員又は品名） 

 

使

用

者 

住所又は所在地  

氏名又は団体名  

電 話 番 号  

通 行 経 路 

出 発 地 目 的 地 

 

 

 

備     考 
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 ■  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    │⁸ ╩ ⁸ ┘₈ ₉─ ╩ ⁸₈ ₉⁸₈

₉⁸₈ ₉⁸₈ ₉ ┘₈ ₉─ ╩ ⁸ ┘⌐ ⁸ ┘

╩ ∆╢ ╩ ⁸ ╩ ≤∆╢⁹ 

     ─ ⌐⁸ ─ ⅜ ─ ⌐ ∂≡ ∆╢ ╩ ∆╙─≤∆╢⁹ 
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ⱨꜞ●♫  

   
  

ה  

─ │  

─  

ה  

─ ⁸ ⁸ ⁸

⁸ ⁸●☻ ⁸  
  ∕─  

  男・女        

  男・女        

 
 男・女        

  男・女        

  男・女        

  男・女        

  男・女        

  男・女        

  男・女        

  男・女        

1
3

2 
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 ╡  

 

り 災 証 明 書 交 付 申 請 書 
 

平成  年  月  日 

富 岡 市 長 様 

 

申 請 者 

住所 

 

富岡市 番地 

氏名 

 ○印  TEL 

 

╡

 

住所又は所在地 

 

富岡市 番地 

氏名又は名称 生年月日 
 

明・大 

昭・平  年  月  日 

備考 

 

╡

 

災害の原因 り災年月日 

 

平成  年  月  日 

り災場所 

富岡市 番地 

╡

 

 

□全壊（流出・焼失） □床上浸水（    ㎝） 

 

□半壊 □床下浸水 

 

□一部損壊 □その他 

 

□崩壊 □流失 
 

□陥没 □その他 
 

□埋没 

∕
─

 

 

り災状況の該当する□にレでチェックし、詳細を記入してください。 

※ 持参するもの   被害状況写真・車の場合は車検証 
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10 ╡  

 

り 災 証 明 書 
 

平成  年  月  日 
 

 様 

 

次のとおり相違ないことを証明します。 

 

富岡市長        

 

╡

 

住所又は所在地 

 

 

氏名又は名称 

 

 

生年月日 

明・大 

昭・平  年  月  日 

備考 

 

╡

 

災害の原因 

  

 

り災年月日 

平成  年  月  日 

り災場所 

 

╡

 

 

□全壊（流出・焼失） □床上浸水（   cm） 

 

□半壊 □床下浸水 

 

□一部損壊 □その他 

 

□崩壊 □流失 

 

□陥没 □その他 

 

□埋没 

∕
─
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 ⌐⅔↑╢  

 

第１ 総則 

１ 背景・趣旨 

 平成19年９月の台風９号で甚大な被害を受けた本県西毛地域では、最大時で255世帯545人

が孤立した。また、平成20年６月の岩手・宮城内陸地震では震源地に近い地域の道路が寸断

され、各地で孤立化集落が発生した。 

 災害発生時の孤立化集落は中山間地域に多く、過疎化や高齢化が進んでおり、避難等に特

別な対策が必要となる災害時要援護者対策とも重なっている。 

 群馬県地域防災計画では、孤立化集落対策について、県、市町村そして地域住民が、孤立

化解消に向けて諸対策を推進する事を定めているが、本指針は、孤立化を一刻も早く解消す

るため、関係機関と連携した事前対策から孤立化解消までの具体的な対策を定めるものであ

る。 

 

２ 定義 

 この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

（１）孤立化 

豪雤、地震等（ 災害対策基本法第２条第１号に定める災害の原因となる事象）に伴う土

砂流出や液状化等により集落から外部につながるすべての道路が途絶し、集落から四輪自

動車による人の移動・物資の流通が不可能になる状態をいう。 

（２）孤立化集落 

前号の状態となった集落をいう。 

（３）孤立化のおそれのある集落 

法面崩壊等により、外部につながるすべての道路が全面通行止めとなるおそれがある集

落をいう。 

（４）災害時要援護者 

自ら身を守るため安全な場所に避難するなど災害時の一連の行動を取るのに他人の援助

が必要な高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、傷病者、外国人等をいう。 

（５）非常時情報通信手段 

風水害、地震により、一般加入電話、携帯電話等の通常の通信が利用できない場合にお

いて、通話が可能な通信手段をいう。 

  例；衛星携帯電話、消防無線等 

 

第２ 事前対策 

１ 県 

（１） 市町村に対する関連情報の提供 

各所管課は、次の情報について積極的に市町村に提供する。 

  ア 孤立化のおそれのある集落の実態把握に関する情報 

  （ア）災害危険区域の整備に関する情報 

  （イ）集落へのアクセス道路に関する情報 

    ①県道及び国道の道路整備に関する情報 

    ②橋梁の耐震化整備に関する情報 

  （ウ）河川の整備に関する情報 

  （エ）その他参考となる情報 

  イ 孤立化集落対策上有効な情報 

  （ア）過去の孤立化集落発生時における有効な活動事例の情報 
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  （イ）非常時情報通信手段として有効な通信機器の情報 

  （ウ）その他参考となる情報 

（２）集落孤立化の未然防止のための県管理道路・河川・山地等の優先整備 

各所管課は、災害による道路の寸断を解消するため、市町村と連携した次の事業を推進

する。 

  ア 道路危険箇所に対する整備 

  （ア）災害要因となる地形の把握と防災対策 

  （イ）緊急輸送路の法面崩壊対策 

  （ウ）緊急輸送路の橋梁の耐震化確保 

  （エ）既存施設の機能維持のための除石・除草、施設補修の実施 

  イ 河川危険箇所に対する整備 

  （ア）被災箇所の早期復旧 

  （イ）浸水被害を防ぐ治水対策 

  （ウ）浸水想定区域図の作成 

  ウ 土砂災害予防対策の推進 

  （ア）再度災害防止対策の推進 

  （イ）土砂災害の被害を受けるおそれがある区域を周知する土砂災害警戒区域等の指定 

  （ウ）土砂災害を予防するための施設の整備 

  （エ）既存施設の機能維持のための除石・除草、施設補修の実施 

（３）市町村管理道路の孤立化解消応急工事に関する事前協議 

土木事務所長は、孤立化解消のための市町村管理道路の仮復旧工事について、県と市町

村が協力して実施できるよう、事前に市町村との協定その他必要な手続き等について取り

決めをしておくものとする。 

なお、仮復旧工事の費用は、道路管理者の貟担による。ただし、県管理道路と比較して、

早期に孤立化が解消できる道路が市町村道である場合には、県の代行業務として実施する

ことができるものとする。 

 

２ 市町村 

（１）孤立化のおそれのある集落の実態把握 

  ア 孤立化のおそれのある集落の把握 

    過去の被災例や災害危険箇所データ等から孤立化のおそれのある集落の把握に努め

る。 

  イ 孤立化のおそれのある集落の基礎データ整理 

    把握した孤立化のおそれのある集落については、次の事項の基礎データを集約して

おく。 

  （ア）集落の代表者 

  （イ）居住世帯・人数・年齢構成・連絡方法（加入・携帯電話番号・メールアドレス等） 

  （ウ）災害時要援護者の有無 

  （エ）想定される災害に対して安全な避難所（施設）の有無 

  （オ）集落の住宅地図及びハザードマップ 

  （カ）非常時情報通信手段の集落又は家庭における常備の有無 

  （キ）その他必要事項 

（２）孤立化のおそれのある集落内の自为防災組織の強化 

自治会と協力して孤立化のおそれのある集落単位に自为防災組織を整備すると共に、非

常時情報連絡責任者（※）を複数に依頼し、孤立化発生時における情報連絡体制を整備す

る。 

※「非常時情報連絡責任者」とは、孤立化のおそれのある集落内に居住し、非常時情報

通信手段の機器について、自ら保有又は自治体から貸与された場合に取扱・管理が可

能な者で、集落が孤立化した場合に、集落内の被災状況等を把握し、随時、市町村そ

の他の防災機関に連絡することが可能な者として、集落を管轄する市町村長が依頼し

た者をいう。 
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（３）孤立化のおそれのある集落内の関係機関・事業所等との連携 

交番・駐在所、消防分署・消防団等の公共機関、ライフライン関係事業所等との連携を

強化し、これらの防災対策、非常時情報通信手段等に関する情報の共有と防災連絡会議等

の開催により、市町村、自为防災組織、非常時情報連絡責任者等との相互確認に努める。 

（４）市町村と孤立化のおそれのある集落との非常時情報通信手段の確保 

  ア 非常時情報通信手段の整備 

    衛星携帯電話、消防無線、防災行政無線等の整備、一般加入電話の災害時優先電話

の指定、その他アマチュア無線、業務用無線など個人や事業所で保有する通信手段の

把握に努め、これらの連絡先電話番号、無線の運用周波数・電波型式、通話可能エリ

ア等を基礎資料として整備する。 

  イ 機器の点検、予備電源の確認等 

    非常時情報通信機器については、発災時に直ちに使用できるよう、定期的な通話試

験、バッテリーの充電状態等の保守点検に努めるとともに、発電機等の非常用電源の

確保に努める。 

（５）避難路、避難計画及び避難所の整備 

  ア 避難路の確保と防災マップの作成 

    徒歩での集落外への避難可能な道路を把握するとともに、可能な限りこれらの道路

整備に努める。また、緊急時において個人所有の敷地内の通行について予め承諾を得

ておくなどし、これらを表示した集落ごとの防災マップの作成、避難案内表示（地図）

の設置に努める。 

  イ 個別かつ具体的な避難計画の構築 

    避難計画については、個々の集落ごとに次の点に留意して作成する。 

  （ア）避難行動を共にする単位は、隣接の住家又は個々の住家を単位とし、災害時要援

護者に配意したものとする。 

  （イ）避難路の選定は、集落内の災害危険箇所を極力回避したものとする。 

  （ウ）避難方向については、避難所、集落外、ヘリコプター非常離着陸場等について個

別に計画する。 

  ウ 避難所の検証と整備 

    既設の避難所について、住家との距離、避難路の安全性、立地条件、建物の安全性、

備蓄物資及び非常時情報通信手段等を個々に検証し、避難所の改善、増設等の整備を

図る。 

  エ ヘリコプター非常離着陸場の整備 

    救援ヘリポート又はホバリング等の適地選定及び夜間着陸のための照明装置の確保

等について、県及び自衛隊、警察その他航空機関係機関との事前協議の上、これらの

整備を行う。 

 

    【ヘリコプターの非常離着陸可能ｽﾍﾟｰｽの目安】 

     ◎自衛隊大型機・・・・70ｍ×70 ｍ 

     ◎その他・・・・・・・30ｍ×30ｍ 

 

 

３ 孤立化のおそれのある集落の居住者 

 何時起きるか分からない災害に対しては「自分の身は自分で守る」という自助の精神と「地

域のことは地域で守る」という共助の精神を醸成することが重要である。 

 孤立化のおそれのある集落の居住者等は、平素から次の点に留意するものとする。 

 

（１）自为防災組織の活動参加等地域防災力の強化 

災害から地域を守るため、地域のまとまった力が発揮できるよう、居住者が協力し合っ

て、自为防災組織の結成又は活動参加に努め、地域の防災力を強める。 

（２）災害危険箇所の確認及び通報 

隣接集落への道路及び居住地域内における土砂災害危険箇所及び山地災害危険地区の情
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報について周知し、通常の生活の中で、軽微な土砂流出、落石、河川護岸の崩落等に注意

し、こうした事象を発見した時は、速やかに市町村その他管理者に通報するものとする。 

（３）避難所・避難路・迂回路の確認 

市町村が作成する防災マップ（ 避難所・避難路・迂回路等）について、各家庭での周知

を図るとともに、地理に精通した地元居住者として防災マップの精度の向上について市町

村に協力するものとする。 

（４）地域ごと及び各家庭における必要物資の備蓄 

災害時に備え、日頃から緊急避難のときに持って逃げる非常持ち出し品の用意や３日分

の食料、飲料水を備蓄する。 

（５）災害時要援護者に対する対応 

年齢、身体・精神障害の程度、持病、歩行能力その他災害時に援助が必要となる人につ

いて、災害時における避難誘導・食事の供給等の援助に関する役割分担を決めておく。 

（６）非常時情報通信手段の常備 

市町村が配備する非常時情報通信機器のほか、各家庭が有事に備え、衛星携帯電話その

他の通信機器の常備に努める。 

 

第３ 災害発生のおそれが切迫した場合における事前対策 

 台風の接近、気象警報等により、災害が発生するおそれが切迫した事態においては、災害

を警戒しながら、孤立化のおそれのある集落に対する次の措置を徹底する。 

１ 県 

（１）市町村、その他関係機関への気象注意報・警報、土砂災害警戒情報等の迅速な伝達 

（２）市町村と連携した道路・河川等に対するパトロールの実施 

 

２ 市町村 

（１）集落への気象注意報・警報等の迅速な伝達 

（２）的確な避難措置 

（３）孤立化のおそれのある集落を重点とした災害パトロールの実施 

 

３ 孤立化のおそれのある集落の居住者 

（１）早めの避難 

（２）住民相互の協力による災害時要援護者の避難の手助け 

 

第４ 孤立化集落発生時の対策 

１ 孤立化集落の居住者 

 自治会の代表者及び自为防災組織等は、二次災害に十分注意しながら、居住者と協力して、

次の情報を集約し、最寄りの市町村役場、消防署、警察署に連絡又は救助を求める。 

（１）集落住民の安否、救助の必要性 

（２）道路の被災状況、二次災害の恐れ 

（３）ライフラインの状況 

（４）非常食等緊急必要物資 

 

２ 市町村 

（１）孤立化集落情報の集約 

土砂流出、道路崩落等が発生し、道路が通行途絶となった場合は、その道路の延長に存

在する集落等について、他にアクセス道路が有るか否かを迅速に確認する。 

（２）関係所属と連携した体制の確保 

孤立化集落が判明した場合は、庁内関係課が、消防、警察署等と連携した体制を構築し、

孤立化集落の情報を首長以下が共有する。 

（３）孤立化集落との連絡 

孤立化集落の非常時情報連絡責任者又は孤立した居住者に連絡を取って、次の情報を収

集する。 
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  ア 集落住民の安否、救助の必要性 

  イ 道路の被災状況、二次災害のおそれ 

  ウ ライフラインの状況 

  エ 非常食等緊急必要物資 

（４）孤立化の要因となっている道路障害の除去・復旧 

孤立化の要因となっている道路が、県道、国道等の市町村管理以外の道路であっても、

土木事務所長等道路管理者と速やかに連絡を取り合い、一刻も早い孤立化の解消に努める。 

（５）先遣隊の派遣 

孤立化集落の非常時情報連絡責任者と連絡が取れない場合は、二次災害の発生を十分警

戒しながら、情報収集のための先遣隊を派遣する。 

（６）被災状況の県に対する報告 

  ア 孤立化集落の発生を認知した場合は、県（危機管理室・行政事務所又は行政県税事

務所）に電話で即報する。 

  イ 夜間等で行政事務所又は行政県税事務所と連絡が取れない場合は、危機管理室に即

報する。 

（７）被災状況の広報 

災害による被災状況は、市町村で一元管理し、関係機関と連携して一般に広報する。 

 

３ 県 

（１） 群馬県孤立化集落対策連絡室の設置 

  ア 設置 

    総務部危機管理監（以下「管理監」という。）は、災害によって孤立化集落が発生し、

災害対策本部が未設置の場合であって、住民避難又は仮復旧工事に着手後丸１日以上

を要するなど、複数部局の綿密な連携が必要と認められる場合には、危機管理センタ

ーに孤立化集落対策連絡室（以下「連絡室」という。）を設置する。 

  イ 構成 

    連絡室の構成は次表のとおりとする。なお室員の指名及び運用については、管理監

が、該当する所属（以下「構成所属」という。）の長と協議して決定する。 

 

役 職 該   当   職   員 

連絡室長 危機管理監 

副 室 長 危機管理室次長 

室 員 総 務 部 危機管理室員、消防保安課員 

 企 画 部 広報課員 

 健康福祉部 健康福祉課員 

 環境森林部 林政課員、森林保全課員 

 農 政 部 農村整備課員 

 県土整備部 河川課員、道路管理課員、砂防課員 

 警 察 本 部 地域部地域課員、警備部警備第二課員 

 そ の 他 管理監が必要と認めた所属の職員 

 

  ウ 任務 

    連絡室は、市町村、県民局、構成所属、関係機関との情報交換を密にし、次の任務

を迅速に遂行する。 

  （ア）情報の収集と通報 

      孤立化集落の対応は、緊急を要することから、次の情報内容について、連絡室

が直接、市町村、警察本部（署）、消防（局）本部等の情報を入手し、関係所属・

関係機関に通報する。 

    ①孤立化集落住民の安否（世帯数、人数、貟傷者の有無） 

    ②貟傷者、人家被災の危険性等による救助、避難の必要性 
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    ③孤立化の原因となった災害発生の場所・状況及び復旧見込み 

    ④救援物資搬送の必要性 

    ⑤孤立化集落との情報通信手段 

    ⑥徒歩による迂回路がある場合に住民の徒歩避難の可否及び必要性 

    ⑦防災・県警・自衛隊のヘリコプターによる救助の必要性と非常離着陸場の候補地、

孤立化集落付近の天候 

    ⑧ライフラインの状況 

    ⑨その他孤立化集落に関する情報 

  （イ）情報に基づく措置 

    ①情報途絶の場合の県職員等の派遣 

      孤立化集落との情報通信手段がなく、集落の情報が皆無である場合で、市町村

による先遣隊の出動ができない場合は、警察本部と連携して、県職員（第一次的

には県民局長の命を受けた県民局職員、次いで構成所属職員）を派遣する。ただ

し、悪天候その他県職員では危険な場合は、自衛隊第12旅団に出動要請を行う。 

    ②空輸による救助・避難 

      貟傷者の救護、緊急に避難を要する場合は、防災航空隊、県警航空隊に救助要

請を行う。 

      なお、気象条件や救助現場の多発、多数の避難者がいるなど、防災航空隊、県

警航空隊での早急な救助が実施できない場合は、陸上自衛隊第12旅団に救助要請

を行う。 

    ③救援物資の空輸 

      道路復旧までに時間を要し、孤立集落から救助物資を求められた場合は、孤立

化集落に救援物資を空輸する。 

      空輸の方法は、防災航空隊、県警航空隊に空輸要請を行う。 

      なお、前記航空隊が対応できない場合は、陸上自衛隊第12旅団に空輸要請を行

う。 

 

        【自衛隊に対する要請基準】 

         公 共 性；社会的に保護することの必要性 

         緊 急 性；ただちに部隊等を派遣する必要性 

         非代替性；他の機関のみの活動では対応不可 

 

  エ 連絡室の廃止 

    管理監は、連絡室設置後に、災害対策本部が設置された場合又は孤立化が解消され

た場合若しくは他の理由により連絡室を継続する必要がないと認めた場合には、連絡

室を廃止するものとする。 

（２）県民局の対応 

  ア 体制の確保 

    県民局長は、孤立化集落が発生した市町村を担当する行政事務所又は行政県税事務

所内に、連絡室に準じた体制又は専従の連絡員を確保すること。 

  イ 市町村に対する職員派遣 

    県民局長は、必要により、孤立化集落が発生した市町村に職員を派遣し、情報収集・

集約その他必要な対応の支援を行う。 

  ウ 孤立化解消応急工事の実施 

    土木事務所長は、住民・市町村・連絡室からの通報や道路パトロール等により管内

に孤立化集落を認めた場合は、次の措置を迅速に行う。 

  （ア）孤立化の原因となっている道路の被災状況の確認 

  （イ）関係道路管理者と協力した孤立化解消応急工事の着手 

  （ウ）道路の仮復旧（片側通行可能、孤立化解消）見込み日時の判断 

  （エ）県民局長に対する上記措置結果の報告 
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第５ 住民が避難した集落の防犯対策 

 市町村は、住民が避難し、無人化又は尐数のみが居住するなど、防犯対策が必要な場合は、

警察署その他防犯関係機関・団体との連携により、当該集落内又は当該集落に通ずる道路で

徒歩による通行が可能な場合は、二次災害のおそれのない地点における警戒に努めるものと

する。また、可能な限り、県警ヘリ、防災ヘリによる上空からのパトロールに努めるものと

する。 

 

 

 

 

 


